
第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

１-（１）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害福祉事業課

①　グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値目標、利用待機者調査、
高齢化等による在宅からグループホームへの移行等、地域での必要性などを踏まえ、順次支援
を行い、引き続き、量的拡充を図ります。特に、強度行動障害のある人、精神障害や身体障害の
ある人のためのグループホームの整備など、社会情勢に即応した整備に努めます。障害のある
人の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として創設された日中サービス
支援型グループホームの設置・活用が図られるよう、周知に努めます。運営の安定化及び人材
の確保に資するためにグループホームに対して、運営等に関する費用の補助や障害者グループ
ホーム等支援ワーカーによる新規開設相談を実施します。また、障害のある人の中には共同住
居より単身での生活をしたいというニーズがあり、それに応えるため創設された、サテライト型住
居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。

・在宅からグループホームへの移行等のため、指定・届出等
の速やかな処理により量的拡充を指向しました。また、グ
ループホームに対する運営等に関する費用の補助や、グ
ループホーム等支援事業協議会に配置された障害者グ
ループホーム等支援ワーカーによる開設・運営に関する相
談を実施しました。さらに、単身生活へのニーズに対応した
サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、周知に努め
ました。

・引き続き、在宅からグループホームへの移行等のため、指
定・届出等の速やかな処理により地域での必要性を踏まえ
量的拡充を指向します。また、グループホームに対する運営
等に関する費用の補助や、グループホーム等支援事業協議
会に配置された障害者グループホーム等支援ワーカーによ
る開設・運営に関する相談を実施します。さらに、単身生活
へのニーズに対応したサテライト型住居の設置・活用が図ら
れるよう、周知に努めます。

１－１　グループホーム等の定員

１-（１）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害福祉事業課

②　地域資源を活用した整備として、既存の戸建て住宅の空き家等をグループホームとして活用
する場合の建築基準法等の規制については、利用者の安全のために必要な防火対策や避難対
策の確保も踏まえて対応する必要があります。これについては、国での検討動向を注視しなが
ら、必要な防火安全対策等を確保しつつ、過度に厳格な規制とならないよう、引き続き、国へ要望
します。

・グループホームの指定申請に際しては、申請者に対して、
消防署の指導を受けるよう要請しているところです。そのほ
か、火災報知器や消火器等の写真の提出を求め、防火対策
に関する一定の確認を行っています。

・引き続き、グループホームの指定申請に際しては、申請者
に対して、消防署の指導を受けるよう要請します。そのほ
か、火災報知器や消火器等の写真の提出を求め、防火対策
に関する一定の確認を行っていきます。

１-（１）-③
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害福祉事業課

③　サービスの質の向上を図るため、利用者への家賃補助やサービス管理責任者、世話人など
への研修を実施するとともに、障害者グループホーム等支援ワーカーによる事業者に対する運
営相談支援を行います。また、利用者の高齢化や障害の重度化などに対応した生活支援員の増
員などの手厚い人員配置を行うグループホームに対して、実態に即した報酬体系となるよう、加
算制度の拡充などを国へ要望します。あわせて、グループホーム利用者が地域生活支援事業等
により、より充実した生活を送れるよう市町村などに働きかけます。

・利用者への家賃補助やサービス管理責任者、世話人など
への研修を実施するとともに、障害者グループホーム等支
援ワーカーによる事業者に対する運営相談支援を行いまし
た。また、生活支援員の増員などの手厚い人員配置を行う
グループホームに対して、実態に即した報酬体系となるよ
う、加算制度の拡充などを国へ要望しました。

・引き続き、利用者への家賃補助やサービス管理責任者、
世話人などへの研修を実施するとともに、障害者グループ
ホーム等支援ワーカーによる事業者に対する運営相談支援
を行います。また、生活支援員の増員などの手厚い人員配
置を行うグループホームに対して、実態に即した報酬体系と
なるよう、加算制度の拡充などを国へ要望します。

１-（１）-④
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害者福祉推進課

④　障害のある人の地域生活について、近隣住民から正しい理解が得られるよう、地域の行政、
権利擁護団体、不動産業団体等との協力の下、県民への啓発に努めます。また、障害者条例の
相談支援等により、個別事案の解決に当たります。

・広域専門指導員による障害者条例等の周知・啓発活動を
年間3,977件行いました。
・障害者条例の相談窓口へ寄せられた差別に関する相談は
90件あり、広域専門指導員等が個別事案の解決に当たりま
した。

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。

１-（１）-⑤
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害福祉事業課

⑤　市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営に関する
研修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介や、現状や課題等を把握・共
有するなど継続的な支援を行っていきます。拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う
必要がある場合には、社会福祉施設等施設整備費補助金の活用を検討します。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、地域
生活支援拠点等の整備に関する情報提供を行いました。

・引き続き、地域生活支援拠点が未整備となっている市町村
に対し、情報提供等の必要な支援を行います。 １－４　地域生活支援拠点等が整

備されている市町村数
１－５　地域生活支援拠点等の機
能の充実に向けた検証及び検討
を実施した市町村数

１-（１）-⑥
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害福祉事業課

⑥　地域移行の推進のため、地域生活支援拠点等の制度について周知するとともに、地域移行
の可能な人への支援の在り方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワー
カー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みま
す。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、地域
生活支援拠点等の整備に関する情報提供を行いました。
・地域生活支援拠点等の制度について周知するとともに、相
談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を
活用して地域に移行できるよう取り組みました。

・引き続き、地域生活支援拠点が未整備となっている市町村
に対し、情報提供等の必要な支援を行います。
・引き続き、地域生活支援拠点等の制度について周知すると
ともに、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワー
カー事業を活用して地域に移行できるよう取り組みます。

１-（１）-⑦
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（１）グループホーム等の充実
及び地域生活支援拠点等の
整備

障害福祉事業課

⑦　令和５年度末の施設入所者数については、令和元年度末時点の施設入所者数と施設待機
者等の地域の実情や、県立施設の在り方の見直しを踏まえて４，３９５人とし、グループホーム等
での対応が困難な人のニーズに障害者支援施設（入所施設）が対応します。
　なお、今後とも、待機者や重度化・高齢化の状況について、総合支援協議会や市町村等の意見
を聴きながら地域の実態把握に努めるとともに、地域での生活を継続することが困難となった場
合に、障害者支援施設等が利用できるよう、情報の提供や体制づくりについて、関係者の理解を
得ながら検討します。

・県立施設の在り方の見直しを踏まえて、グループホーム等
での対応が困難な人のニーズに障害者支援施設（入所施
設）が対応しました。また、総合支援協議会や市町村等の意
見による地域の実態把握や、地域での生活を継続すること
が困難となった場合の障害者支援施設等の利用について検
討しました。

・引き続き、グループホーム等での対応が困難な人のニーズ
に障害者支援施設（入所施設）が対応します。また、総合支
援協議会や市町村等の意見による地域の実態把握や、地
域での生活を継続することが困難となった場合の障害者支
援施設等の利用について検討します。

１－２　施設入所者の地域生活へ
の移行者数
１－３　施設入所者数

１-（２）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（２）日中活動の場の充実 障害福祉事業課

①　様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のため、限られた社会資源を有
効に活用するとともに、個々の特性やニーズに応じて利用可能な日中活動の場の整備を促進し
ます。
　また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる生活介護などの日中活
動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じて一時的に利用することができる短期入所事業
所など、量的・質的拡充に努めます。

・個々の特性やニーズに応じて利用可能な日中活動の場の
整備を促進しました。これは、医療的ケアができる生活介護
などの日中活動の場に係る事業等においても同様です。

・引き続き、個々の特性やニーズに応じて利用可能な日中活
動の場の整備を促進します。これは、医療的ケアができる生
活介護などの日中活動の場に係る事業等においても同様で
す。

１-（２）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（２）日中活動の場の充実 障害福祉事業課

②　特別支援学校に通う重症心身障害の状態にある子どもや肢体不自由のある子ども、特別支
援学級に通う障害のある子どもの放課後等デイサービスなどの日中活動の場の整備を促進しま
す。
　特別支援学校の再編等に伴い、通学先が変わる子どもたちが、放課後等に利用できる場が確
保されるよう、教育委員会や関係市町村等と連携し、整備を促進します。

・特別支援学校や特別支援学級に通う重症心身障害の状態
にある子どもや肢体不自由のある子どもなど、障害のある子
どもの放課後等デイサービスなどの日中活動の場の整備を
促進しました。

・引き続き、特別支援学校や特別支援学級に通う重症心身
障害の状態にある子どもや肢体不自由のある子どもなど、
障害のある子どもの放課後等デイサービスなどの日中活動
の場の整備を促進します。

１-（２）-③
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（２）日中活動の場の充実 障害福祉事業課

③　市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域の特性に応じた支援がで
きるよう、国に対して必要な財源の確保を引き続き要望します。
　また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、障害のある人が特性に応じた支援を受けら
れるよう、実施主体である市町村と協議しながら、県独自の補助制度の見直しを検討し、地域活
動支援センターの充実に向けた支援を行います。

・地域活動支援センターに関する財源確保について、関東甲
信越地区障害福祉主管課長会議等を通じて、国に対して要
望を行いました。
・地域活動支援センターに関する県単独補助として、重度障
害者等の支援、一般就労支援、家賃及び送迎に対する補助
を行いました。

・引き続き、地域活動支援センターに関する財源確保につい
て要望を行います。
・地域活動支援センターに係る補助を継続するとともに、
ニーズに見合った補助制度の見直しについて検討します。 １－６　地域活動支援センター設

置市町村

１-（３）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

障害福祉事業課

①　引き続き、ホームヘルパー等に対する各種研修を行うことにより、支援の質の向上に取り組
むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。
　自立生活援助の適正なサービスの確保と円滑な利用の推進に努めます。
　重度訪問介護については、サービス利用状況や障害のある人のニーズを十分把握した上で、
市町村の支給決定を尊重した国庫負担とすることなどの必要な見直しを国に要望します。

・県が指定した事業者による各種の研修の実施により、支援
者の質の向上を図り、利用者のニーズに応えられるサービ
ス量の確保に努めました。
・自立生活援助を行う事業者からの申請について、適正に審
査を行いました。
・重度訪問介護に関する財源確保について、関東甲信越地
区障害福祉主管課長会議を通じて、国に対して要望を行い
ました。

・引き続き、県が指定した事業者による各種の研修により、
支援者の質の向上及びサービス量の確保を図ります。
・自立生活援助を行う事業者からの申請について、引き続
き、適正に審査を行います。
・重度訪問介護に関する財源確保について、引き続き国に
対して要望を行います。

１－９　障害福祉サービスに対す
る指導監査結果の関係自治体と
の共有回数
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

１-（３）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

障害者福祉推進課
障害福祉事業課

②　障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするとともにその生
活の質的向上を図るため、県として市町村間の意思疎通支援事業や移動支援事業の円滑な相
互利用や事業の充実に向けて助言・支援等を行います。そのために移動支援従業者の資質の向
上、コミュニケーション手段の確保等、社会参加促進のためのサービスの充実を図ります。

・県が指定した事業者による各種の研修の実施により、支援
者の質の向上を図り、利用者のニーズに応えられるサービ
ス量の確保に努めました。
・コミュニケーション手段の確保を図るため、令和4年度は、
手話通訳者37名、要約筆記者5名、盲ろう者向け通訳・介助
員を14名、点訳奉仕員を24名、音訳奉仕員を20名養成しま
した。

・引き続き、県が指定した事業者による各種の研修により、
支援者の質の向上及びサービス量の確保を図ります。
・引き続き、手話通訳者等の養成により、コミュニケーション
手段の確保を図ります。

１-（３）-③
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

障害者福祉推進課

③　経済的自立や地域生活に必要な所得保障の観点から、障害基礎年金の増額や住居手当の
創設等、必要な見直しを引き続き国に要望していきます。

・障害のある人の所得保障については、必要な施策につい
て検討を行い、障害基礎年金の増額、住居手当の創設、年
金受給前の対策などの措置を講ずるよう、関東甲信越地区
障害福祉主管課長会議等を通じ、国に要望しました。

・引き続き、各種の機会を通じ、障害のある人の所得保障に
ついて、国に対して要望していきます。

１-（３）-④
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

障害者福祉推進課
障害福祉事業課

④　重度の視覚障害のある人などの外出する機会を確保するため、同行援護事業従事者の資質
の向上に努めるとともに、盲導犬・介助犬等の育成、中途で視覚障害となった人の歩行訓練やコ
ミュニケーション訓練、視覚障害のある人のための教養・文化講座など、適切な実施に努めま
す。
　また、引き続き介護する家族等のニーズに応えるため、短期入所事業所の整備を促進します。

・同行援護事業従事者の資質の向上や盲導犬・介助犬等の
育成、中途視覚障害者の歩行訓練やコミュニケーション訓
練、視覚障害のある人のための教養・文化講座などの適切
な実施に努めました。
・県が指定した事業者による研修により支援の質の向上を
図りました。
【盲導犬等の育成】
・介助1頭、盲導犬2頭の計3頭を育成・給付しました。
【中途視覚障害者向けの訓練】
「中途視覚障害者自立更生支援事業」として、歩行訓練等を
380回実施しました。
【教養・文化講座】
教養講座を1回、点字教室を15回開催しました。
・同行援護事業従事者の資質の向上や盲導犬・介助犬等の
育成、中途視覚障害者の歩行訓練やコミュニケーション訓
練、視覚障害のある人のための教養・文化講座などの適切
な実施に努めました。
・県が指定した事業者による研修により支援の質の向上を
図りました。

・引き続き、同行援護事業従事者の資質の向上や盲導犬・
介助犬等の育成、中途視覚障害者の歩行訓練やコミュニ
ケーション訓練、視覚障害のある人のための教養・文化講座
などの適切な実施に努めます。
・引き続き、県が指定した事業者による研修により支援の質
の向上を図ります。

１－８　短期入所事業者数

１-（３）-⑤
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

健康福祉指導課
障害者福祉推進課
障害福祉事業課

⑤　障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「障害者虐待防止
法」という。）や障害者差別解消法、成年後見制度などの周知に努めるとともに、障害のある人に
対する理解を広げ、差別をなくすための取組について情報提供するなど、当事者団体や家族会、
それらを支える支援者などの活動に資するような支援をします。

・広域専門指導員による障害者条例等の周知・啓発活動を
年間3,977件行いました。
・成年後見制度の利用の促進を図るため、千葉県社会福祉
協議会を通じて、市町村、市町村社会福祉協議会、県民に
対して、制度を周知するための講演会等を実施しました。
・障害者虐待防止パンフレットを作成し、市町村及び障害者
（児）施設等に配布しました。

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。
・成年後見制度の利用が促進されるよう、引き続き、制度の
周知を行います。
・引き続き、障害者虐待防止パンフレットを増刷し施設等に
配布するとともに、一般県民向けに講演会の開催等を通じ
周知に努めます。

１-（３）-⑥
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

健康福祉指導課

⑥　障害のある人が地域で自立した生活を続けることができるよう、日常生活を送る上で不安を
抱える障害のある人に対して、日常生活自立支援事業による福祉サービスの利用の援助や金銭
管理等の支援を行います。

・千葉県社会福祉協議会への支援を通じ、令和5年3月末現
在、1,701人の方が各市町村社会福祉協議会が提供する日
常生活自立支援事業を利用しています。

・利用者が安心して日常生活自立支援事業を利用できるよ
う、引き続き、事業の安定的な運営の支援に努めます。

１－７　日常生活自立支援事業利
用者数

１-（３）-⑦
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（３）地域生活を推進するため
の在宅サービスの充実

健康福祉指導課

⑦　生活困窮者自立支援法に基づく、ひきこもりや障害のある人を含む生活困窮者からの就労そ
の他の自立に関する相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、そのニーズに応じた支援計画
を策定の上、必要な支援に結び付ける自立相談支援事業や、離職等により住宅を失うおそれの
ある生活困窮者などに対し就職活動等を支えるため、家賃相当額を給付する住居確保給付金な
どにより、障害のある人の地域生活を支援します。

・県が所管する町村部の自立相談支援機関において、453
件の相談があり、就労支援や住居確保給付金の支給等を行
いました。また、町村部全域で就労準備支援事業を実施し、
24人に対し日常生活自立や就労自立等に向けた訓練を実
施するとともに、家計改善支援事業に取り組み、97人に対し
家計管理や滞納解消等に係る支援を行いました。令和4年
度から印旛・香取・山武の3圏域において、一時生活支援事
業を実施し、2名に対して、一定期間衣食住を提供し、就労
等の支援を行いました。

・令和4年度と同様、自立相談支援機関による相談や就労支
援、住居確保給付金の支給等を行うとともに、就労準備支援
事業・家計改善支援事業については引き続き県が所管する
町村部全域で実施します。また、令和5年度から町村部全域
で、一時生活支援事業を実施し、居所のない生活困窮者に
対して、一定期間衣食住を提供し、就労等の支援を行いま
す。

１-（４）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（４）重度・重複障害のある人
等の地域生活の支援

障害福祉事業課

①　県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動障害のある
方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果や課
題を踏まえ、支援の在り方等について、引き続き、検討を進めるとともに、その成果、研修効果の
県全域への普及を図ります。
　市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営に関する研
修会等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）の紹介や、現状や課題等を把握・共有
するなど継続的な支援を行っていきます。拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必
要がある場合には、社会福祉施設等施設整備費補助金を活用します。地域生活支援拠点等の
制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支援の在り方などを検討し、相談支援
事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これま
で以上に地域に移行できるよう取り組みます。
　あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施するとともに、新たに、「重度の強度
行動障害のある方への支援体制整備事業」を創設し、既存の障害者支援施設やグループホーム
が重度の強度行動障害のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助を実施し、民
間施設の支援を行っていきます。
　また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受けられるよ
う、訪問看護師の育成研修やコーディネーターとしての相談支援専門員の育成を図ります。
　なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業が
できるよう市町村に働きかけます。

・「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」を実施
し、コロナ感染対策のためオンラインでの研修を取り入れつ
つ、15名を育成しました。
・「重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業」によ
り、施設整備1件、追加配置の人件費6件に対して、補助を
実施しました。
・地域で支援を担う人材を育成するため、医療的ケア児等支
援センターにおいて、訪問看護師等を対象とした研修を実施
しました。
・拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必要が
ある場合には、事業者からの社会福祉施設等施設整備費補
助金の申請を受け付けました。また、地域生活支援拠点等
の制度について周知するとともに、相談支援事業や障害者
グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、地域への
移行に取り組みました。
　あわせて、強度行動障害県単加算事業を引き続き実施し、
民間施設の支援を行いました。

・引き続き、「強度行動障害のある方の支援者に対する研
修」を実施し、16名の育成を図ります。また、「強度行動障害
のある方への支援のあり方検討会」を開催し、同研修事業
の成果や課題を踏まえ、強度行動障害のある方への支援の
あり方等について検討を進めていきます。
・「重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業」によ
り、重度の強度行動障害のある方について地域の民間事業
所等での受け入れが進むよう環境を整備します。
・引き続き、医療的ケア児等支援センターにおいて、地域で
支援を担う人材を育成するための研修を実施します。
・拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必要が
ある場合には、事業者からの社会福祉施設等施設整備費補
助金の申請を受け付けます。また、地域生活支援拠点等の
制度について周知するとともに、相談支援事業や障害者グ
ループホーム等支援ワーカー事業を活用して、地域への移
行に取り組みます。
　あわせて、強度行動障害県単加算事業を引き続き実施し、
民間施設の支援を行います。

１－１０　「強度行動障害のある方
の支援者に対する研修事業」受
講者数
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

１-（４）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（４）重度・重複障害のある人
等の地域生活の支援

障害福祉事業課

②　重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）の支援の充実を図るため、在宅で生活してい
る重症心身障害の状態にある人を受け入れることが可能な短期入所事業所をはじめ、生活介護
等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。重度・重複障害のある人の地域生活の継続を
支援するために、「強度行動障害短期入所特別支援事業」を引き続き実施し、家族等の負担の軽
減に努めます。

・在宅の重症心身障害者の受け入れが可能な短期入所事
業所や、生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進
しました。また、地域生活の継続に資する強度行動障害短
期入所特別支援事業を引き続き実施し、家族等の負担の軽
減に努めました。

・引き続き、在宅の重症心身障害者の受け入れが可能な短
期入所事業所や、生活介護等の日中活動の場の整備を促
進します。また、地域生活の継続に資する強度行動障害短
期入所特別支援事業を引き続き実施し、家族等の負担の軽
減に努めます。

１-（４）-③
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（４）重度・重複障害のある人
等の地域生活の支援

障害福祉事業課

③　福祉型障害児入所施設に入所している１８歳以上の障害のある人については、支援主体とな
る市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議を早期に開催すること
により、入所者の特性に応じてグループホーム、障害者支援施設等への円滑な移行を図ります。
なお、移行に伴うグループホームの整備については、関係法人等への働きかけや対応について
検討します。

・支援主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所によ
る地域移行等連絡調整会議により、入所者の特性に応じて
グループホーム、障害者支援施設等への円滑な移行を図り
ました。

・引き続き、支援主体となる市町村、障害児入所施設、児童
相談所による地域移行等連絡調整会議により、入所者の特
性に応じてグループホーム、障害者支援施設等への円滑な
移行を図ります。

１-（５）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（５）入所施設の有する人的資
源や機能の活用

障害福祉事業課

①　地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点（地域交流・避難拠点等）として、入
所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、引き続き、重度の障害を持つ人や医療的ケアが
必要な人の施設入所支援、短期入所等のニーズの受け皿として入所施設（障害者支援施設）は
重要な役割を担っています。施設の一層の小規模化、個室化、バリアフリー化や高齢化に対応し
た改修等を支援し、安全・安心な住まいの場を確保するよう努めます。

・重度の障害を持つ人や医療的ケアが必要な人の施設入所
支援、短期入所等の入所施設（障害者支援施設）の一層の
小規模化、個室化、バリアフリー化や高齢化に対応した改修
等を支援しました。

・引き続き、重度の障害を持つ人や医療的ケアが必要な人
の施設入所支援、短期入所等の入所施設（障害者支援施
設）の一層の小規模化、個室化、バリアフリー化や高齢化に
対応した改修等を支援します。

１－１１　指定障害者支援施設の
必要定員総数

１-（５）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（５）入所施設の有する人的資
源や機能の活用

障害福祉事業課

②　障害のある人の地域生活支援の推進のため、地域生活支援拠点等の整備及びその機能の
充実に向けた検証・検討を実施することにより、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自
立を希望する障害のある人に対する支援等に努めます。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、地域
生活支援拠点等の整備に関する情報提供を行いました。

・引き続き、地域生活支援拠点が未整備となっている市町村
に対し、情報提供等の必要な支援を行います。

１－１２　地域生活支援拠点等が
整備されている市町村数

１-（５）-③
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（５）入所施設の有する人的資
源や機能の活用

障害福祉事業課

③　障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支援が必要となる人のサー
ビス提供に不足が生じないよう、グループホーム等での生活が可能な人については、障害者支
援施設（入所施設）からの地域移行を推進します。障害のある人の重度化・高齢化に対応できる
グループホームの新たな類型として創設された日中サービス支援型グループホームの設置・活
用が図られるよう、周知に努めます。また、医療的ケアが必要な障害程度の重い人等を受け入れ
る短期入所事業所の拡充に努めます。あわせて、地域での支援が困難な障害のある人に対して
は、障害者支援施設（入所施設）の果たす役割が引き続き重要であることに留意しつつ、障害者
支援施設（入所施設）の有する人的資源や機能を地域生活の支援に活用することで、地域移行
が可能となる環境づくりを推進します。

・入所による支援サービスの提供に不足が生じないよう、グ
ループホーム等での生活が可能な人については、障害者支
援施設（入所施設）からの地域移行を推進しました。また、重
度化・高齢化に対応できる類型である日中サービス支援型
グループホームの設置・活用が図られるよう、周知に努めま
した。なお、障害者支援施設（入所施設）の有する人的資源
や機能の地域生活の支援への活用を推進しました。

・引き続き、入所による支援サービスの提供に不足が生じな
いよう、グループホーム等での生活が可能な人については、
障害者支援施設（入所施設）からの地域移行を推進します。
また、重度化・高齢化に対応できる類型である日中サービス
支援型グループホームの設置・活用が図られるよう、周知に
努めます。なお、障害者支援施設（入所施設）の有する人的
資源や機能の地域生活の支援への活用を推進します。

１-（５）-④
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（５）入所施設の有する人的資
源や機能の活用

障害福祉事業課

④　重度の強度行動障害のある人に対する支援については、「袖ケ浦福祉センター検討会議」に
おける意見を踏まえ、大規模入所施設（袖ケ浦福祉センター）に依拠せずに県内の各地域におい
て必要な支援を受けられるよう、民間事業者の協力の下、市町村と連携した支援システムを運用
します。
　県が強度行動障害支援の有識者、民間施設・相談支援事業所関係者、医療関係者等により構
成する「暮らしの場支援会議」を運営し、支援が難しい県内の重度の強度行動障害のある人を責
任をもって、一人ひとりの意向に沿った暮らしの場へとつなぎます。
　また、民間の入所施設やグループホームなど、一人ひとりの障害特性に応じた多様な住まいを
できる限り各地域に分散して確保するため、民間事業者が行う既存施設の改修やグループホー
ム等の整備及び支援体制の充実に対し、助成するとともに、「強度行動障害のある方の支援者に
対する研修」により、高度な知識と支援スキルを持った専門性の高い人材を引き続き育成しま
す。

・重度の強度行動障害のある人に対する支援について、大
規模入所施設（袖ケ浦福祉センター）に依拠せずに、県内の
各地域において、民間事業者の協力の下、市町村と連携し
た支援システムを運用しました。また、「暮らしの場支援会
議」により、一人ひとりの意向に沿った暮らしの場へとつなぎ
ました。
　さらに、民間事業者が行う既存施設の改修やグループ
ホーム等の整備及び支援体制の充実に対し、助成するとと
もに、「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」によ
り、高度な知識と支援スキルを持った専門性の高い人材を
引き続き育成しました。
・令和4年度は「暮らしの場支援会議」を5回開催し、これまで
市町村等から入所調整の依頼のあった対象者24名のうち、
令和4年度末時点で8名の対象者を新たな暮らしの場へとつ
なぎ、4名の受入先（施設整備後）を調整しました。
・「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」を実施
し、コロナ感染対策のためオンラインでの研修を取り入れつ
つ、15名を育成しました。
・「重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業」によ
り、施設整備1件、追加配置の人件費6件に対して、補助を
実施しました。

・引き続き、重度の強度行動障害のある人に対する支援に
ついて、県内の各地域において、民間事業者の協力の下、
市町村と連携した支援システムを運用します。
・「暮らしの場支援会議」を適宜開催し、対象者の現地調査
を行い、判定を進めるとともに、一人ひとりの意向に沿った
新たな暮らしの場へとつなげていきます。
・引き続き、「強度行動障害のある方の支援者に対する研
修」を実施し、16名の育成を図ります。また、「強度行動障害
のある方への支援のあり方検討会」を開催し、同研修事業
の成果や課題を踏まえ、強度行動障害のある方への支援の
あり方等について検討を進めていきます。
・民間事業者の意見を踏まえ、強度行動障害者を支援する
新たな補助制度の構築に取り組みます。
・「重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業」によ
り、重度の強度行動障害のある方について地域の民間事業
所等での受け入れが進むよう、既存施設の改修やグループ
ホーム等の整備及び支援体制の充実に対して助成していく
などを通して、環境を整備します。

１-（６）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（６）県立施設の在り方 障害福祉事業課

○千葉県袖ケ浦福祉センター
①　「袖ケ浦福祉センター検討会議」において整理された意見を踏まえ、重度の強度行動障害の
ある人が各地域で必要な支援を受けられるシステムを構築することとし、これをもってセンターの
県立施設としての役割は終息することから、利用者全員が、各地域で個々に応じたきめ細かなケ
アを受けられるよう、民間施設・事業所等への移行を行った上で、令和４年度末までにセンターを
廃止します。

・袖ケ浦福祉センターの入所者については、令和4年4月1日
時点で20名でしたが、本人の意思や保護者の意向を踏まえ
て地域移行を進めた結果、令和4年9月までにすべての入所
者の移行が完了しました。
・令和5年3月31日をもってセンターを廃止しました。

１-（６）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（６）県立施設の在り方 障害福祉事業課

②　強度行動障害のある人への支援については、現在、県内の民間施設等において、支援に取
り組んでいる施設等もある状況を踏まえ、支援を適切に実施するため、支援に携わる職員を対象
とした体系的な研修を実施し、高度な知識と支援スキルを持った人材の養成に取り組むととも
に、グループホーム等の受け皿の整備促進を図り、県内各地域における強度行動障害のある人
の受入体制を引き続き強化します。

・「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」を実施
し、コロナ感染対策のためオンラインでの研修を取り入れつ
つ、15名を育成しました。
・「重度の強度行動障害のある方の受入等支援事業」によ
り、施設整備1件、追加配置の人件費6件に対して、補助を
実施しました。

・当該研修の修了者の活用を図るため、行動障害者支援サ
ポーターとして登録し、希望する事業所に派遣を行い、指
導・助言等を行います。

１-（６）-③
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（６）県立施設の在り方 障害福祉事業課

③　袖ケ浦福祉センターの廃止に伴い、利用者が各地域で個々に応じたきめ細かなケアを受けら
れるよう、民間施設・事業所等への移行を進めます。
　民間施設等への移行に当たり利用者の意思を最大限酌み取るとともに、保護者からの相談に
対応するため、「意思決定支援アドバイザー」を配置します。

・袖ケ浦福祉センター入所者の移行に当たり、本人の意思
や保護者の意向を丁寧に汲み取るため、更生園の各寮に
「意思決定支援アドバイザー」7名を配置し、令和4年9月まで
にすべての入所者の移行が完了しました。

１-（６）-①
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（６）県立施設の在り方 障害福祉事業課

○千葉県千葉リハビリテーションセンター
①　千葉県千葉リハビリテーションセンターは、引き続き、県立施設として重症心身障害の状態に
ある人（子どもを含む）、また脊髄損傷、高次脳機能障害等の重度の障害のある人に対し、民間
施設では対応が難しい高度な医療的ケアから、リハビリテーション、社会復帰に向けた就労支援
等の福祉的支援に至るまでの総合的な機能を担います。
　また、県内の民間リハビリテーション施設に対して技術的な助言や医師の派遣等の支援を行う
など、中核的センターとしての役割も担います。

・令和4年度の利用者の状況は、リハ医療施設延べ 33,123
人、愛育園延べ43,019人、更生園延べ12,559人、児童発達
支援センター延べ2,123人でした。
・社会福祉施設等に対する技術的援助として医師を延べ207
人、理学療法士等を延べ77人、看護師を延べ50人、その他
専門職員を延べ52人派遣し、指導を行いました。

・引き続き、民間の医療機関等では対応できない高度な医
学的リハビリテーションから福祉を利用した社会復帰に至る
までの総合リハビリテーション機能を担っていきます。また、
県内リハビリテーション体制の中核的センターの役割として
地域の医療機関等に技術的援助を行います。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

１-（６）-②
１入所施設等から地域生
活への移行の推進

（６）県立施設の在り方 障害福祉事業課

②　千葉県千葉リハビリテーションセンターが、こうした県立施設としての機能・役割を果たし、増
加する県民ニーズに応えるためには、高度な医療的ケアが必要な利用者のための医療機能や
個々の障害の状態に対応したリハビリテーション機能の充実などが求められます。このため、令
和元年度に策定した「千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基本計画」を踏ま
え、県民からの高いニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。

・令和5年度の工事着手に向け、施設の建築・電気設備・機
械設備の実施設計を令和5年3月に完成させました。

・実施設計をもとに、本年度は令和8年度の開院・開所に向
け、外来診療棟に係る建築・電気設備・機械設備の工事に
着手します。

２-（１）-①
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

①　精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、障
害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その
他の医療機関、地域援助事業者、市町村における障害保健福祉の担当部局、保健所、都道府
県における精神科医療及び障害保健福祉の担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築
し、地域の課題を共有化した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の取組を
推進します。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を通して、障害
保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じて、入院中
の精神障害者の地域移行・地域定着の促進に係る検討を進
めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を通
して、障害保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じ
て、入院中の精神障害者の地域移行・地域定着の促進に係
る検討を進めます。

２－１　精神障害のある人の精神
病床から退院後１年以内の地域
における平均生活日数
２－４　精神病床における３か月
時点の早期退院率
２－５　精神病床における６か月
時点の早期退院率
２－６　精神病床における１年時
点の退院率
２－９　精神病床における退院患
者の退院後の行き先（在宅）
２－１０　精神病床における退院
患者の退院後の行き先（障害者
施設）
２－１１　精神病床における退院
患者の退院後の行き先（介護施
設）

２-（１）-②
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課
障害福祉事業課

②　精神障害のある人の経験や能力を生かすとともに社会参加を促進するため、ピアサポーター
が支援者へとキャリアアップできるよう研修を実施するとともに、就労へつながるよう関係機関に
対するピアサポートの普及や環境づくりに努めます。

・精神障害者ピアサポーター養成研修を開催21名が修了し
ました。
・地域包括ケアシステムの協議の場等を通して、ピアサポー
ターが活躍する場の創出・拡大について検討し、ピアサポー
ターの活用を推進するための体制整備に努めました。

・引き続き、他の障害を含めた障害者ピアサポーター養成研
修として開催します。
・地域包括ケアシステムの協議の場等を通して、ピアサポー
ターが活躍する場の創出・拡大について検討し、ピアサポー
ターの活用を推進するための体制整備に努めていきます。

２－１３　地域移行・地域生活支
援事業の実ピアサポーター活動
箇所数

２-（１）-③
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

③　「千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院」の認定病院を全障害保健福祉圏域に設
置できるよう努めます。

・52病院のうち、16病院を認定更新しました。（認定病院は令
和5年4月1日現在は25病院）

・精神障害者の地域移行・地域定着に協力的な病院を認定
していきます。 ２－１２　千葉県精神障害者地域

移行・地域定着協力病院の指定
数

２-（１）-④
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

④　家族への支援については、家族が抱える課題等を共有できる機会の場や、それぞれのニー
ズに合った支援体制づくりの促進に努めます。また、家族会等の関係者と連携し、必要な障害福
祉サービス等について情報提供します。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を通して、障害
保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じて、精神障
害者の家族支援に係る取組に努めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を通
して、障害保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じ
て、精神障害者の家族支援に係る取組に努めていきます。

２-（１）-⑤
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害福祉事業課

⑤　グループホーム整備については、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引き続
き、量的拡充を図ります。精神障害のある人のためのグループホームの整備など、社会情勢に
即応した整備に努めます。
　また、共同住居より単身での生活をしたいというニーズがあり、それに応えるため、サテライト型
住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。

・グループホーム整備については、各地域のグループホー
ム支援ワーカーによる支援等により、量的拡充を図りまし
た。

・引き続き、グループホーム整備については、各地域のグ
ループホーム支援ワーカーによる支援等により、量的拡充を
図ります。

２-（１）-⑥
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑥　緊急時に支援が必要な事態が生じた場合に備えて、本人の状況に応じた適切な支援が行え
るよう関係機関と協議しながら検討を進めます。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活用し、医療
連携体制の構築に係る事業の取組に努めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活
用し、医療連携体制の構築に係る事業の取組に努めていき
ます。

２-（１）-⑦
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

住宅課

⑦　公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続していきます。 ・公営住宅において障害者世帯を一般世帯より優先入居す
る措置を講じました。

・公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優
先入居制度を継続します。

２-（１）-⑧
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

住宅課

⑧　民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じる不動産仲
介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、ホームページ等で情報提供を行いま
す。
　また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入
居の促進に関する協議等を行います。

・不動産仲介業者（千葉県あんしん賃貸住宅協力店）の登
録、居住支援を行う法人（住宅確保要配慮者居住支援法
人）の指定、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
の登録を行い、ホームページ等で情報提供を行いました。

・引き続き、千葉県あんしん賃貸支援事業及び住宅セーフ
ティネット制度の推進に努めます。
・関係機関と連携を図りながら、必要な協議等を行います。

２-（１）-⑨
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害福祉事業課

⑨　ホームヘルパー等に対する各種研修を継続することにより、支援の質の向上に取り組むとと
もに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。

・県が指定した事業者による精神障害者ホームヘルパー養
成研修は、希望する事業者がなく未実施となりました。

・過去に精神障害者ホームヘルパー養成研修の実施事業
者として指定した事業者へ、研修の開催を働きかけます。

２-（１）-⑩
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害福祉事業課
産業人材課

⑩　就労定着を図るため、就労定着支援事業所と関係機関との連携などによる支援の好事例等
を周知し、就労定着支援事業所の支援の質の向上を図ります。
　また、障害のある人の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の一層の充実とともに、
就労定着支援事業の実施事業所や障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援機関によ
る就職後の定着支援体制の充実を促進します。

・障害のある人の一般就労を促進するため、就労移行支援
事業所の一層の充実とともに、就労定着支援事業の実施事
業所や障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援
機関による就職後の定着支援を実施しました。
・障害者就業・生活支援センター等の支援機関が企業等を
訪問するなどにより、障害者の就職後の定着支援を行いま
した。

・引き続き、障害のある人の一般就労を促進するため、就労
移行支援事業所の一層の充実とともに、就労定着支援事業
の実施事業所や障害者就業・生活支援センターをはじめと
する支援機関による就職後の定着支援体制の充実を図りま
す。
・引き続き、障害者就業・生活支援センター等の支援機関に
おける定着支援の充実に努めます。

２-（１）-⑪
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑪　安心して暮らせる地域生活の継続のため、多職種のアウトリーチや、訪問看護による支援体
制の拡充に努めます。

・地域生活の継続支援を目的とし、精神保健福祉センターの
多職種チームによるアウトリーチを実施しました。

・引き続き、地域生活支援のためのアウトリーチを実施して
いきます。

２-（１）-⑫
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑫　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するため、全市町村に協議の場を設置
し、保健・医療・福祉関係者・訪問看護事業者・当事者・家族等による協議を通じて、精神科医療
機関、その他の医療機関、地域援助事業所、市町村における障害保健福祉の担当部局、保健
所、都道府県における精神科医療及び障害保健福祉の担当部局等の関係者間の顔の見える関
係を構築します。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活用し、障害
保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じた相談支援
が行える関係を構築する取組に努めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活
用し、障害保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じ
た相談支援が行える関係を構築する取組に努めていきま
す。

２－８　市町村ごとの保健、医療、
福祉関係者による協議の場の設
置状況
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

２-（１）-⑬
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑬　障害保健福祉圏域ごとの協議の場において、地域の課題等を共有化するとともに、精神障
害にも対応した地域包括ケアシステムの構築状況、評価を行い、地域に必要な基盤整備につい
て検討します。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活用し、障害
保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じた相談支援
が行える関係を構築する取組に努めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活
用し、障害保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じ
た相談支援が行える関係を構築する取組に努めていきま
す。

２－７　地域の精神保健医療体制
の基盤整備量

２-（１）-⑭
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑭　入院患者の高齢化が進んでいるため、高齢の入院患者の地域移行について、障害保健福祉
圏域ごとの協議の場において対策を検討します。

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事
業において、障害保健福祉圏域ごとに協議の場を設置し、
地域の課題に応じた長期入院患者に対する退院支援につ
いての検討を進めました。

・引き続き、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構
築推進事業において、障害保健福祉圏域ごとに協議の場を
設置し、地域の課題に応じた長期入院患者に対する退院支
援についての検討を進めます。

２－２　精神病床における６５歳
以上の１年以上長期入院患者数
２－３　精神病床における６５歳
未満の１年以上長期入院患者数

２-（１）-⑮
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑮　精神障害のある人の地域生活支援及び精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
についての理解促進のため、医療機関・障害福祉サービス事業所等の地域移行関係職員に対し
て、研修を実施します。

・地域移行や退院支援についての研修を行うとともに、地域
包括ケアシステムの構築について関係者に対しての普及啓
発を行いました。

・引き続き、地域移行や退院支援についての研修を行うとと
もに、地域包括ケアシステムの構築について関係者に対し
ての普及啓発を行います。

２-（１）-⑯
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑯　精神障害のある人の実情や地域での生活について理解を広げるため、心のふれあいフェス
ティバルや心の健康フェア等、精神障害のある人と地域住民が触れ合う機会を提供し、関係団体
と連携した普及啓発に努めます。

・R4.4.27に心のふれあいフェスティバルを千葉市文化セン
ターにて開催し、245名の来場がありました。実施内容：演芸
大会、ポスター原画展、作品展示、心のよろず相談
・R4.11.5に心の健康フェアを青葉の森芸術文化ホールにて
開催し、265名の来場がありました。内容：講演、当事者メッ
セージ発表、表彰、心の健康相談

・R5.4.26に心のふれあいフェスティバルを千葉市文化セン
ターにて開催しました。
・R5.11.8に心の健康フェアを青葉の森芸術文化ホールにて
開催予定であり、現在実行員会にて準備を進めています。

２-（１）-⑰
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑰　子どもたちに対し、精神障害についての理解促進及び精神疾患の早期発見につなげるた
め、学校におけるメンタルヘルス教育の推進に向けて、教育機関への働きかけを行います。

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事
業において、障害福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応
じて、精神障害についての理解促進及び精神疾患の早期発
見につなげるため、学校におけるメンタルヘルス教育の推進
に向けて、教育機関への働きかけを行いました。

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事
業において、障害福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応
じて、精神障害についての理解促進及び精神疾患の早期発
見につなげるため、学校におけるメンタルヘルス教育の推進
に向けて、教育機関への働きかけを行います。

２-（１）-⑱
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑱　重度心身障害者（児）医療費助成制度については、全国統一の公費負担医療制度を創設す
るよう、国に要望していきます。

・令和4年度も、市町村に対し、補助を行いました。
・他県と連携して国への要望を実施しました。
・本県の制度において、令和2年8月から精神障害者への対
象拡大を実施しました。

・今年度も、市町村に対し、補助を行います。
・他県と連携して国への要望を実施します。

２-（１）-⑲
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑲　措置入院者及び医療保護入院者の退院後の支援については、国の動向を踏まえ、本県の必
要な取組について検討します。

・退院支援状況の確認を行い、円滑な運用の支援を図りまし
た。

・円滑な退院後支援が行えるよう、マニュアルの運用状況を
定期的に確認し、必要な改訂を進めます。

２-（１）-⑳
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

⑳　精神科救急医療を確保するため、関係機関との更なる連携やシステム参画医療機関の拡充
を図ることなどにより、精神科救急のための空床の確保を推進します。

・千葉県精神科救急医療システムにおいて基幹病院を1か
所新規に指定しました。
・千葉県精神科救急医療システム連絡調整会議において現
行システムにおける課題や改善点などを議論しました。
・千葉県精神科救急医療システム連携研修会を開催し、関
係機関との連携強化を図りました。

・令和5年度においても千葉県精神科救急医療システム連
絡調整会議及び千葉県精神科救急医療システム連携研修
会の開催等をとおして、引き続き精神科救急医療の確保に
努めます。

２-（１）-㉑
２精神障害のある人の地
域生活の推進

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築

障害者福祉推進課

㉑　身体合併症を有する患者については、各圏域において、夜間休日を含め２４時間３６５日の
救急対応が可能になるよう、精神科を含め複数の診療科がある医療機関の連携強化を図り、身
体合併症患者の受入体制を拡充できるよう働きかけます。

・千葉県精神科救急医療システムにおいて、身体合併症対
応協力病院への協力要請を行いました。
・3年間を期限としている登録について、登録病院にヒアリン
グを行い、登録の更新をしました。

・令和5年度においても千葉県精神科救急医療システム連
絡調整会議及び千葉県精神科救急医療システム連携研修
会の開催等をとおして、更なる連携の強化及び身体合併症
患者の受入れ体制の拡充を図ります。

３-（１）-①
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

健康福祉政策課
障害者福祉推進課

①　 障害者条例に基づく広域専門指導員・地域相談員による地域に根差した周知・啓発活動や
各種広報媒体の使用、人権啓発に関する講演会・研修会の開催を通し、障害のある人への理解
の促進及び障害のある人に対する差別の解消に努めます。また、障害者条例による各種施策の
展開により、各種障害に対する正しい理解や偏見の解消に取り組みます。

・広域専門指導員による障害者条例等の周知・啓発活動を
年間3,977件行いました。
・人権尊重思想の普及高揚を目的としたオンラインイベント
「ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2022」において、障害者
スポーツにも取り組む北澤豪さん（サッカー元日本代表）に
よる「共生社会」をテーマとした講演をオンライン配信しまし
た。（イベント参加人数：3,312人）
・県内団体が実施した「障害のある子どもへの教育」をテー
マとしたオンライン講演会に対し補助を行いました。（延べ視
聴回数：588回）
・ちば人権出前講座・人権問題講師紹介事業（人権全般19
件）
・人権啓発ＤＶＤの貸出し（人権全般71件）

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。
・「ちばハートフル・ヒューマンフェスタ」や各種講演会等の実
施に当たっては、より多くの方に興味を持って受講していた
だけるよう、周知方法等を工夫します。
・ちば人権出前講座・人権問題講師紹介事業や人権啓発
DVDの貸出しについては、より多くの方に活用していただけ
るよう、引き続き、事業の周知を図ります。

３－１　共生社会という考え方を
知っている県民の割合
３－２　障害のある人もない人も
共に暮らしやすい千葉県づくり条
例に関する周知・啓発活動の回
数

３-（１）-②
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

障害者福祉推進課

②  パンフレットや「マンガでわかる障害者差別解消法」の配布等を通して、障害者条例と併せ、
障害者差別解消法についても周知・啓発を図るとともに、差別相談の多い分野等を分析の上、そ
の分野の関係者等に、より一層の周知・啓発を行っていきます。

・広域専門指導員等が、「マンガでわかる障害者差別解消
法」等の広報媒体を用いて同法を周知・啓発しました。
・令和3年度にあった差別相談のうち、件数の多かった福祉
サービス分野や商品・サービス分野に対して、広域専門指
導員が障害者条例等の周知・啓発活動を重点的に行いまし
た。

・引き続き、「マンガでわかる障害者差別解消法」等の広報
媒体を用いて周知・啓発に努めていきます。
・引き続き、差別相談の多い分野等を分析の上、その分野
の関係者等により一層の周知・啓発を行っていきます。

３-（１）-③
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

生涯スポーツ振興課

③　パラスポーツフェスタちばや各種競技体験会において、障害のある人とない人の交流を図り、
多くの人を巻き込みながら、共生社会の形成の促進を図ります。
　また、東京2020パラリンピック競技大会に向けた一連の取組を、そのレガシーとして受け継ぐこ
とができるよう推進していきます。

・「パラスポーツフェスタ2022」において、千葉市及び流山市
を拠点として、障害者スポーツ交流大会を開催し、障害のあ
る人とない人の相互理解を促進するとともに、障害者スポー
ツの認知度向上を図りました。

・「パラスポーツフェスタちば2023」において、障害者スポー
ツ交流大会を開催します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

３-（１）-④
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

県民生活課

④　 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた都市ボランティアの確保・育成の取組を進め
る中で、障害のある人が安心してボランティアに参加できるよう、関係団体と連携し、障害のある
人への理解に関する研修の実施などを通して、障害のある人もない人も共にボランティア活動に
参加できる体制を整備します。

３-（１）-⑤
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

障害者福祉推進課

⑤　 実際に差別が起こっている事案では、「これは差別に当たる」という自覚がないまま差別行
為を行ってしまうというケースも見られるため、広域専門指導員による活動で蓄積した差別に関す
る報告書をホームページに掲載するなど啓発を行います。

・令和3年度の広域専門指導員の活動内容を報告書にまと
め、県ホームページに掲載しました。

・引き続き、広域専門指導員の活動で蓄積した差別に関する
報告書の作成を通して啓発を行います。

３-（１）-⑥
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

障害者福祉推進課

⑥　障害のある人への差別の背景にある制度や慣習などの問題について、障害者条例に基づく
推進会議で議論し、改善を図ります。また、より専門的な分野に関しては、分野別会議をもって対
応します。

・推進会議において内容等を検討した「障害のある人に対す
る情報保障のためのガイドライン」について、県、関係機関、
市町村及び民間事業者等へ周知・啓発を行いました。

・引き続き、「障害のある人に対する情報保障のためのガイ
ドライン」の周知を進め、県の他、市町村・民間事業者等に
おいても配慮の実践が行われるよう協力を求めていきます。

３-（１）-⑦
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

障害者福祉推進課

⑦　「障害のある人に優しい取組を応援する仕組み」により、障害のある人への理解を広げるた
めに頑張っている取組を紹介します。

・障害のある人への理解を広げるために頑張っている取組
を県のホームページに掲載し、紹介しています。

・引き続き、障害のある人への理解を広げるために頑張って
いる取組を紹介していきます。

３-（１）-⑧
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（１）障害のある人への理解の
促進

障害者福祉推進課

⑧　「新しい生活様式」の下での障害のある人への配慮等、障害のある人への理解の促進につ
いて、ホームページへの掲載など、広く県民や事業者に向けて周知を図ります。

・新しい生活様式の下での障害のある人への配慮につい
て、ヘルプマーク等の情報を県のホームページに掲載し、周
知しています。（国の指針の変更に基づき内容を一部変更）

・引き続き、国の指針に基づいて内容を検討しながら、障害
のある人への配慮等について周知していきます。

３-（２）-①
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（２）子どもたちへの福祉教育
の推進

健康福祉指導課

①　福祉教育への取組等を進める学校を引き続き年２０校程度福祉教育推進校として指定し、そ
の活動を支援します。その際、福祉教育をより効果的に推進するため、同じ地区の福祉教育推進
校と千葉県社会福祉協議会が指定する福祉教育推進団体が連携・協働する「パッケージ指定」
により、地域の社会資源や人材を活用した福祉教育プログラムの協議・連携・企画・実践を行い、
福祉教育を推進します。

・令和4年度指定校
　小学校10校、中学校6校、高等学校6校
・福祉教育研究大会
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から動
画撮影・配信により開催。

・例年20校程度、福祉教育推進指定校を指定し、地域で一
体となった取組を行っています。

３-（２）-②
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（２）子どもたちへの福祉教育
の推進

健康福祉指導課

②　福祉教育関係者を対象に福祉教育推進養成研修を開催し、福祉教育に関する必要な知識・
技能を身に付けるとともに、学校や地域における福祉教育の普及・活性化を目指します。

・福祉教育推進員養成研修
　実施日　4/21（オンデマンド）、7月中（Zoom）、8月中（オン
デマンド）、 8～9月中　（オンデマンド）、8/26（参集）
　修了者　51人

・本養成研修は、指定を受けた福祉教育推進校及び福祉教
育推進団体が、必要な知識・技能を身につけるとともに他の
学校や地域に福祉教育を広める人材を育てることを目的に
開催しています。引き続き、指定を受けた学校や団体の方々
に受講していただくよう取り組んでいきます。

３－３　福祉教育推進員養成研修
の修了者数

３-（２）-③
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（２）子どもたちへの福祉教育
の推進

学習指導課
特別支援教育課

③　特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同学習を通して、障害
のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒が、共に尊重し合いながら協働して生活していく
態度を育むことを目指します。

・令和3年度に引き続き、総合教育センターに配置している
幼児教育アドバイザーを活用し、障害のある幼児に対する
支援や配慮についての指導助言や研修を行いました。派遣
回数が増えてきています。
・各学校において、交流及び共同学習（居住地校交流・学校
間交流）を継続して学校の教育活動に位置付けるとともに、
県立特別支援学校全校に整備したパラスポーツ用具の貸出
しや出前授業の実施を通して障害者理解が図れるよう周知
しました。

・幼児教育アドバイザーの活用増加のため、広報の改善を
図るとともに、教育事務所担当から活用促進の働きかけを
行います。また、子育て支援課や学事課と連携して周知して
いきます。
・引き続き、交流及び共同学習を計画的に実施し、パラス
ポーツ推進事業の取組を含め、地域における障害者理解を
更に促進していきます。

３-（２）-④
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（２）子どもたちへの福祉教育
の推進

児童生徒安全課

④　学校における授業等に資するよう、引き続き、幼・認定こども園・小・中・義務教育学校・高等
学校の管理職や人権教育担当者に対し、障害者理解に関する研修を実施します。

・県内の公立（千葉市を除く）幼・認定こども園・小・中・義務
教育学校・高等学校の全教職員に配付する「学校人権教育
指導資料第43集」にて「個別の人権課題」として、障害のあ
る人の人権について取り上げました。
・学校人権教育指導者研修にて、「障害のある人の人権」を
テーマに講演しました。

・各種研修や通知等で、管理職や人権教育担当者に対し、
学校人権教育指導資料第43集について周知を行い、障害
のある人の人権への理解につなげます。

３-（２）-⑤
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（２）子どもたちへの福祉教育
の推進

健康づくり支援課

⑤　公立小学校に通う児童が、障害のある人、高齢者の特徴や関わり方について学ぶための「地
域リハビリテーション出前講座」を実施します。
　講座は授業の一環として行い、内容は、学校の希望を踏まえて調整することとし、理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士を講師として派遣します。

・県内の公立小学校4校で、車椅子・介助体験などを内容と
した、「地域リハビリテーション出前講座」を実施しました。

・引き続き、高齢者や障害のある方を含めた全ての人が安
心して暮らすことの出来る地域社会の実現に向け、子どもの
頃から適切な健康感やノーマライゼーションの考え方を学習
することができるよう、希望する小学校にリハビリテーション
専門職を派遣し体験講座を行うことにより、地域リハビリテー
ションに対する関心を深める取組みを行います。

３-（２）-⑥
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（２）子どもたちへの福祉教育
の推進

障害者福祉推進課
教育総務課

⑥　学校において障害のある児童生徒等に適切な合理的配慮がなされるよう、県教育委員会とし
て、対応要領の周知等による職員への啓発等を行うほか、広域専門指導員等が学校に対して障
害者条例等の周知・啓発活動を行います。また、千葉県社会福祉協議会等と連携し、福祉教育を
推進するための方策について検討を行います。

・広域専門指導員による学校等への障害者条例等の周知・
啓発活動を年間256件行いました。
・障害者差別解消法に係る市町村教育委員会対応要領の
策定状況の調査を実施しました。

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。
・未策定の市町村教育委員会における障害者差別解消法や
合理的配慮について教育委員会への啓発状況を確認してい
くとともに策定を促します。

３-（３）-①
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害福祉事業課

①　虐待を防止し、早期発見するために、市町村や障害者支援施設等に虐待防止アドバイザー
を派遣し、地域における関係者に理解を求め、権利擁護に係る体制の整備を図ります。また、虐
待を発生させないための取組等について助言を行います。

・市町村や障害者福祉施設等からの申請内容に応じて12回
アドバイザーを派遣し、虐待に対する適切な対応や予防が
できるよう助言を行いました。

・引き続き、市町村や障害者福祉設等に対し虐待防止アドバ
イザーの積極的な活用を働きかけます。

３－４　虐待防止アドバイザー派
遣数

３-（３）-②
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害福祉事業課

②　虐待が発生した場合においては、障害者虐待防止法の対応スキームに即して、迅速な対応
に努めます。その際には、市町村や警察、労働局とも適宜連携を図り、的確な対応を行います。
虐待を受けた人が複数の市町村にまたがる場合や、県外の場合などには、必要な調整・協力を
行います。

・虐待の防止・早期発見のため、市町村担当職員や支援機
関等を対象として虐待防止研修を実施し、担当職員や支援
者の意識向上に努めました。

・引き続き、関係機関と適宜連携を取りつつ、障害者虐待へ
の迅速な対応に努めます。
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施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

３-（３）-③
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害福祉事業課

③　家族等の養護者に対する支援の一環として、障害のある人やその家族、関係機関を含めた
県民向けの講演会を開催し、虐待防止や権利擁護への理解促進、啓発を行います。また、当事
者等により実施される権利擁護のための取組を支援します。

・県民向けの講演会については、オンラインで開催すること
が困難なことから、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、開催を中止しました。

・引き続き、講演会を開催することにより、虐待防止への理
解促進、啓発を行います。

３-（３）-④
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害福祉事業課

④　障害者支援施設等における虐待の防止及び身体拘束等の適正化の推進のため、施設内研
修の実施や虐待防止委員会及び責任者の設置等が義務化されることについて周知徹底を図り
ます。
　また、障害者支援施設等に配置される虐待防止責任者（虐待防止マネージャー）に対する研修
を実施し、施設内部における研修の実施を支援します。さらに、各施設における権利擁護に関す
る意識の醸成や虐待の発生しにくい環境づくりを支援するため、施設の管理職に対する研修も実
施します。

・施設等の虐待防止責任者（マネージャー）及び施設等の管
理職に対し、障害者施設と障害児施設に分けオンラインで
研修を1回ずつ実施しました。また、市町村職員に対しては
オンラインにより2回研修を実施し、障害者虐待の未然防止・
早期発見に取り組みました。

・引き続き、研修の開催を通して障害者虐待の未然防止・早
期発見に取り組みます。

３-（３）-⑤
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害福祉事業課

⑤　雇用する障害のある人の人権や障害者虐待についての理解を深めるため、労働局と連携を
図り、障害のある人を雇用する事業主等を対象に虐待防止・権利擁護に関する研修を実施しま
す。

・障害を雇用する義務のある事業主を対象に、障害者雇用
及び使用者による障害者虐待防止等の研修を実施しまし
た。

・今後も、労働局と連携を図り、研修の開催を通して障害者
虐待の未然防止・早期発見に取組みます。

３-（３）-⑥
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害福祉事業課

⑥　虐待の通報や届出を受け付ける市町村によって対応に差異が生じないよう、新たに虐待防
止業務を行うこととなった市町村職員に対し、虐待防止・権利擁護に関する研修を実施するととも
に、適宜情報交換を行うことで、虐待防止に関する受付体制の確保・充実に努めます。

・市町村との連携に資するため、市町村虐待防止連絡会を2
回開催し、各市町村の障害者虐待対応について情報交換を
行いました。

・引き続き、研修の開催を通して障害者虐待の未然防止・早
期発見に取り組みます。

３-（３）-⑦
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

健康福祉指導課

⑦　成年後見を必要とする人が成年後見制度を利用できるよう、市町村等が行う利用促進のた
めの計画策定や、中核機関の整備など地域における体制づくりに対して、専門家の派遣などの
支援を行います。

・市町村における成年後見制度の利用に関する地域連携
ネットワーク構築を促進するための体制整備に向け、弁護士
や社会福祉士などをアドバイザーとして市町村等に派遣す
るとともに、家庭裁判所、市町村や市町村社会福祉協議会
等が出席し、取組事例の共有や意見交換等を行う県域会議
や市町村の役割や中核機関の重要性について説明し、各自
治体の課題の共有等を行う地区別意見交換会を開催しまし
た。

・引き続き、アドバイザーの派遣や会議の開催等により、市
町村における成年後見制度の利用に関する地域連携ネット
ワーク構築の促進を図ります。

３-（３）-⑧
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

健康福祉指導課

⑧　成年後見制度への正しい理解の促進や制度を担う人材育成等のため、本人や、家族・市町
村・市町村社会福祉協議会など支援者の立場それぞれに応じた研修を引き続き行います。

・成年後見制度の正しい理解や利用の促進を図るため、千
葉県社会福祉協議会を通じて、市町村、市町村社会福祉協
議会、県民に対して、研修会や制度を周知するための講演
会等を実施しました。

・成年後見制度の正しい理解や利用の促進が図られるよう、
引き続き、研修会の開催や制度の周知を行います。

３-（３）-⑨
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害者福祉推進課

⑨　策定した職員対応要領の適切な運営に努めるとともに、県職員による障害を理由とする差別
を防ぎ、合理的配慮を的確に行うため、県職員に対する研修を実施します。

・新規採用職員研修において障害者差別解消法及び職員対
応要領等を周知しました。
・令和4年10月に知事務局、企業局、病院局の新任管理職
向けの研修会をオンデマンド形式で実施しました。

・今後も千葉県職員が適切な合理的配慮を行うことができる
よう、必要な研修等を実施します。

３-（３）-⑩
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（３）地域における権利擁護体
制の構築

障害者福祉推進課

⑩　障害のある人にとって最も身近な行政機関である市町村において、その職員による障害を理
由とした差別が生じないよう、まだ職員対応要領を策定していない県内市町村に対し、職員対応
要領の策定を呼び掛けます。

・会議等の場において策定を依頼し。適宜情報提供を行い
ました。令和5年4月時点で県内48市町村が対応要領を策定
しています。

・引き続き、各市町村において対応要領が策定されるよう、
情報提供等の支援を行っていきます。

３－５　職員対応要領を策定した
市町村数

３-（４）-①
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（４）地域における相談支援体
制の充実

障害者福祉推進課

①　障害を理由とした差別の相談窓口である広域専門指導員や地域相談員について、障害者差
別解消法や障害者条例の周知とともに、関係機関や県民への広報に努めます。

・広域専門指導員による障害者条例等の周知・啓発活動を
年間3,977件行いました。

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。

３-（４）-②
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（４）地域における相談支援体
制の充実

障害者福祉推進課

②　障害を理由とした差別の相談に適切な対応ができるよう、広域専門指導員や地域相談員の
より有効な活用方法を検討しつつ、研修等を通じた相談対応力の強化を図っていきます。また、
様々な分野の差別相談にも対応できるよう、広域専門指導員、地域相談員及び市町村の連携強
化に努めます。

・広域専門指導員の資質向上を目的とした連絡調整会議を
年間11回開催し、事例検討や講師による講義等を実施しま
した。
・市町村自立支援協議会等の会議に広域専門指導員が参
加する等、市町村との連携強化に努めました。

・広域専門指導員等の研修を充実させ、相談対応力の強化
を図っていきます。
・引き続き、市町村との連携強化に努めます。

３-（４）-③
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（４）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

③　障害のある人の当事者団体や家族会等との連携の下、市町村における自立支援協議会等
への相談支援アドバイザーの派遣を通じて、相談支援活動の充実を図り、障害の種別や当事者
の必要に応じた相談支援体制の整備を図ります。

・相談支援アドバイザーの派遣を10件行いました。 ・引き続き、相談支援アドバイザーを自立支援協議会等へ派
遣することにより、相談支援体制の整備等を支援します。

３-（４）-④
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（４）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

④　相談支援事業に従事する職員へ障害者虐待対応の知識及び技術の習得までの権利擁護の
内容を含んだ研修を実施します。

・相談支援事業所の虐待防止責任者（マネージャー）又は管
理職に対し、オンラインで研修を2回実施しました。

・引き続き、研修の開催を通して障害者虐待の未然防止・早
期発見に取り組みます。

３-（４）-⑤
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（４）地域における相談支援体
制の充実

障害者福祉推進課

⑤　障害者差別解消支援地域協議会が各市町村に設置されるよう、情報提供を行い支援しま
す。また、設置された地域協議会の取組等の状況把握や、事務局となる市町村職員を対象とした
情報交換会の実施など、地域協議会の活性化を図ります。

・障害者差別解消支援地域協議会が設置されるよう市町村
に情報提供を行いました。令和5年4月時点で県内50市町村
が地域協議会を設置しています。

・引き続き、各市町村において地域協議会が設置されるよ
う、情報提供等の支援を行っていきます。

３－６　障害者差別解消支援地域
協議会を設置した市町村数

３-（４）-⑥
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（４）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑥　相談支援の現場等において、意思決定支援が具体的に行われるための考え方などが書か
れた意思決定支援ガイドラインを相談支援従事者研修などにおいて配布し、周知・啓発を図りま
す。また、他の研修においてもその活用について検討を行います。

・相談支援従事者研修において「意思決定支援ガイドライン」
を配布し、周知・啓発を行いました。

・引き続き、相談支援従事者研修において「意思決定支援ガ
イドライン」を配布し、周知・啓発を行います。
・相談支援従事者に対する専門コース研修（意思決定支援）
を開催します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

３-（５）-①
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（５）手話通訳等の人材育成、
手話等の普及促進

障害者福祉推進課

①　手話通訳者については、養成研修事業を着実に実施するとともに、募集人員等の拡大を図っ
ていきます。手話通訳技術のみならず、聴覚障害のある人の歴史・文化を理解し、社会情勢に応
じた通訳が実施できるよう手話通訳者の養成に努めます。あわせて、現任の手話通訳者に対し
ても、今後、派遣依頼の増加により、通訳内容が多岐にわたり、より専門性の高い内容について
通訳を求められる場合が出てくると想定されることから、様々な場面に対応できるよう、研修の実
施等により技術向上を図ります。また、要約筆記者についても養成研修事業を着実に実施してい
きます。

・手話通訳者の養成については、レベル別の養成講座を実
施しましたが、最終課程の修了者は37名でした。
・要約筆記者についてもレベル別の養成講座を実施した結
果、最終課程の修了者は5名でした。

・今後も引き続き、手話通訳者・要約筆記者の養成に取り組
んでいきます。

３－７　手話通訳者・要約筆記者
実養成講習修了見込者数

３-（５）-②
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（５）手話通訳等の人材育成、
手話等の普及促進

障害者福祉推進課

②　手話通訳者及び要約筆記者養成研修に資するため、手話通訳者及び要約筆記者養成のた
めの指導者育成を引き続き実施します。

・指導者育成のため、手話通訳者及び手話奉仕員の講師養
成研修を実施しました。

・今後も引き続き、手話通訳・要約筆記の指導者養成に努め
ます。

３-（５）-③
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（５）手話通訳等の人材育成、
手話等の普及促進

障害者福祉推進課

③　盲ろう者向け通訳・介助員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の周知を図
ります。

・県ホームページ等により、養成研修の周知を図りました。 ・今後も引き続き、県ホームページ等を活用して養成研修の
周知を図り、より多くの盲ろう者向け通訳・介助員の要請を
図ります。

３－８　盲ろう者向け通訳・介助員
実養成講習修了見込者数
３－１０　盲ろう者向け通訳・介助
員派遣実利用見込件数

３-（５）-④
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（５）手話通訳等の人材育成、
手話等の普及促進

障害者福祉推進課

④　点訳・朗読奉仕員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の周知を図ります。 ・点訳奉仕員については25名、朗読奉仕員については32名
の受講があり、うち修了者はそれぞれ24名、20名でした。

・今後も周知に取り組むほか、より多くの受講者に課程を修
了していただけるよう引き続き内容の充実に努めていきま
す。

３－１１　点訳・朗読奉仕員の養
成人数と研修回数

３-（５）-⑤
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（５）手話通訳等の人材育成、
手話等の普及促進

障害者福祉推進課

⑤　失語症者向け意思疎通支援者については、引き続き県で養成講習を行うとともに、市町村で
の派遣事業の実施について働きかけていきます。

・失語者向け意思疎通支援者育成のため、県言語聴覚士会
へ委託し、養成研修を実施しました。

・養成研修の充実を図り、失語症の理解がさらに広がるよう
取り組みます。 ３－１２　失語症者向け意思疎通

支援者実養成講習修了見込者数

３-（５）-⑥
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（５）手話通訳等の人材育成、
手話等の普及促進

障害者福祉推進課

⑥　市町村域を越えた手話通訳者・要約筆記者の派遣や夜間・緊急時の派遣に円滑な対応がで
きるよう、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業を実施します。

・市町村域を越えた場合等、単独市町村での派遣が困難な
場合に手話通訳者等の派遣に係る市町村間の連絡調整事
業を行いました。

・今後も、手話通訳者等の円滑な派遣体制の整備及び充実
の努めます。 ３－９　手話通訳者・要約筆記者

派遣実利用見込件数

３-（６）-①
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

①　情報コミュニケーションを支援するため、意思疎通支援事業の強化を図っていきます。手話言
語等条例第１１条に記載されているように、手話通訳者、手書き要約筆記者、パソコン要約筆記
者等の派遣体制の整備及び充実に努めます。

・手話通訳者・要約筆記者の派遣事業を実施した結果、合
わせて388件の利用がありました。

・今後も手話通訳者・要約筆記者等の派遣体制の整備及び
充実に努めます。

３-（６）-②
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

②　手話言語等条例等の周知を図るため、チラシや冊子などの資料を活用し、広く県民への周
知・啓発に努めます。

・市町村等に手話学習冊子等の配布を行いました。 ・今後も手話言語条例等の普及啓発に努めます。

３-（６）-③
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

③　手話が県民に身近なものとなるように、簡単な手話が掲載された学習用冊子を活用し、県民
への浸透を図ります。

・市町村等に手話学習冊子等の配布を行いました。 ・今後も、手話が県民にとって身近なものになるように広報を
継続します。

３-（６）-④
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

④　県民が手話等を学ぶ機会を確保するため、県のホームページにおいて、手話を学ぶサーク
ル等の情報を紹介し、学習機会の確保に努めるとともに、県の職員が手話等を学習するための
研修を実施します。

・県職員向け手話講習会を開催しました。 ・今後も手話に関する情報発信や、県職員への講習を継続
します。

３-（６）-⑤
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑤　地域によって手話通訳者や要約筆記者の派遣に差異がないよう市町村へ働きかけるととも
に、広域的な派遣を円滑に実施できるよう、市町村相互間の連絡調整体制を整備します。

・手話通訳者、要約筆記者の派遣に関する市町村からの問
合せに対しては、可能な限り地域ごとの差異が出ないように
することを念頭に対応しました。

・今後も市町村への働きかけを行うとともに、市町村相互間
の連絡調整体制を整備します。

３-（６）-⑥
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑥　障害特性に合ったコミュニケーションを支援するためにヒアリングループ等のコミュニケーショ
ンを支える機器の設置を行政機関等の関係機関に働きかけ、コミュニケーション支援の普及と、
それが使える地域の環境づくりを目指します。

・コミュニケーション支援の普及のため、ヒアリングループの
庁内向け貸し出しを実施しました。

・今後もヒアリングループの貸し出しを継続するとともに、コ
ミュニケーションを支える機器の設置を行政機関等に働きか
けます。

３-（６）-⑦
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑦　視覚障害のある人向けのパソコン教室について、点字広報紙等により周知を図り、利用者の
増加に努めるとともに、障害者ＩＴサポートセンターについても、点字県民だより等の広報紙を用
い、引き続き登録者を増やす等により、障害のある人の情報通信技術の利用・活用の拡大を図り
ます。

・音声読上げに対応している県ホームページ及び受託事業
者のホームページにおいて周知を行いました。

・今後とも同様の方法で周知に取り組んでいきます。

３-（６）-⑧
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

防災対策課

⑧　災害時の情報伝達については、避難所における防災行政無線や広報車、携帯端末の緊急
速報メール等複数の手段を組み合わせ、障害の区分等に配慮した手段を用いることとします。ま
た、避難場所への避難や避難所での情報コミュニケーション支援の取組など、災害時の対応につ
いて市町村の取組を促します。

・令和4年10月23日に実施した九都県市合同防災訓練（実動
訓練）において、市が主体となって実施する避難所運営訓練
のなかで要配慮者（障害者等）に配慮した避難所での生活
環境、健康管理、トイレ等の確保などの訓練を行いました。

・令和5年度も引き続き、各種防災訓練のなかで、障害者等
に配慮した避難所運営等が実施できるよう、市町村の取組
を促していきます。

３-（６）-⑨
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑨　聴覚障害者・視覚障害者情報提供施設の安定した運営のために、現在行っている運営費の
助成を継続し、施設機能の整備、充実を図ります。

・聴覚障害者・視覚障害者情報提供施設の安定した運営の
ために、運営費の助成を行いました。

・今後も、国の要綱に基づきながら助成を継続します。

３-（６）-⑩
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑩　視覚障害、聴覚障害等、各種障害のある人に対し、行政の職員などが障害のある人と情報
のやり取りをする際にどのような配慮を行うべきか示すため定めた「障害のある人に対する情報
保障のためのガイドライン」が幅広く活用されるよう、市町村をはじめとした関係機関や民間事業
者への周知に努め、必要な配慮を行うよう働きかけます。

・「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」に
ついて、関係機関の意見を踏まえ内容の見直しを行い、改
定しました。
・市町村から講師派遣依頼があった市町村職員向け研修に
おいて、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドラ
イン」を配付し、必要な配慮を行うよう働きかけました。
・「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」に
ついて、県のホームページに掲載し、広く周知しています。

・引き続き、「障害のある人に対する情報保障のためのガイ
ドライン」を周知し、市町村をはじめとした関係機関や民間事
業者においても必要な配慮が行われるよう働きかけていき
ます。

３-（６）-⑪
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

障害者福祉推進課

⑪　放送事業者が放映する番組において、字幕番組、手話番組等障害特性に配慮した情報提供
の一層の充実がなされるよう、国に働きかけます。

・国の施策に対して、「聴覚や視覚に障害のある人に対する
緊急災害時や選挙の際の情報保障」を要望しました。

・引き続き、障害者差別解消法の趣旨である共生社会実現
のため、国に働きかけていきます。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

３-（６）-⑫
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

市町村課

⑫　視覚障害のある人に選挙権の行使に必要な情報を提供するため、引き続き選挙公報の点訳
版や音訳版を作成・配布します。また、障害特性に配慮した投票所のバリアフリー化のほか、不
在者投票の適切な実施の促進により、投票所での投票が困難な障害のある人の投票機会の確
保に努めます。

・参議院議員通常選挙において、選挙公報の点訳版や音声
版を作成・配布しました。
・投票所における障害者への便宜供与に努めるほか、不在
者投票制度や代理投票制度についても、市町村の協力を得
て、対象者に周知が図られるよう努めました。

・令和5年執行予定の千葉県議会議員一般選挙において
も、引き続き選挙公報の点訳版や音声版を作成・配布しま
す。
・引き続き、投票所のバリアフリー化や投票所における障害
者への便宜供与が図られるよう、市町村に依頼します。

３-（６）-⑬
３障害のある人への理解
を広げ権利を擁護する取
組の推進

（６）情報・コミュニケーション
バリアフリーのための普及啓
発

報道広報課

⑬　障害の有無にかかわらず、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用で
きるよう、「千葉県ホームページウェブアクセシビリティ方針」に基づき、ホームページにおけるア
クセシビリティの向上に努めます。

・所属から公開承認を依頼された個々のページに対し、適切
なウェブアクセシビリティ対応が施されているか審査を行い
ました。
・ウェブアクセシビリティ方針の取組状況を確認するため、適
合試験（定量的比較及びmiCheckerによる検証）を実施しま
した。

・適合試験結果及びウェブアクセシビリティ方針に基づき、
ホームページにおけるアクセシビリティのさらなる向上に努
めます。
・改正JIS規格へ対応します（高齢者や障害者等への対応の
強化）。※次回改正に合わせ修正を行います。（現時点で内
容未定：前回改正2016年）

４-（１）-①
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（１）障害のある子どものライフ
ステージを通じた一貫した療
育支援体制の充実

児童家庭課
障害福祉事業課

①　疾病スクリーニングや支援手法に関する情報提供や研修等を行うことにより、市町村が実施
する乳幼児健康診査の精度向上が図られるよう支援します。また、ライフステージを通じた一貫し
た支援が受けられように、保護者の了解を得た上で関係機関が健診結果等の情報を共有し活用
することや、ライフサポートファイルの導入や一層の活用について、市町村に働きかけるととも
に、事業の実施状況や効果についても検証を行っていきます。

・母子保健従事者研修会において、乳幼児健診で精査が必
要となる基本的な発達や早期発見のポイントについて研修
会を行い、精度向上のために知識の普及を行いました。
・新生児聴覚検査の体制整備事業としては、研修会におい
て、1歳6か月、3歳児健康診査における早期発見に関する
知識の普及啓発を行い、必要時早期支援ができるよう連携
できる関係機関について情報提供をしました。専門委員から
構成されている検討会では、検査実施体制に係る精度向上
を目指して現状における課題点を抽出し、対応について検
討しました。
・ライフサポートファイル未導入の2市町に今後の導入予定
等について状況確認を行いました。

・引続き、母子保健従事者研修会等における最新の知識の
普及啓発の実施と併せて、健診結果等のデータを活用した
課題への取組み等を通じ、市町村が実施する乳幼児健康診
査の精度管理を行う予定です。
・今後も引き続き、未導入の市町に働きかけます。

４－６　ライフサポートファイルの
実施市町村数

４-（１）-②
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（１）障害のある子どものライフ
ステージを通じた一貫した療
育支援体制の充実

障害福祉事業課

②　国の児童発達支援ガイドラインを参考にして、知的障害、視覚障害、聴覚障害、言語障害、
肢体不自由、重症心身障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等、障害特性に応じた療育支援
の在り方についての検討を行います。

・療育支援コーディネーター等の参加による事例検討会の開
催を検討しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、開催を見合わせました。

・療育支援コーディネーター等の参加による事例検討会等が
開催できていないため、他の事業との関連をふまえ、今後の
検討会のあり方について検討します。

４-（１）-③
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（１）障害のある子どものライフ
ステージを通じた一貫した療
育支援体制の充実

障害福祉事業課

③　保護者や学校をはじめとする様々な関係者との連携や障害のある子どもの健全な育成を図
る役割が期待される放課後等デイサービスについては、障害種別、障害特性や発達段階等に応
じた支援を必要とする障害のある子どものニーズに的確に対応するため、障害のある子ども等に
対する支援の経験を有する者等の配置を求めるとともに、サービス提供や運営体制等に関する
事業所による自己評価及び保護者による評価の実施等により、事業所の支援の質の向上を図り
ます。

・放課後等デイサービス事業所に対し、サービス提供や運営
体制等に関する自己評価等の実施を求めました。

・放課後等デイサービス事業所に対し、障害のある子ども等
に対する支援の経験を有する者等の配置やサービス提供や
運営体制等に関する自己評価の公表を求め、実施状況を確
認します。

４－４　放課後等デイサービス事
業所数

４-（１）-④
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（１）障害のある子どものライフ
ステージを通じた一貫した療
育支援体制の充実

障害福祉事業課

④　保育所等訪問支援の現状について調査、把握し、本事業の一層の推進を図ることで障害の
ある子どもの地域社会への参加・包容を推進するとともに、児童発達支援センターを中核とした
重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和５年度末までに、児童発達支援センターを各
市町村又は各圏域に１箇所以上設置するよう、市町村に働きかけます。また、市町村等から、児
童発達支援センターの設置に当たっての課題に関する意見を聴きながら、支援の在り方につい
て検討します。

・保育所等訪問支援事業所は10事業所の増加となり、児童
発達支援センターは未設置の市町村に1箇所の新規開設が
ありました。

・児童発達支援センターの開設の相談等はありますが、引き
続き未設置の市町村に働きかけていきます。

４－１　児童発達支援センター設
置市町村数
４－２　児童発達支援事業所数
４－３　医療型児童発達支援事業
所数
４－５　保育所等訪問支援事業所
数

４-（１）-⑤
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（１）障害のある子どものライフ
ステージを通じた一貫した療
育支援体制の充実

障害者福祉推進課
障害福祉事業課
特別支援教育課

⑤　聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、難聴児等の支援を行う県内の児
童発達支援センターに対し、県立千葉聾学校が主催するきこえとことばの基礎講座への参加を
促すことで、児童発達支援センターと特別支援学校の連携強化を図り、難聴児支援のための中
核的機能を有する体制の確保を図ります。
　また、視覚障害児についても、県内の児童発達支援センターに対し、千葉盲学校で随時実施し
ている教育相談及び県内各地で実施する見え方相談会等への参加を促すことで、就学前から就
学後まで切れ目のない支援体制の確保を図ります。

・聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、
難聴児等の支援を行う県内の児童発達支援センターに対
し、県立千葉聾学校が主催するきこえとことばの基礎講座へ
の参加を促し、児童発達支援センターと特別支援学校の連
携強化を図り、難聴児支援のための中核的機能を有する体
制の確保を図りました。
・千葉聾学校が「きこえとことばの相談支援センター」として
聴覚障害教育のセンター的機能を担い、「千葉県聴覚障害
教育ネットワーク推進連絡協議会（うさぎネット）」を開催し、
研修会等をとおして難聴児等の聴覚障害教育の推進・充実
を図りました。
・千葉盲学校が視覚障害教育のセンター的機能を担い、「千
葉県視覚障害教育ネットワーク推進連絡協議会（eyeあい
ねっと）」を開催して、各地区の視覚障害教育の現状と課題
解決に向けて協議や教育相談等を行い、具体的な指導、支
援を進めました。

・引き続き、難聴児支援のための中核的機能を有する体制
の確保を図ります。
・千葉聾学校がきこえとことばの相談支援センターとして、
「千葉県聴覚障害教育ネットワーク推進連絡協議会（うさぎ
ネット）」の開催や教育相談、研修等をとおし、各地区の聴覚
に障害のある幼児児童生徒の専門的な指導や支援を行い
ます。
・千葉盲学校が視覚支援センターとして、「千葉県視覚障害
教育ネットワーク推進連絡協議会（eyeあいねっと）」の開催
や教育相談、研修等をとおし、各地区の見えにくさのある幼
児児童生徒への専門的な指導や支援を行います。

４-（２）-①
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

①　障害のある子どもが、できる限り自宅や住み慣れた地域で生活し、また、短期入所事業所を
利用して家族のレスパイトや緊急時に対応できるよう、事業所の現状を調査、把握し、在宅支援
の環境整備に努めます。
　また、強度行動障害のある子どもを受け入れる短期入所事業所の拡充が図られるよう検討しま
す。
さらに、医療的ケア児等が介護老人保健施設の空床を短期入所事業所として利用できるよう施
設に働きかけます。

・強度行動障害のある子どもを受け入れる短期入所事業所
の拡充が図られるよう、事業所指定申請に対する速やかな
指定手続きに努めました。

・引き続き、強度行動障害のある子どもを受け入れる短期入
所事業所の拡充が図られるよう、事業所指定申請に対する
速やかな指定手続きに努めます。 ４－７　短期入所事業所数（障害

のある子どもを受け入れる事業
所）

４-（２）-②
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

②　ホームヘルプ、訪問看護など、在宅生活を支える訪問系サービスの充実が図られるよう、ま
た、比較的軽度な障害の子どもでもニーズに沿ったサービスが受けられるよう、市町村に働きか
けます。

・障害児等療育支援事業により訪問による相談及び療育指
導を実施しました。

・引き続き、障害児等療育支援事業を推進します。
４－８　居宅介護事業所数（障害
のある子どもを受け入れる事業
所）

４-（２）-③
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

医療整備課
障害福祉事業課

③　在宅医療機関等が、医療的ケアを必要とする子ども等にも対応できるよう、医師、看護師、歯
科医師、歯科衛生士等医療関係者の一層のスキルアップに取り組みます。

・　在宅医療を開始・拡充しようとする医師等を対象に、在宅
医養成研修をオンラインで開催しました。（応募者549名、う
ち212名が修了。）
・NICUに勤務する看護師等を対象とした研修を企画し、実施
しました。基礎研修（3日間）の受講者数は15名、応用研修
（2日間）の受講者数は10名でした。

・　引き続き在宅医養成研修を開催し、在宅医療に取組む医
療機関や医師等の増加に努めていきます。
・引き続き、NICUに勤務する看護師等を対象とした研修を企
画し、実施します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

４-（２）-④
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

④　発達障害のある子ども等が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられるよう、千葉県
発達障害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所等のバックアップや専門性の高い
人材の養成を目的とした研修等を行うとともに、地域支援マネジャーの配置などを含めた地域支
援機能の強化等について、発達障害者支援地域協議会において検討を行います。

・県発達障害者支援センターにより、各種研修や講座等を開
催しました。
・発達障害者支援地域協議会は開催できませんでした。

・引き続き、県発達障害者支援センターによる研修・講座を
開催し、専門性の高い人材の養成に努めます。
・発達障害者支援地域協議会を開催します。

４-（２）-⑤
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

⑤　発達障害やその疑いのある子どもの保護者を対象とした子どもとの接し方や育て方について
のペアレントトレーニングを実施する地域自立支援協議会や児童発達支援センター等に対し、千
葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）が支援することにより、親の療育技術の向上やストレスの
軽減等を図ります。

・ペアレントトレーニングを実施する市町村及び事業所等に
対し、その実施方法の説明等の支援を行いました。

・引き続き、市町村及び事業所等に対し、ペアレントトレーニ
ングに関する支援を行います。

４-（２）-⑥
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（２）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

⑥　早期診断、適切な治療や訓練、相談支援を実施する障害児等療育支援事業を推進し、障害
のある子どもやその家族の福祉の向上を図ります。

・令和3年度より2箇所少ない55箇所の事業所等に委託し、
事業を実施しました。

・引き続き、障害児等療育支援事業を推進します。

４-（３）-①
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（３）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

①　障害のある人や障害のある子どもを受け入れる通所・入所施設の有する機能を活用し、在宅
の障害のある子どもや障害の可能性のある子どもを支援するとともに、保育所、幼稚園等の職員
に対し、療育に関する技術指導を行うため、障害児等療育支援事業を推進します。また、発達障
害等に関する知識を有する専門員が、保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその保護者が集
まる施設・場への巡回等を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害のある子どもの保護者
に対し、障害の早期発見、早期対応のための助言等の支援を行う巡回支援専門員整備事業の
実施について、市町村に働きかけます。

・令和3年度より2箇所少ない55箇所の事業所等に委託し、
事業を実施しました。

・引き続き、障害児等療育支援事業を推進します。

４－９　障害児等療育支援事業実
施見込箇所数

４-（３）-②
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（３）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

②　在宅の障害のある子どもに対して各々の特性に応じた療育支援を提供できるよう、医療・保
健・福祉・教育関連機関の連携を調整する療育支援コーディネーターについて、地域生活支援事
業を活用して市町村に配置するよう促します。
　また、複数の市町村が圏域単位で配置する場合は助成額を上乗せするなど、広域での活動を
促します。
　さらに、情報交換等のため、関係市町村等も含めた療育支援コーディネーター連絡協議会を開
催します。

・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、療育支援コー
ディネーター連絡協議会の開催を見合わせました。

・療育支援コーディネーターの設置について、他の事業との
関連をふまえ、今後のあり方について検討します。

４－１０　療育支援コーディネー
ターの配置人数

４-（３）-③
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（３）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

③　発達障害やその疑いのある子どもを育てる親が安心して子育てができるよう、発達障害のあ
る子どもを育てた経験のある親を世代が偏らないように留意しながらペアレントメンターとして登
録し、千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）と連携して、親の会などの場で相談・助言を行いま
す。あわせて、ペアレントメンターの周知を図ります。
　また、ペアレントメンターに対してのフォローアップ研修会の開催や家族とペアレントメンターを
結び付けるペアレントメンターコーディネーターを配置し、発達障害のある子どもを持つ親への支
援を実施します。

・県発達障害者支援センターにより、ペアレントメンターの養
成研修及び登録を行いました。
・相談を希望する保護者とペアレントメンターを適切に結び
つけるコーディネーターによる支援を実施しました。

・引き続き、県発達障害者支援センターによるペアレントメン
ターの養成研修の開催や登録を行うとともに、相談を希望す
る保護者とペアレントメンターのコーディネートを実施しま
す。

４-（３）-④
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（３）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

④　相談支援専門員、療育支援コーディネーターや児童発達支援センターの職員を対象として、
教育機関等との連携も含めた、障害児支援に関する総合的なコーディネートやアセスメントに関
する知識や技術を向上させるための研修を検討します。

・障害児の通園施設職員に対し、障害児支援に関する知識
や技術を向上させるための研修を実施しました。

・引き続き、障害児の通園施設職員に対し、障害児支援に関
する知識や技術を向上させるための研修を実施します。

４-（４）-①
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

①　医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けられるように、令和５年度末までに、各市町
村又は圏域において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等の連携を図るための
協議の場が設置されるよう、その取組をモデル化し、周知するなどして、設置及び活用を働きか
けます。
　また、千葉県医療的ケア児等支援地域協議会において、全県的な課題を分析し、必要な対応を
検討します。

・医療的ケア児等支援センターで、協議の場の設置促進・活
性化について情報提供や助言等を行いました。

・引き続き、医療的ケア児等支援センターで、協議の場の設
置促進・活性化について情報提供や助言等を行います。

４－１１　医療的ケア児支援のた
めの関係機関の協議の場の設置
市町村数

４-（４）-②
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

②　発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、身近な地域において一定水準の診療や
対応が可能となるよう、かかりつけ医等の養成の在り方について検討します。

・医療機関を含む地域の事業者等のコンサルテーションを実
施しましたが、かかりつけ医等の養成の在り方検討は実施
できませんでした。

・かかりつけ医等の養成の在り方について検討を始めます。

４-（４）-③
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

③　重症心身障害の状態にある子どもが身近な地域で支援を受けられるように、主に重症心身
障害の状態にある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を
各市町村又は各圏域に１箇所以上確保するよう、市町村に働きかけます。また、市町村等から、
重症心身障害の状態にある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス
事業所の確保に当たっての課題に関する意見を聴きながら、支援の在り方について検討します。

・主に重症心身障害の状態にある子どもを支援する児童発
達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町
村または各圏域に1箇所以上確保するよう、市町村に働きか
けました。

・引き続き、主に重症心身障害の状態にある子どもを支援す
る児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を
各市町村または各圏域に1箇所以上確保するよう、機会をと
らえて市町村に働きかけます。

４－１２　主に重症心身障害児を
支援する児童発達支援事業所数
４－１３　主に重症心身障害児を
支援する放課後等デイサービス
事業所数

４-（４）-④
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

④　医療的ケアが必要な子どもが在宅で医療や福祉のサービスを受けられるよう、訪問看護師
の育成研修を行うほか、市町村における保健、医療、福祉、教育等の関連分野の支援を調整す
るコーディネーターを育成し、配置を働きかけます。

・医療的ケア児等支援センターにおいて、訪問看護師等を対
象とした研修を実施しました。
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施し34名が
受講しました。
・医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ
ネーターは、県内で35名配置されました。

・引き続き、医療的ケア児等支援センターにおいて、地域で
支援を担う人材を育成するための研修を実施するほか、医
療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者を対象とした
フォローアップを実施します。
・市町村又は圏域での医療的ケア児等コーディネーターの
配置について働きかけます。

４－１４　医療的ケア児に対する
関連分野の支援を調整するコー
ディネーターの配置人数

４-（４）-⑤
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

⑤　重症心身障害や医療的ケアが必要な子ども等の支援に関して、ニーズや地域資源の状況を
踏まえ、保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進を図ります。
　また、医療型障害児入所施設や強度行動障害のある子どもに対応する施設の支援の充実を図
るとともに、施設の役割や施設が設置されていない地域における在宅支援の在り方を検討しま
す。
　特に、県南部など地域資源の十分でない地域におけるサービス提供の在り方を検討し、その充
実を働きかけていきます。

・医療的ケア児等支援センターにおいて、医療的ケア児等か
ら寄せられる様々な相談にワンストップで対応するほか、市
町村への助言や情報提供を行うなど、地域の支援体制の構
築を支援しました。

・引き続き、医療的ケア児等支援センターにおいて、医療的
ケア児等から寄せられる様々な相談にワンストップで対応す
るほか、市町村への助言や情報提供を行うなど、地域の支
援体制の構築を支援します。

４－１５　障害児入所施設数
４－１６　福祉型障害児入所施設
入所定員
４－１７　医療型障害児入所施設
入所定員

４-（４）-⑥
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

⑥　重症心身障害の状態にある子ども等が入所する千葉県千葉リハビリテーションセンターにつ
いて、令和元年度に策定した「千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基本計画」
を踏まえ、県民ニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。

・令和5年度の工事着手に向け、施設の建築・電気設備・機
械設備の実施設計を令和5年3月に完成させました。

・実施設計をもとに、本年度は令和8年度の開院・開所に向
け、外来診療棟に係る建築・電気設備・機械設備の工事に
着手します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

４-（４）-⑦
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

障害福祉事業課

⑦　在宅の強度行動障害のある子どもの支援については、短期入所事業所などの利用により家
族の負担を和らげ、相談支援専門員が身近な地域の医療、保健、福祉、教育等関係機関の連携
を調整し、さらに千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）や「強度行動障害のある方の支援者に
対する研修事業」で育成した人材の活用等の地域支援体制の在り方について検討します。

・「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」を実施
し、コロナ感染対策のためオンラインでの研修を取り入れつ
つ、15名を育成しました。
・在宅の強度行動障害のある子どもの支援に係る地域支援
体制の在り方検討は実施できませんでした。

・当該研修の修了者の活用を図るため、行動障害者支援サ
ポーターとして登録し、希望する事業所に派遣を行い、指
導・助言等を行います。
・在宅の強度行動障害のある子どもの支援に係る地域支援
体制の在り方について検討を始めます。

４-（４）-⑧
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（４）障害のある子どもへの医
療・福祉サービスの充実

子育て支援課
障害福祉事業課

⑧　障害のある子どもが円滑に保育利用できるようにするため、優先利用の基本的な考え方を周
知し、市町村の利用調整における「子どもが障害を有する場合」の優先度について、検討・運用を
促します。

・市町村担当者会議（web開催）で周知を行いました。 ・引き続き、市町村担当者会議（web開催）で周知を行いま
す。

４-（５）-①
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

①　障害のある子どもへの一貫した教育相談と支援体制を充実させるため、関係者・関係機関の
円滑な連携を確かなものとするネットワークの構築を図るとともに、その活用と支援体制の充実
に努めます。

・障害のある児童生徒の就学後の一貫した支援を図るため
に、関係機関への助言・援助を行うとともに、障害のある児
童生徒の適切な就学先について市町村教育委員会に助言
等を行いました。また、専門家から意見聴取や助言を得る機
会を設け、関係機関と連携した教育相談と支援体制を構築
しました。

・障害のある児童生徒の就学後の一貫した支援を図るため
に、関係機関と連携し、教育相談と支援体制の構築と更なる
連携を図ります。

４-（５）-②
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

②　幼稚園等において、支援が必要な就学前の幼児に対する「個別の教育支援計画」や「個別の
指導計画」の作成に関し、特別支援学校が協力を行うなど適切な就学の支援を行います。また、
関係機関のネットワークを活用しながら、きめ細かな就学相談、就学事務に努めます。

・特別支援教育コーディネーター研修会を対面とオンライン
のハイブリット形式で開催しました。個別の教育支援計画、
個別の指導計画の作成と活用について説明を行い、周知し
ました。

・特別支援教育コーディネーター研修会や、公立の幼稚園幼
保連携型認定こども園特別支援教育コーディネーター研修
会、総合教育センター主催の特別支援教育に関する研修会
において、個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成と
活用についての研修会を継続します。

４-（５）-③
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

③　障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加するととも
に、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、通常の学
級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校など連続性のある「多様な学びの場」の整備
と、一人一人の子どもがその力を発揮できる取組の充実を図ります。また、特別支援学校による
通級による指導の機能の拡大を図り、一人一人の教育的ニーズに応じた支援が地域で受けられ
るように努めます。

・進級時や進学の際に、個別の教育支援計画及び個別の指
導計画を活用することを推進しました。
・特別支援学校のセンター的機能の充実を図り、地域の学
校や関係機関と連携して、連続性のある多様な学びの場の
充実を図りました。

・引き続き個別の教育支援計画及び個別の指導計画を進級
時や進学の際に活用し、一人一人の教育的ニーズに応じた
支援を図ることが出いるように努めます。
・更に特別支援学校による通級による指導を充実させ、連続
性のある多様な学びの場の充実を図ります。

４-（５）-④
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

④　特別支援学校と近隣の小・中学校等の幼児児童生徒との交流及び共同学習を促進するとと
もに、地域の人々が障害のある子どもたちへの理解を深める啓発活動などの取組を一層進めて
いきます。

・各学校において、交流及び共同学習（居住地校交流・学校
間交流）を継続して学校の教育活動に位置付けております。
また、特別支援学校におけるパラスポーツ推進事業により、
近隣の小・中学校等への出前授業や用具の貸出しを行いま
した。

・引き続き、交流及び共同学習を計画的に実施するととも
に、パラスポーツ推進事業等を活用する等し、地域における
障害のある子どもたちの理解、啓発を図ります。

４-（５）-⑤
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑤　一人一人の障害特性と教育的ニーズに応じて決定される合理的配慮と、その合理的配慮を
実現していくための基礎となる教育環境の充実を図ります。

・各学校等において保護者に対し、合理的配慮の提供につ
いて情報提供を行いました。
合理的配慮の申し出は増加し、合意形成に至った割合も高
まりました。

・引き続き、合理的配慮への理解を深めていけるように、各
学校等の特別支援教育コーディネーター研修会で取り上げ
てまいります。
・各学校等でも保護者に対し、合理的配慮の提供について
情報提供を行います。
・合理的配慮事例集の活用を推進していきます。

４-（５）-⑥
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑥　特別支援アドバイザーや特別支援教育支援員の配置による小・中学校や高等学校等への支
援の充実を図るとともに、特別支援学校に専門性の高い外部人材を配置し、地域内の小・中学校
等に対するセンター的機能の充実に取り組みます。

・引き続き、特別支援アドバイザーを各教育事務所に配置し
ました。また、4月限定派遣を実施し、特別支援学級新担任
や通級指導教室新担当、特別支援教育の経験年数の浅い
担任を対象に、障害のある幼児児童生徒への指導・支援の
在り方などについて、助言・援助を行いました。
・高等学校の全日制や定時制に支援員の配置を行うととも
に、高等学校に専門家チームの派遣を行いました。
・専門家チームの派遣については、高等学校に加えて市教
育委員会からの要請に応じて派遣を行い、障害のある幼児
児童生徒への教育的対応等について助言等を行いました。

・引き続き、特別支援アドバイザーを配置します。4月限定派
遣も継続し、特別支援学級新担任や通級指導教室新担当、
特別支援教育の経験年数の浅い担任を対象に、障害のある
幼児児童生徒への指導・支援の在り方などについて、助言・
援助を行います。
・専門家チームの派遣については、 当課主催の会議等で、
市町村教育委員会からの要請に応じた派遣を行っているこ
とを周知し、市町村教育委員会への派遣の充実を図ります。

４-（５）-⑦
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑦　幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校等と保健・医療・福祉などの関係機関との
連携の充実を図るとともに、不適応の個別のケースについて、利用する児童発達支援や放課後
等デイサービスと情報を共有し、専門性が高い相談機関や児童発達支援センターなど関係機関
と連携して解決を図ります。

・県立特別支援学校のセンター的機能の活用や、特別支援
アドバイザーや専門家チームの派遣等により、関係機関と
連携した支援を行いました。

・保健・医療・福祉などの専門性が高い外部機関とも連携を
図り、一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充実を図り
ます。

４-（５）-⑧
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑧　障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するため、教育用コンピュータの整備・更新を進
めます。また、学習効果を高める観点からＩＣＴを活用した遠隔教育について、指導方法の開発や
教育効果等の調査研究を実施し、障害の特性に応じた指導の充実やＩＣＴを活用した教育の普及
促進を図ります。

・情報教育連絡協議会を2回開催し、学習活動におけるＩＣＴ
機器の活用推進を図りました。

・情報教育連絡会等を活用し、ＩＣＴ機器を活用した授業の推
進を図ります。
・各特別支援学校への必要なＩＣＴ機器の配備を推進します。

４-（５）-⑨
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑨　幼稚園、小・中学校及び高等学校等における個別の教育支援計画や個別の指導計画の作
成と活用を一層進めるとともに、学校における特別支援教育コーディネーターの資質の向上を図
り、また、コーディネーターとして複数の教員を指名できるように努めるなど、校内支援体制の充
実を図ります。

・幼稚園、小・中学校及び高等学校等における個別の教育
支援計画や個別の指導計画の作成は進み、活用についても
研修会等で推進してきました。
・各種研修会において、健康福祉部障害福祉事業課と連携
し、トライアングルプロジェクトを踏まえた家庭・教育・福祉と
の連携について周知し、理解の促進を図りました。

・幼稚園、小・中学校及び高等学校等における個別の教育
支援計画や個別の指導計画の具体的な活用事例などを示
し、計画の活用を推進します。
・引き続き、研修会等を通じて、学校における特別支援教育
コーディネーターの資質の向上を図ります。

４－１８　幼・小・中・高等学校等
において、園・学校が個別の指導
計画の作成を必要と思う児童等
のうち、実際に個別の指導計画
が引継ぎに活用された児童等の
割合
４－１９　幼・小・中・高等学校等
において、園・学校が個別の教育
支援計画の作成を必要と思う児
童等のうち、実際に個別の指導
計画が引継ぎに活用された児童
等の割合
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

４-（５）-⑩
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

児童生徒安全課

⑩　いじめ問題や不登校については、学校や家庭、教育委員会と児童相談所等の関係機関との
連携や、千葉県子どもと親のサポートセンターや千葉県総合教育センターなどの相談機関との連
携により支援の充実を図ります。

・発達障害の可能性がある児童生徒や合理的配慮を要する
児童生徒、他の児童生徒より音や光に過剰に反応してしまう
など、その環境に適応しにくい児童生徒への対応を含め、い
じめ問題や不登校等の課題を抱える児童生徒への対応に
ついて、複数の学校種の情報共有を踏まえた生徒指導推進
研究協議会の開催や、いじめ防止対策、自殺防止対策、不
登校児童生徒への支援に関する研修を実施しました。
・子どもと親のサポートセンターや関係機関等と連携し、研
修の充実や「不登校児童生徒支援チーム」を活用した取組
の充実に努めました。

・発達障害の可能性がある児童生徒や合理的配慮を要する
児童生徒、他の児童生徒より音や光に過剰に反応してしまう
など、その環境に適応しにくい児童生徒への対応を含め、生
徒指導上の諸課題を抱える児童生徒への学校の対応力向
上のため、関係機関等と連携し、その専門的知識の活用を
推進するとともに、管理職、中堅教諭、若手教諭など、様々
な年代の教職員等の研修の充実に努めます。

４-（５）-⑪
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑪　特別支援学校に在籍する医療的ケアの必要な児童生徒に対し、安全で確実な支援ができる
よう、担当する教員及び特別非常勤講師（看護師）への研修を充実します。また、強度行動障害、
精神疾患、高次脳機能障害、嚥下障害、その他様々な事情で学習や生活に著しい困難を抱える
児童生徒への適切な支援の充実を図ります。
　また、特別支援学校への通学が困難な児童・生徒に対して、ＩＣＴを活用した遠隔教育や訪問教
育の充実に努めます。

・安全で確実な医療的ケアの実施に向け、看護師研修及び
医療的ケア基本研修を実施しました。特に看護師研修会で
は、医師による、「ヒヤリハットの事例からみる医療的ケア」と
いうテーマで、校内でおこりうる事例にについて確認し共有し
ました。緊急時対応や医療機器の扱い等については実技研
修を行いました。特別非常勤講師配置事業により、児童生
徒の障害の重度・重複化に対する教員の専門性の向上を図
りました。

・引き続き、医療的ケア基本研修及び看護師研修を実施しま
す。また、特別非常勤講師配置事業を実施し、看護師並び
に教員等の専門性向上を目指します。日常的に行われる医
療的ケアを確実で安全に実施するとともに、緊急時にも迅速
で的確な対応ができることを研修内で目指します。特に、人
工呼吸器、排痰補助装置等、高度な医療機器に関する専門
性を身に付けることができるよう研修内容を工夫します。

４-（５）-⑫
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

学習指導課

⑫　障害のある生徒の県立高等学校の入学者選抜に当たっては、障害があることにより、不利益
な取扱いをすることのないよう十分に留意します。

・校長会議や教頭会議等で障害があることにより、不利益な
取扱いをすることがないよう説明をしました。
・障害があることにより、不利益な取扱いをすることがないよ
う、実施要項に明記しました。
・定員遵守についての通知文を各学校に発出しました。
・入学者選抜で、250を超える特別配慮を実施しました。

・校長会議や実施要項を通して、障害があることにより不利
益な取扱いをすることのないよう、引き続き周知します。
・入学者選抜の公平さが保たれ、実施可能な配慮について、
引き続き特別配慮を実施します。

４-（５）-⑬
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

教育施設課
特別支援教育課

⑬　特別支援学校の過密の状況、児童生徒数の動向などを踏まえ、「第２次県立特別支援学校
整備計画」等により、計画的に整備を進めていきます。

・東葛の森特別支援学校を開校しました。
・習志野特別支援学校及び安房特別支援学校鴨川分教室
において、活用できる教室数を増加しました。
・昨年度に引き続き、通学用スクールバスについて、道路状
況や児童生徒の居住地、運行時間などを総合的に検討した
上で、運行しました。
・新型コロナウイルス感染症リスクの低減を図るため、小型
バスを追加配置し、乗車人員を分散させ、乗車率を下げる取
組を行いました。

・「第3次県立特別支援学校整備計画」（令和4年3月策定）に
基づき、引き続き過密状況に対応していきます。
・通学用スクールバスについて、道路状況や児童生徒の居
住地、運行時間等を総合的に検討した上で、運行します。
・引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減を
図るため、小型バスを追加配置し乗車人数を分散させること
で、乗車率を下げる取組を行っていきます。

４-（５）-⑭
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑭　高等学校や特別支援学校の卒業後の進路について、適切なアセスメントに基づく個別の移
行支援計画の作成と活用を図り、障害者就業・生活支援センターをはじめとする福祉や医療、高
等教育、労働関係機関と連携し、地域資源を活用した支援の充実を図ります。

・進路指導主事及び就労支援コーディネーター連絡協議会
を年3回開催し、各校担当者同士及び障害者就業・生活支
援センター等との連携を図りました。
・特別支援学校教員企業研修について、15箇所の企業等で
教員18人が実施しました。
企業と特別支援学校をつなぐセミナーは、各地区開催方法
を工夫して、全6地区で開催しました。

・障害者就業・生活支援センターや中核地域生活支援セン
ター、その他就労関係機関と連携しながら、卒業後の生活を
見据えた指導や就労支援等のさらなる充実を図ります。
　特別支援学校教員企業研修、企業と特別支援学校をつな
ぐセミナーを実施し、引き続き労働関係機関との連携を図り
ます。

４-（５）-⑮
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

特別支援教育課

⑮　「多様な学びの場」を実現していくために、全ての教員に特別支援教育に関する基礎的な知
識・技能の向上が求められるとともに、特別支援学校では特別支援教育のセンター的機能を発
揮するための教員の専門性が必要なことから、特別支援学校教諭免許状の取得や、特別支援教
育に関する研修の充実を図ります。あわせて、特別支援学級、通級による指導の担当者の専門
性の向上を図るために、特別支援学校教諭免許状の取得率の向上に努めます。

・特別支援学校教育課程協議会を実施し、学習指導要領の
方向性を再確認することで、各校の教育課程編成の充実を
図りました。指導訪問を行い、学習指導要領の要点について
説明を行いました。また、教育課題の調査研究を行う研究指
定校を指定し、研究成果を周知しました。

・引き続き、特別支援学校教育課程協議会等の機会を通じ
て、学習指導要領を踏まえた教育課程の編成の実施につい
て周知を図っていきます。また、教育課題の調査研究を行う
研究指定校の指定も行い、研究を進めます。

４－２１　特別支援学校教員の特
別支援学校教諭免許状保有率
４－２２　特別支援学校のセン
ター的機能を主として担当する分
掌・組織の設置率

４-（５）-⑯
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

子育て支援課
特別支援教育課

⑯　幼稚園、小・中学校及び高等学校等において、通常の学級担任をはじめ全教職員の障害の
理解促進、障害等へのアセスメントや学校・学級経営、関係機関との連携などのマネジメント能力
の向上、障害のある児童生徒への対応など、特別な教育的ニーズに応じた指導力を高めるた
め、研修の充実を図るとともに、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等においても障害児保
育に関する研修の充実を図ります。

・幼稚園等の特別支援教育コーディネーター研修会では、関
係機関との連携や発達障害のある園児の理解と指導、保護
者との関わりについて研修を行いました。また研修生の実践
レポートをもとに、特別支援アドバイザーを交えて協議を行
い、特別支援教育の理解を深めました。
・放課後児童支援員認定資格研修において、「障害のある
子どもの理解」「障害のある子どもの育成支援」をテーマに
研修を実施しました。
・放課後児童支援員等資質向上研修において、「発達障害
児等配慮を必要とする子どもへの支援」をテーマに研修を実
施しました。

・引き続き、総合教育センターの幼児教育アドバイザーや関
係機関と連携して、幼稚園等のニーズに応じた、指導力を高
めるための研修の充実を図っていきます。
・引き続き、放課後児童支援員認定資格研修において、「障
害のある子どもの理解」をテーマに実施します。
・引き続き、放課後児童支援員資質向上研修において、「発
達障害児など配慮を必要とする子どもへの支援」をテーマに
実施します。

４－２０　特別支援教育に関する
校内研修実施率

４-（５）-⑰
４障害のある子どもの療
育支援体制の充実

（５）障害のある子ども一人一
人が十分に教育を受けられる
ための取組の充実

障害福祉事業課

⑰　特別支援学校等への通学に関する状況を調査、把握し、あわせて、移動支援については、福
祉施策と教育施策との連携の在り方を検討します。

・教育庁が主催する医療的ケア課題検討会議において、全
国調査結果の分析や通学支援等について検討を行いまし
た。

・引き続き、医療的ケア課題検討会議等において、通学支援
等について検討を行います。

５-（１）-①
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

①　計画相談支援においては、相談支援専門員による利用者のニーズの抽出や継続的かつ定
期的なモニタリングの実施などが重要であり、サービス等利用計画が適切に作成・運用されるよ
う取り組みます。
　また、相談支援専門員一人が対応できる適正な利用者の数などを踏まえた十分な配置ができ
るよう、国に対して報酬の見直し等の措置を講じるよう強く求めます。

・相談支援従事者等への研修の実施により、サービス等利
用計画の適切な作成と運用に係る講義を行いました。
・計画相談支援事業所に対する報酬等の検証について、関
東甲信越地区障害福祉主管課長会議を通じて、国に対して
要望を行いました。

・引き続き、相談支援従事者等への研修を実施します。
・計画相談支援事業所に対する報酬等の検証について、引
き続き国に対して要望を行います。

５－１　計画相談支援従事者数

５-（１）-②
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

②　入所・入院している障害のある人やその家族のニーズに沿った情報提供ができるよう、地域
移行支援の利用を促進するとともに、自立生活援助などのサービスを活用した支援を推進しま
す。

・相談支援従事者等への研修の実施により、説明を行いまし
た。

・引き続き、相談支援従事者等への研修を実施します。

５-（１）-③
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

③　各市町村協議会が、地域共生社会の実現に向けて関係機関と連携し、地域の実情に合った
相談支援体制を構築できるよう、相談支援アドバイザーの派遣による助言や研修会の開催等に
より支援します。

・相談支援アドバイザーの派遣を10件行いました。 ・引き続き、相談支援アドバイザーを自立支援協議会等へ派
遣することにより、相談支援体制の整備等を支援します。 ５－４　千葉県相談支援アドバイ

ザー派遣事業
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

５-（１）-④
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

④　地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターの総合的・専門的な相談支
援、相談支援事業所に対する助言や人材育成、関係機関の連携などの役割と、計画相談支援事
業所、委託相談支援事業所の役割分担について、市町村と連携した研修会等の開催により情報
共有を図り、市町村における設置を支援するとともに、国に対して、基幹相談支援センターの運
営に十分な財源の確保を要望します。
　また、基幹相談支援センター等において地域の相談支援に関する指導的な役割を担うことがで
きる人材を養成するため、主任相談支援専門員研修を実施します。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、基幹
相談支援センターの整備等に関する情報提供を行いまし
た。
・地域の相談支援従事者への指導者を要請するため、市町
村からの推薦者に対する主任相談専門員研修を実施しまし
た。

・引き続き、基幹相談支援センターが未整備となっている市
町村に対して、情報提供等の必要な支援を行い、整備され
ている市町村に対しては、その機能の充実が図られるよう支
援します。
・引き続き、主任相談支援専門員研修を実施します。

５－２　特定相談支援事業所所在
知町村数
５－３　一般相談支援事業所所在
市町村数

５-（１）-⑤
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑤　介護支援専門員を対象とする障害福祉サービスに関する研修の実施、市町村における地域
包括支援センターと相談支援事業所との併設や連携、基幹相談支援センターの設置促進による
機能強化などを含め、地域共生社会の実現に向けた包括的な相談支援体制の充実に取り組み
ます。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、基幹
相談支援センターの整備等に関する情報提供を行いまし
た。

・引き続き、基幹相談支援センターが未整備となっている市
町村に対して、情報提供等の必要な支援を行い、整備され
ている市町村に対しては、その機能の充実が図られるよう支
援します。

５－５　基幹相談支援センター設
置市町村数

５-（１）-⑥
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑥　障害のある人の権利擁護を推進するため、意思決定支援ガイドラインを踏まえた利用者本位
の支援、計画相談に係るモニタリングの機会を活用した虐待の早期発見と市町村との連携の重
要性について、相談支援事業所に対する周知を図ります。

・相談支援従事者研修において「意思決定支援ガイドライン」
を配布し、周知・啓発を行いました。

・引き続き、相談支援従事者研修において「意思決定支援ガ
イドライン」を配布し、周知・啓発を行います。
・相談支援従事者に対する専門コース研修（意思決定支援）
を開催します。

５-（１）-⑦
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑦　意思疎通支援事業（市町村地域生活支援事業）の活用など、当事者団体や専門機関等と協
力して、視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、言語機能障害のある人、盲ろう者、失語症者など
コミュニケーションに障害のある人が相談支援を受けやすくなるための環境づくりに取り組みま
す。

・相談支援従事者等への研修の実施により、相談支援を受
けやすくするための環境づくりについて説明を行いました。

・引き続き、相談支援従事者等への研修を実施します。

５-（１）-⑧
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑧　発達障害のある人が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられるよう、千葉県発達障
害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所等のバックアップや専門性の高い人材の
養成を目的とした研修等を行うとともに、発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村に向
けた地域支援体制整備に係る研修や事業所の困難事例支援など、地域支援機能の強化等を行
います。

・県発達障害者支援センターにより、各種研修や講座等を開
催しました。
・発達障害者地域支援マネジャーよる企業等に対するコンサ
ルテーション等を実施しました。

・引き続き、県発達障害者支援センターによる研修・講座を
開催し、専門性の高い人材の養成に努めます。
・発達障害者地域支援マネジャーよる企業等に対するコンサ
ルテーション等を実施します。

５－６　発達障害者支援センター
相談件数
５－７　発達障害者支援センター
及び発達障害者地域支援マネ
ジャーの関係機関への助言件数
見込数
５－８　発達障害者支援センター
及び発達障害者地域支援マネ
ジャーの外部機関や地域住民へ
の研修、啓発件数見込数
５－９　発達障害者支援地域協議
会の開催回数

５-（１）-⑨
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害者福祉推進課

⑨　高次脳機能障害及びその関連障害のある人に対しては、４箇所の支援拠点機関を中心に、
高次脳機能障害に対する理解の普及・啓発を図るとともに、早期に専門的な相談支援につなが
るよう地域におけるネットワークの拡大・強化に取り組みます。

・千葉リハビリテーションセンター等4カ所を地域支援拠点拠
点として設置し、支援コーディネーターを中心に機能回復・社
会復帰に向けた訓練や相談支援ができるよう、体制整備を
進めました。

・支援拠点機関を中心に、相談支援の充実や関係機関との
連携を強化し、高次脳機能障害に対する理解の普及・啓発
を図り、地域におけるネットワークの拡大・強化に取り組みま
す。

５-（１）-⑩
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

健康福祉指導課

⑩　対象者や分野を越えた福祉の総合相談支援機関である中核地域生活支援センターを県内１
３箇所に設置し、制度の狭間にある人、複合的な課題を抱えた人、制度や社会の変化から生じる
新たな課題により生活不安を抱えた人及び広域的な調整が必要な人等、地域で生きづらさを抱
えた人を分野横断的に幅広く受け止めるアウトリーチ型、寄り添い型の相談支援を行います。

・対象者や相談内容を限定しない福祉の総合相談支援機関
である「中核地域生活支援センター」を県内13か所に設置
し、相談延件数74,653件の相談支援を実施しました。

・引き続き、対象者や分野を超えた相談支援を行えるよう、
中核地域生活支援センター安定的な運営に努めます。

５-（１）-⑪
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑪　様々な要因により地域社会や家族から孤立し、相談支援機関やサービスの利用につながっ
ていない障害のある人や障害が疑われる人、複合的な課題を抱える人等に対する理解の普及や
相談支援について、市町村、中核地域生活支援センター及び関係機関の連携支援に取り組みま
す。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、基幹
相談支援センター及び地域生活支援拠点等の整備に関す
る情報提供を行い、関係機関との連携や地域の体制づくり
に取り組みました。

・引き続き、基幹相談支援センター及び地域生活拠点等の
設置に向けた支援を行い、その役割についても周知を図っ
ていきます。

５-（１）-⑫
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

健康福祉指導課

⑫　矯正施設の出所・出院予定者のうち、高齢者や障害のある人など福祉的支援を要すると認
められる人を、保護観察所からの依頼により、出所・出院後直ちに必要な福祉サービスにつなげ
るため、地域生活定着支援センターを設置して、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認や、
受入先施設等のあっせん等を行います。
　また、受入施設へのフォローアップや出所・出院後の福祉サービスの利用に関して、本人やそ
の関係者からの相談に応じ、助言その他必要な支援を行います。

・地域の福祉関係機関と連携し、地域生活定着支援セン
ター開設後これまでに、障害のある人を含む対象者349人（4
年度新規26人）の支援に取り組みました。

・矯正施設を出所した障害のある人が安心して地域生活を
送ることができるよう、引き続き、地域生活定着支援センター
の安定的な運営に努めます。

５-（１）-⑬
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

健康福祉指導課

⑬　矯正施設の出所・出院予定者のうち、高齢や障害に限らず、社会復帰に当たり何らかの支援
を受けることが望ましいと思われる人に対して、矯正施設と中核地域生活支援センターが連携
し、出所・出院後から安定した地域生活を送ることができるよう、切れ目のない生活支援を行うた
めの体制づくりを進めます。

・中核地域生活支援センターと連携し、矯正施設の出所・出
院予定者計33人の支援に取り組みました。

・矯正施設の出所・出院者が安定した地域生活を送ることが
できるよう、引き続き、切れ目のない生活支援を行うための
体制づくりに努めます。

５-（１）-⑭
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（１）地域における相談支援体
制の充実

障害福祉事業課

⑭　障害のある人の経験や能力を生かすとともに社会参加を促進するため、ピアサポーターが支
援者へとキャリアアップできるよう研修を実施するとともに、就労へつながるよう関係機関に対す
るピアサポートの普及や環境づくりに努めます。

・令和4年度より、精神障害者に限定することなく、障害者ピ
アサポーター養成研修を開催しました。

・引き続き、障害者ピアサポーター養成研修を開催します。
・研修を修了した障害者ピアサポーターを就労に繋げるた
め、受講者の募集の段階から雇用を予定する事業者より受
講理由等を確認し、研修終了後の雇用に結びつく環境づくり
に努めます。

５-（２）-①
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（２）地域における相談支援従
事者研修の充実

障害福祉事業課

①　国の研修体系の見直しを踏まえ、相談支援専門員等の育成ビジョンを明確にした上で、各研
修を体系的に整理することにより、受講者の目的意識を高め、研修効果のより一層の向上を図り
ます。また、研修を効率的に実施するため、企画・運営の外部団体への委託等について検討しま
す。

・相談支援専門員等への研修について、現場での実践者等
との協議や検討を行い、効果的な研修づくりに取り組みまし
た。
・研修を実施する事業者の指定及び専門的な研修の外部委
託を行い、研修を開催しました。

・引き続き、相談支援専門員等への研修内容について、現
場での実践者等との協議や検討を行い、効果的な研修とな
うように努めます。
・研修を効率的に開催するため、研修を実施する事業者の
指定及び、専門的な研修の外部委託を行います。

５-（２）-②
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（２）地域における相談支援従
事者研修の充実

障害福祉事業課

②　全ての人が障害の特性に応じた相談支援が受けられるよう、専門コース別研修等により相談
支援専門員等の専門性の向上に取り組むとともに、主任相談支援専門員研修を実施し、地域の
相談支援における指導的立場にある相談支援専門員の確保に努めます。

・発達障害及び精神障害の専門コース別研修を委託により
実施しました。
・市町村より、地域での指導者となる人材を推薦いただき、
主任相談支援専門員研修を実施しました。

・引き続き、専門コース別研修を委託により実施します。
・引き続き、主任相談支援専門員研修を実施するとともに、
過去の研修修了者に県の研修講師として関わっていただく
などにより、地域の相談支援における指導者の育成に努め
ます。

５－１０　計画相談支援従事者数
５－１１　相談支援専門員の養成
数
５－１２　相談支援専門コース別
研修事業
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

５-（２）-③
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（２）地域における相談支援従
事者研修の充実

障害福祉事業課

③　障害のある人のニーズの多様化に対応するとともに、意思決定支援ガイドライン等を踏まえ
た利用者本位の相談支援が行われるよう、地域共生社会の実現に向けたソーシャルワークの担
い手として、相談支援専門員等の資質の向上に取り組みます。

・相談支援従事者研修において「意思決定支援ガイドライン」
を配布し、周知・啓発を行いました。

・引き続き、相談支援従事者研修において「意思決定支援ガ
イドライン」を配布し、周知・啓発を行います。
・相談支援従事者に対する専門コース研修（意思決定支援）
を開催します。

５-（２）-④
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（２）地域における相談支援従
事者研修の充実

障害福祉事業課

④　相談支援専門員と介護支援専門員とが相互に連携し、共通の理解の下で高齢期の障害の
ある人の支援に当たれるよう、介護支援専門員に対する研修の機会を確保し、両方の資格を有
する人材の拡大に努めます。

・相談支援専門員への研修により、介護支援専門員も含め
た受講者に対し、研修を実施しました。

・引き続き、相談支援専門員への研修を行い、介護支援専
門員を含めた受講生の人材育成に取り組んでいきます。

５-（２）-⑤
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（２）地域における相談支援従
事者研修の充実

障害福祉事業課

⑤　地域において安定的に相談支援体制を維持していくことのできる財源を確保することができ
るよう、国に対して報酬制度の見直し等十分な財政措置を講じるよう求めます。

・相談支援専門員の養成や報酬制度の見直しについて、関
東甲信越地区障害福祉主管課長会議等を通じて、国に対し
て要望を行いました。

・引き続き、相談支援専門員の養成や報酬制度の見直しに
ついて要望を行います。

５-（３）-①
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（３）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

①　医療的ケアを要する障害のある子ども等が適切な支援につながるように、地域における医
療・福祉資源に関する情報を、市町村や地域相談支援機関に提供・周知します。

・医療的ケア児等支援センターにおいて、市町村への助言
や情報提供を行うなど、地域の支援体制の構築を支援しま
した。

・引き続き、医療的ケア児等支援センターにおいて、市町村
への助言や情報提供を行うなど、地域の支援体制の構築を
支援します。

５-（３）-②
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（３）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

②　医療的ケアを要する障害のある子ども等への相談支援に従事する相談支援専門員のスキル
アップのため、関連分野の支援を調整するコーディネーターとしての育成研修を実施します。

・医療的ケア児等支援センターにおいて、医療的ケア児等
コーディネーター養成研修修了者を対象としたフォローアッ
プを実施しました。

・引き続き、医療的ケア児等支援センターにおいて、医療的
ケア児等コーディネーター養成研修修了者を対象としたフォ
ローアップを実施します。

５－１３　医療的ケア児等コーディ
ネーター養成研修の修了者数

５-（３）-③
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（３）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

③　障害の可能性が見込まれる子どもが適切な療育につながるよう、相談支援専門員と児童発
達支援センターや障害児等療育支援事業関係者、子ども・子育て支援事業における利用者支援
専門員、特別支援教育コーディネーターなどとの発達段階に応じた連携について、関係機関に働
きかけます。

・市町村の自立支援協議会等に出席するなどにより、基幹
相談支援センター及び地域生活支援拠点等の整備に関す
る情報提供を行い、関係機関との連携や地域の体制づくり
に取り組みました。
・事業者に対する集団指導において、関係機関との連携の
重要性について働きかけを行いました。

・引き続き、基幹相談支援センター及び地域生活拠点等の
設置に向けた支援を行い、その役割についても周知を図っ
ていきます。
・事業者に対する集団指導等を通じて、関係機関との連携に
ついて働きかけを行います。

５-（３）-④
５障害のある人の相談支
援体制の充実

（３）障害のある子どもと家族
への在宅支援機能の強化

障害福祉事業課

④　発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、身近な地域において一定水準の診療や
対応が可能となるよう、かかりつけ医等の養成の在り方について検討します。（再掲）

・医療機関を含む地域の事業者等のコンサルテーションを実
施しましたが、かかりつけ医等の養成の在り方検討は実施
できませんでした。

・かかりつけ医等の養成の在り方について検討を始めます。

６-（１）-①
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（１）就労支援・定着支援の体
制強化

障害福祉事業課
産業人材課

①　企業や公的機関、地域における、精神障害や発達障害等、障害の特性に応じた就労支援の
充実・強化を図ります。
　障害のある人の意思を尊重した働き方を実現するため、サービス等利用計画を作成する相談
支援事業所の充実や相談支援専門員の資質向上を図るとともに、障害者就業・生活支援セン
ターや地域障害者職業センターなどの関係機関と連携し、適時のアセスメントができる体制の充
実を図ります。
　障害のある人が安心して働き続けられるよう、就労先での労働条件等の権利擁護に関して、相
談支援体制の強化を図ります。

・障害者就業・生活支援センターに配置された企業支援員が
関係機関と連携し、障害特性に応じた環境整備や雇用管理
等の相談助言を行いました。
・サービス等利用計画を作成する相談支援専門員への研修
を開催し、資質の向上に努めました。
・県発達障害者支援センターによる企業等へのコンサル
テーションを実施しました。

・引き続き、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と
のさらなる連携により、障害特性に応じた就労支援の充実・
強化を図ります。
・引き続き、相談支援専門員の研修を開催し、資質の向上に
努めます。
・引き続き、県発達障害者支援センターによる企業等へのコ
ンサルテーションを実施していきます。

６-（１）-②
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（１）就労支援・定着支援の体
制強化

障害福祉事業課

②　一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の支援体制の充実や支援員の資質向上、
積極的な企業での実習や求職活動等の支援体制の強化を図ります。また、就労継続支援事業
所の工賃向上計画の有効性評価や各種研修を実施するなど支援体制の強化に努めます。
　特別支援学校をはじめとした教育機関、特例子会社や障害者雇用を進めている企業などと各
種支援機関との連携強化を図るためのネットワークの構築を進め、就労に向けた情報の共有を
進めます。

・就労移行支援事業所の支援体制の充実や支援員の資質
向上を図りました。また、就労継続支援事業所の工賃向上
計画の有効性評価や各種研修を実施するなど支援体制の
強化に努めました。

・引き続き、就労移行支援事業所の支援体制の充実や支援
員の資質向上を図りました。また、就労継続支援事業所の
工賃向上計画の有効性評価や各種研修を実施する等、支
援体制の強化に努めます。

６－１　福祉施設利用者の一般就
労への移行実績
６－２　就労移行支援事業の一般
就労への移行実績
６－３　就労継続支援Ａ型事業の
一般就労への移行実績
６－４　就労継続支援Ｂ型事業の
一般就労への移行実績
６－７　就労移行支援事業の利用
者数
６－８　就労移行支援事業及び就
労継続支援事業の利用者の一般
就労への移行者数
６－１１　福祉施設から公共職業
安定所へ誘導する福祉施設利用
者数
６－１２　福祉施設から障害者就
業・生活支援センターへ誘導する
福祉施設利用者数
６－１３　福祉施設利用者のうち
公共職業安定所の支援を受けて
就職する者の数

６-（１）-③
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（１）就労支援・定着支援の体
制強化

障害福祉事業課

③　就労定着を図るため、就労定着支援事業所と関係機関との連携などによる支援の好事例等
を周知し、就労定着支援事業所の支援の質の向上を図ります。
　また、障害のある人の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所の一層の充実とともに、
就労定着支援事業の実施事業所や障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援機関によ
る就職後の定着支援体制の充実を促進します。（再掲）

・障害のある人の一般就労を促進するため、就労移行支援
事業所の一層の充実とともに、就労定着支援事業の実施事
業所や障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援
機関による就職後の定着支援を実施しました。
・障害者就業・生活支援センター等の支援機関が企業等を
訪問するなどにより、障害者の就職後の定着支援を行いま
した。

・引き続き、障害のある人の一般就労を促進するため、就労
移行支援事業所の一層の充実とともに、就労定着支援事業
の実施事業所や障害者就業・生活支援センターをはじめと
する支援機関による就職後の定着支援体制の充実を図りま
す。
・引き続き、障害者就業・生活支援センター等の支援機関に
おける定着支援の充実に努めます。

６－５　一般就労へ移行する者の
うち、就労定着支援事業を利用す
る者の割合
６－６　就労定着支援事業所のう
ち、就労定着率が８割以上の事
業所の割合

６-（１）-④
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（１）就労支援・定着支援の体
制強化

産業人材課

④　県立障害者高等技術専門校において、障害のある人が就職に必要な知識・技能を習得し、
職業人として自立するために必要な職業訓練の充実を図ります。また、障害のある人が身近な地
域で職業訓練を受講できるよう、企業や社会福祉法人等の多様な委託先を活用し、就職に必要
な知識・技能の習得を図ることで障害のある人の雇用に向けた効果的な職業訓練の機会の確保
を推進します。

・県立障害者高等技術専門校のWebデザインやCADなどの6
つのコースにおいて、就職に必要な知識や技能の習得に向
けた職業訓練を実施しました。
・民間企業や社会福祉法人等の機関への委託により、障害
のある人の多様なニーズを踏まえ、パソコン技能や作業実
務等の職業訓練を実施しました。

・引き続き、県立障害者高等技術専門校や様々な委託先機
関を活用した職業訓練を実施し、障害のある人が必要な知
識や技能を習得して就職できるよう効果的な職業訓練機会
の確保に努めます。

６－９　障害者高等技術専門校の
就職率
６－１０　委託訓練受講者の就職
率
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

６-（１）-⑤
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（１）就労支援・定着支援の体
制強化

人事課
管財課
障害者福祉推進課
障害福祉事業課
産業人材課
建設・不動産業課
総務企画課
経営管理課
教育総務課
警務課

⑤ 民間企業における雇用及び職域が拡大するよう関係機関と連携して働きかけるほか、県内
公的機関における障害のある人の雇用を促進します。県において、障害者雇用促進法に定める
障害者活躍推進計画に基づき、職域開拓の取組を進め、職員として採用するとともに、その能力
や適性を十分発揮し、生きがいを持って働ける職場環境づくりのための取組を推進します。また、
入札参加資格の登録において、障害者雇用率達成企業に対し優遇措置を実施します。

・令和2年4月に「千葉県障害のある職員の活躍推進プラ
ン」、「千葉県警察における障害のある職員の活躍のための
推進計画」を作成し、本計画に基づき各取組を実施しまし
た。（計画期間令和2年4月1日～令和7年3月31日（5年間））
○推進体制
・障害者雇用推進連絡調整会議を開催しました。
・障害のある職員が参画する「障害者雇用推進のための職
場改善チーム」を設置し、会議を開催しました。
・障害のある職員を対象とした職場満足度等に関するアン
ケートを実施しました。
○職務の選定・創出
・配置及び担当可能な業務等を検討するため、職域調査を
実施しました。
○環境整備・人事管理
・令和4年6月現在、障害者実雇用率（法定雇用率）
　知事部局　3.03％(2.6%)、企業局　3.35%(2.6%)
　病院局　2.78%(2.6%)、教育委員会　2.38%(2.5%)
　警察本部　2.85%(2.6%)
・障害のある方を対象とした千葉県職員採用選考考査を実
施し、令和4年4月に7名採用しました。
・個々の職員の状況に応じ、職場における定期的な面談等
を通じた合理的配慮の提供等を行いました。
・物品等の入札参加資格の登録の際、入札参加業者資格審
査において、障害者雇用率達成企業に対する加点をしまし
た。
・障害者就業・生活支援センターに配置された企業支援員が
関係機関と連携し、障害特性に応じた環境整備や雇用管理
等の相談助言を行いました。

・「千葉県障害のある職員の活躍推進プラン」、「千葉県警察
における障害のある職員の活躍のための推進計画」に基づ
き、各取組を進めていきます。
○推進体制
・障害者雇用推進連絡調整会議を開催します。
・障害のある職員が参画する「障害者雇用推進のための職
場改善チーム」の会議を開催します。
・障害のある職員を対象としたアンケートを実施します。
○職務の選定・創出
・配置及び担当可能な業務等を検討するため、職域調査を
実施します。
○環境整備・人事管理
・法定雇用率を上回る計画的な採用に向けて、障害のある
方を対象とした千葉県職員採用選考考査の実施を検討しま
す。
・職場における定期的な面談等を通じた合理的配慮の提供
等を行います。
・今後も物品等の入札参加資格の登録の際、入札参加業者
資格審査において、障害者雇用率達成企業に対する加点を
行います。
・引き続き、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関
と連携し、民間企業における雇用促進及び職域拡大を図り
ます。
・引き続き、民間企業に対する、関係機関と連携した働きか
けのほか、県内公的機関における障害のある人の雇用を促
進します。県においては、障害者雇用促進法に定める障害
者活躍推進計画に基づき、職員として採用するなどの取組
を推進します。また、入札参加資格の登録において、障害者
雇用率達成企業に対し優遇措置を実施します。

６－１４　従業員４３．５以上規模
の企業で雇用される障害のある
人の数
６－１５　従業員４３．５人以上規
模の企業で雇用される精神障害
のある人の数
６－１６　障害者雇用率を達成し
た公的機関の割合

６-（２）-①
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（２）障害者就業・生活支援セ
ンターの運営強化

障害福祉事業課
産業人材課

①　障害者就業・生活支援センターを県内全圏域（１６箇所）に設置し、雇用、福祉、教育、医療等
の関係機関と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言、職業
訓練のあっせんなどを行い、精神障害や発達障害等、障害のある人の職業生活及び地域生活
の安定と福祉の向上を図ります。また、各障害者就業・生活支援センターの取組内容について随
時確認し、提供される支援の質の確保に努めます。

・障害者就業・生活支援センターを県内全圏域（16箇所）に
設置し、雇用、福祉、教育、医療等の関係機関と連携しなが
ら、指導・助言、職業訓練のあっせんなどを行い、障害のあ
る人の職業生活及び地域生活の安定と福祉の向上を図りま
した。また、各障害者就業・生活支援センターの取組内容に
ついて随時確認し、提供される支援の質の確保に努めまし
た。

・引き続き、障害者就業・生活支援センターにおいて、雇用、
福祉、教育、医療等の関係機関と連携した指導・助言、職業
訓練のあっせんなどを行い、障害のある人の職業生活及び
地域生活の安定と福祉の向上を図ります。また、各障害者
就業・生活支援センターの取組内容について随時確認し、提
供される支援の質の確保に努めます。

６－１７　障害者就業・生活支援
センター登録者の就職件数
６－１８　障害者就業・生活支援
センター登録者のうち精神障害の
ある人の就職者の職場定着率

６-（２）-②
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（２）障害者就業・生活支援セ
ンターの運営強化

障害福祉事業課

②　就労定着支援事業の円滑な実施を図るため、就労定着支援事業の実施事業所とその他の
支援機関や特別支援学校、市町村等、さらには支援員同士の横のネットワークを構築するなど、
関係機関のネットワークの強化を進めます。

・就労定着支援事業の円滑な実施のため、就労定着支援事
業の実施事業所とその他の支援機関や市町村等、関係機
関のネットワークの強化について検討しました。

・引き続き、就労定着支援事業の円滑な実施のため、就労
定着支援事業の実施事業所とその他の支援機関や市町村
等、関係機関のネットワークの強化について検討します。

６-（３）-①
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（３）障害のある人を雇用する
企業等への支援

障害福祉事業課
産業人材課

①　障害のある人への理解と雇用促進に取り組む企業等を応援するため、各障害保健福祉圏域
に配置した企業支援員が、障害のある人の能力を活用する工夫や職場において合理的配慮が
講じられるよう雇用管理上のアドバイスを行います。
　障害のある人が職場に定着し長く活躍できる体制が構築されるよう、雇用する企業向けの研修
や社内勉強会等の開催によりサポート力向上の支援を行います。
　就労定着支援事業については、障害者就業・生活支援センターや地域障害者職業センターな
どの関連機関の役割や機能と併せて、就労定着支援事業所と関係機関との連携などによる支援
の好事例等を企業に周知を図るとともに、積極的な活用を働きかけます。

・法定雇用率未達成企業等に対して、障害者雇用の理解促
進のためのセミナーや精神障害者等に対する支援方法等を
学ぶ研修等を実施しました。
・各障害保健福祉圏域に配置した企業支援員が、能力活用
の工夫や合理的配慮について、雇用管理上のアドバイスを
行いました。また、企業向けの研修や社内勉強会等の開催
によりサポート力向上の支援を行いました。さらに、就労定
着支援事業については、障害者就業・生活支援センターな
どの関連機関の役割や機能、就労定着支援事業所と関係
機関との連携など、その活用を働きかけました。

・引き続き、企業向けのセミナーや研修等を開催し、障害者
雇用促進に向けた支援を行います。
・引き続き、各障害保健福祉圏域に配置した企業支援員が、
能力活用の工夫や合理的配慮について、雇用管理上のアド
バイスを行います。また、企業向けの研修や社内勉強会等
の開催によりサポート力向上の支援を行います。さらに、就
労定着支援事業については、障害者就業・生活支援セン
ターなどの関連機関の役割や機能、就労定着支援事業所と
関係機関との連携など、その活用を働きかけます。

６－１９　企業支援員の支援企業
数
６－２０　従業員４３．５人以上規
模の企業で雇用される障害のあ
る人の数
６－２１　従業員４３．５人以上規
模の企業で雇用される精神障害
のある人の数

６-（３）-②
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（３）障害のある人を雇用する
企業等への支援

産業人材課

②　障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づくりに努め
ている企業等を千葉県障害者雇用優良事業所（通称「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」）とし
て認定し、その取組内容を県民に周知することで、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図
ります。認定された事業所は、ロゴマークを会社案内や名刺等に使用することができます。

・新たに認定した5事業所に対して認定証を交付するととも
に、各事業所の取組等について県ホームページに掲載し周
知を行いました。

・引き続き、障害者雇用に積極的に取り組んでいる事業所の
認定及び県ホームページでの広報により、障害者雇用の一
層の促進に努めます。

６-（４）-①
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（４）支援機関や関係機関の
ネットワークの構築及び情報
共有化

障害福祉事業課

①　就労を促進するための情報共有化を目的とした会議等の開催、支援者のスキル向上のため
の研修会等を実施し、障害保健福祉圏域ごとにハローワーク、就労支援施設、相談支援事業
所、特別支援学校、高等学校、医療機関等の地域の関係機関の連携・協力を促し就労支援ネッ
トワークを強化します。また、関係機関の連携強化を促す仕組み作りについて検討します。

・就労を促進するための情報共有を目的とした会議等、関係
機関の連携強化を促す仕組み作りについて検討しました。

・引き続き、就労を促進するための情報共有を目的とした会
議等、関係機関の連携強化を促す仕組み作りについて検討
します。 ６－２２　ネットワーク構築のため

の会議を開催した圏域数

６-（４）-②
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（４）支援機関や関係機関の
ネットワークの構築及び情報
共有化

障害福祉事業課

②　就労定着支援事業の円滑な実施を図るため、就労定着支援事業の実施事業所とその他の
支援機関や特別支援学校、市町村等、さらには支援員同士の横のネットワークを構築するなど、
関係機関のネットワークの強化を進めます。（再掲）

・就労定着支援事業の円滑な実施のため、就労定着支援事
業の実施事業所とその他の支援機関や市町村等、関係機
関のネットワークの強化について検討しました。

・引き続き、就労定着支援事業の円滑な実施のため、就労
定着支援事業の実施事業所とその他の支援機関や市町村
等、関係機関のネットワークの強化について検討します。

６-（５）-①
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（５）福祉施設等で生産活動・
福祉的就労を行う障害のある
人の賃金（工賃）向上への取
組の推進

障害福祉事業課

①　就労継続支援事業所への支援を通じ、作業内容の充実や施設外就労への取組など、福祉
的就労の一層の充実を促進します。就労継続支援事業所に対し、作業の種類の拡大も含めた事
業内容の充実、経営改善など、福祉的就労を行う障害のある人が働く力を十分発揮できる環境
づくりを通じた賃金（工賃）向上に資する支援を実施します。

・就労継続支援事業所への支援を通じ、福祉的就労の充実
を促進しました。就労継続支援事業所に対し、作業の種類
の拡大も含めた事業内容の充実、経営改善、賃金（工賃）向
上に資する支援を実施しました。

・引き続き、就労継続支援事業所への支援を通じ、福祉的就
労の充実を促進します。就労継続支援事業所に対し、作業
の種類の拡大も含めた事業内容の充実、経営改善、賃金
（工賃）向上に資する支援を実施します。

６－２３　就労継続支援Ｂ型事業
所の平均工賃月額

６-（５）-②
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（５）福祉施設等で生産活動・
福祉的就労を行う障害のある
人の賃金（工賃）向上への取
組の推進

障害福祉事業課

②　千葉県障害者就労事業振興センター等を通じて、農業に取り組む障害者就労施設等に対す
る情報提供、６次産業化支援等を通じて、農業分野での障害のある人の就労支援を推進します。

・千葉県障害者就労事業振興センター等を通じて、農業に取
り組む障害者就労施設等に対する情報提供、農業分野での
障害のある人の就労支援を推進しました。

・引き続き、千葉県障害者就労事業振興センター等を通じ
て、農業に取り組む障害者就労施設等に対する情報提供、
農業分野での障害のある人の就労支援を推進します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

６-（５）-③
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（５）福祉施設等で生産活動・
福祉的就労を行う障害のある
人の賃金（工賃）向上への取
組の推進

障害福祉事業課

③　障害者就労施設で提供できるサービスの内容が十分に周知されていないことから、千葉県障
害者就労事業振興センターを通じて、障害者就労施設等が提供できるサービスや製品を県、市
町村や民間部門へ先行事例等の紹介も記載したパンフレットなどを活用して周知するほか、同セ
ンターにおいて共同受注をするなどして、障害者就労施設等への発注の増加を促進します。

・千葉県障害者就労事業振興センターを通じて、障害者就
労施設等が提供できるサービスや製品や先行事例等の紹
介も記載したパンフレットなどを活用して県、市町村や民間
部門へ周知するほか、共同受注の取組みなどにより、障害
者就労施設等への発注の増加を促進しました。

・引き続き、千葉県障害者就労事業振興センターを通じて、
障害者就労施設等が提供できるサービスや製品や先行事
例等の紹介も記載したパンフレットなどを活用して県、市町
村や民間部門へ周知するほか、共同受注の取組みなどによ
り、障害者就労施設等への発注の増加を促進します。

６-（５）-④
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（５）福祉施設等で生産活動・
福祉的就労を行う障害のある
人の賃金（工賃）向上への取
組の推進

障害福祉事業課

④　官公需の更なる促進を図るため、障害者就労施設に対する地方自治法に基づく随意契約の
事務処理手続きをまとめたマニュアルによる周知を行い、制度の積極的な活用を促します。

・障害者就労施設に対する地方自治法に基づく随意契約の
事務処理手続きをまとめたマニュアルによる周知を行い、制
度の積極的な活用を促しました。

・引き続き、障害者就労施設に対する地方自治法に基づく随
意契約の事務処理手続きをまとめたマニュアルによる周知
を行い、制度の積極的な活用を促します。 ６－２５　県内官公需実績

６-（５）-⑤
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（５）福祉施設等で生産活動・
福祉的就労を行う障害のある
人の賃金（工賃）向上への取
組の推進

障害福祉事業課

⑤　就労継続支援Ａ型事業所について、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に
相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になることとした基準を満たしていない場合
は、条例の規定に基づき、経営改善計画の作成を指示します。また、計画に基づく経営改善が着
実に実施されるよう、千葉県障害者就労事業振興センターと連携した実地指導を行うなど、提供
されるサービスの内容に課題がないか確認し、利用者に提供されるサービスの質の向上に努め
ます。さらに、関係機関と連携した研修や情報提供等を実施してサービスの質の向上を図りま
す。

・生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相
当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になることと
した基準を満たしていない場合は、経営改善計画の作成を
指示することとしていました。また、計画に基づく経営改善が
着実に実施されるよう、千葉県障害者就労事業振興セン
ターと連携した実地指導を行うなど、利用者に提供される
サービスの質の向上に努めることとしておりました。

・引き続き、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除し
た額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上に
なることとした基準を満たしていない場合は、経営改善計画
の作成を指示します。また、計画に基づく経営改善が着実に
実施されるよう、千葉県障害者就労事業振興センターと連携
した実地指導を行うなど、利用者に提供されるサービスの質
の向上に努めます。

６－２４　就労継続支援Ａ型事業
所が条例の基準を満たしている
割合

６-（６）-①
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（６）障害のある人の自らの価
値観に基づいた働き方の選択
を尊重した支援

障害福祉事業課

①　障害のある人が働く際に、経済的自立のほか、障害のある人が自らの価値観に基づく「働き
方」や「生き方」を追求し、多様な働き方の選択が尊重されるように支援を行い、安心して継続して
働ける環境づくりに努めます。
　障害のある人の相談を受ける際や、サービス等利用計画及び個別支援計画を作成する際に
は、支援会議やモニタリングを通じて本人の希望を丁寧に確認し、希望が実現されるよう配慮す
ることを支援機関等に周知徹底します。

・障害のある人が、安心して継続して働けるように努めまし
た。また、障害のある人の相談を受ける際や、サービス等利
用計画及び個別支援計画を作成する際には、支援会議やモ
ニタリングを通じて本人の希望を丁寧に確認し、希望が実現
されるよう配慮することを支援機関等に周知徹底しました。
事業所に対する監査指導において、適正に行うよう指導を
行いました。

・引き続き、障害のある人が、安心して継続して働けるように
努めます。また、障害のある人の相談を受ける際や、サービ
ス等利用計画及び個別支援計画を作成する際には、支援会
議やモニタリングを通じて本人の希望を丁寧に確認し、希望
が実現されるよう配慮することを支援機関等に周知徹底しま
す。引き続き事業所に対する監査指導において、適正に行う
よう指導を行います。

６-（６）-②
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（６）障害のある人の自らの価
値観に基づいた働き方の選択
を尊重した支援

障害福祉事業課

②　就労継続支援Ｂ型事業所については、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、地域での活躍
の場を広げる取組を進める事業所に対する報酬上の評価が適切に行われるよう、必要に応じて
国への要望を検討します。

・就労継続支援B型事業所については、利用者の多様な働く
意欲に応えつつ、地域での活躍の場を広げる取組を進める
事業所に対する報酬上の評価が適切に行われるよう、国の
動向を注視しました。

・引き続き、就労継続支援B型事業所については、利用者の
多様な働く意欲に応えつつ、地域での活躍の場を広げる取
組を進める事業所に対する報酬上の評価が適切に行われ
るよう、必要に応じて国への要望を検討します。

６-（６）-③
６障害のある人の一般就
労の促進と福祉的就労
の充実

（６）障害のある人の自らの価
値観に基づいた働き方の選択
を尊重した支援

障害福祉事業課
産業人材課

③　重度障害のある人等に対する通勤や職場等における支援を促進するため、企業や市町村に
対して、雇用施策と福祉施策が連携した国の支援制度の活用を働きかけます。

・障害のある人を雇用する際に活用できる国の助成金制度
等を掲載したリーフレットを企業等に配布するとともに、県
ホームページに掲載し、周知を行いました。

・引き続き、様々な機会を捉えて周知し、国の支援制度の活
用を働きかけます。

７-（１）-①
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（１）地域の支援施設等のみで
は支援が困難な障害に対する
支援の推進

障害福祉事業課

①　発達障害のある人が可能な限り身近な地域で必要な支援が受けられるよう、千葉県発達障
害者支援センター（ＣＡＳ）を拠点として、市町村・事業所等のバックアップや専門性の高い人材の
養成を目的とした研修等を行うとともに、発達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村に向
けた地域支援体制整備に係る研修や事業所の困難事例支援など、地域支援機能の強化等を行
います。（再掲）

・県発達障害者支援センターにより、各種研修や講座等を開
催しました。
・発達障害者地域支援マネジャーによる企業等に対するコン
サルテーション等を実施しました。

・引き続き、県発達障害者支援センターによる研修・講座を
開催し、専門性の高い人材の養成に努めます。
・発達障害者地域支援マネジャーによる企業等に対するコン
サルテーション等を実施します。

７－１　発達障害者支援地域協議
会の開催回数
７－２　発達障害者支援センター
及び発達障害者地域支援マネ
ジャーの関係機関への助言件数
見込数
７－３　発達障害者支援センター
及び発達障害者地域支援マネ
ジャーの外部機関や地域住民へ
の研修、啓発件数見込数
７－４　発達障害者支援センター
運営事業

７-（１）-②
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（１）地域の支援施設等のみで
は支援が困難な障害に対する
支援の推進

障害福祉事業課

②　発達障害やその疑いのある子どもを育てる親が安心して子育てができるよう、発達障害のあ
る子どもを育てた経験のある親を世代が偏らないように留意しながらペアレントメンターとして登
録し、千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）と連携して、親の会などの場で相談・助言を行いま
す。あわせて、ペアレントメンターの周知を図ります。
　また、ペアレントメンターに対してのフォローアップ研修会の開催や家族とペアレントメンターを
結び付けるペアレントメンターコーディネーターを配置し、発達障害のある子どもを持つ親への支
援を実施します。（再掲）

・県発達障害者支援センターにより、ペアレントメンターの養
成研修及び登録を行いました。
・相談を希望する保護者とペアレントメンターを適切に結び
つけるコーディネーターによる支援を実施しました。

・引き続き、県発達障害者支援センターによるペアレントメン
ターの養成研修の開催や登録を行うとともに、相談を希望す
る保護者とペアレントメンターのコーディネートを実施しま
す。

７－５　ペアレントトレーニングや
ペアレントプログラム等の支援プ
ログラム等の受講者数
７－６　ペアレントメンターの登録
者数
７－７　ピアサポートの活動への
参加人数

７-（１）-③
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（１）地域の支援施設等のみで
は支援が困難な障害に対する
支援の推進

障害者福祉推進課

③　高次脳機能障害及びその関連障害のある人に対する支援については、各支援拠点機関を
中心に、高次脳機能障害に対する普及啓発を行い、早期に専門的な相談支援・訓練につながる
ようにするとともに、支援者の育成や地域連携の拡大・強化に取り組みます。また、地域生活の
安定や就労定着につながるよう、支援の方法等について検討します。

・千葉リハビリテーションセンター等4カ所を地域支援拠点拠
点として支援コーディネーターの研鑽を行うとともに、コー
ディネーターを中心に機能回復や社会復帰に向けた訓練、
相談支援に取り組みました。

・高次脳機能障害に対する普及啓発を行い、早期に専門的
な相談支援や訓練につながるよう努めるとともに、地域の支
援者の養成に取り組みます。

７-（２）-①
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（２）通所サービスだけでは支
援が困難な障害に対する支援
の推進

障害福祉事業課

①　地域で生活する重症心身障害の状態にある人等が、専門性を備えた施設で短期入所等の
サービスを利用できるようにすることは、家族等を支援する上でも重要です。事業者によるこれら
のサービスの提供を促進するため、福祉型短期入所事業所に対して、国の制度にはない報酬加
算を引き続き実施するなど、必要なときに十分に利用できるサービス提供体制の整備に努めると
ともに、制度の拡充等を検討します。

・地域で生活する重症心身障害の状態にある人等が、専門
性を備えた福祉型短期入所事業所を利用しやすくなるような
制度を引き続き実施しました。

・引き続き、地域で生活する重症心身障害の状態にある人
等が、専門性を備えた福祉型短期入所事業所をより利用し
やすくなるような制度の拡充等を検討します。

７-（２）-②
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（２）通所サービスだけでは支
援が困難な障害に対する支援
の推進

障害福祉事業課

②　医療的ケアが必要な障害のある人の在宅での暮らしを支援するため、市町村の支援状況の
実態把握に努めるとともに、医療分野等との連携を含めた支援体制の整備等を行えるよう市町
村協議会への支援に取り組みます。

・医療分野等との連携を含めた支援体制の整備等を行える
ような市町村協議会への支援について検討しました。

・引き続き、医療分野等との連携を含めた支援体制の整備
等を行えるような市町村協議会への支援について検討しま
す。

７-（３）-①
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（３）重度・重複障害のある人
の負担軽減の推進

障害者福祉推進課

①　重度心身障害のある人の医療費については、引き続き、市町村が実施する助成制度に対し
て補助を行うとともに、全国統一の公費負担医療制度を創設するよう国に要望していきます。

・本県の制度において、令和2年8月から精神障害者への対
象拡大を実施しました。
・令和4年度も、市町村に対し、補助を行いました。
・他県と連携して国への要望を実施しました。

・令和5年度も、市町村に対し、補助を行います。
・他県と連携して国への要望を実施します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

７-（４）-①
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（４）ひきこもりに関する支援の
推進

障害者福祉推進課

①　ひきこもり地域支援センターにおいて、相談対応とアウトリーチ型の支援を充実するとともに、
地域の支援者を対象とした研修の開催や同行訪問などにより市町村等との連携強化を図りま
す。また、「千葉県就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」や「千葉県子ども・若者育成支援
協議会」等を通じて、関係機関の連携体制の構築を図ります。

・ひきこもり地域支援センターにおいて、電話相談、面接等
の支援を行いました。また、「千葉県就職氷河期世代活躍支
援プラットフォーム」や「千葉県子ども・若者育成支援協議
会」等を通じて、関係機関の連携体制の構築を図りました。
その他、市町村担当者研修及び、ひきこもりサポーター養成
研修を開催し、市町村における支援体制の構築の後方支援
を行いました。

・ひきこもり地域支援センターにおいて、相談対応を行うとと
もに、市町村担当者研修及びひきこもりサポーターの養成研
修を開催し、市町村における支援体制の構築の後方支援を
行います。また、「千葉県就職氷河期世代活躍支援プラット
フォーム」や「千葉県子ども・若者育成支援協議会」等を通じ
て、関係機関の連携体制の構築を図ります。

７-（４）-②
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（４）ひきこもりに関する支援の
推進

県民生活課

②　「千葉県子ども・若者総合相談センター」（愛称：ライトハウスちば）において、ひきこもりの若
者やその保護者等の相談（電話・面接）に対応します。

・907件のひきこもりに関する相談を受理し、必要な助言や専
門支援機関の紹介を行いました。

・引き続き、千葉県子ども・若者総合相談センターにおいて、
電話相談、面接相談、オンライン相談、若者を対象とした支
援プログラムのほか、保護者向け勉強会等を実施します。
・ひきこもりを含め子ども・若者やその家族等からの様々な
相談に対応し、必要な助言や専門支援機関の紹介を行いま
す。

７-（４）-③
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（４）ひきこもりに関する支援の
推進

障害者福祉推進課

③　市町村におけるひきこもり相談窓口や市町村プラットフォームの設置・運営状況を把握すると
ともに、それらの取組の意義や目的についての理解促進に努めます。

・「市町村ひきこもり支援担当者会議」を開催し、各市町村の
ひきこもり支援の窓口や市町村プラットフォームの設置状況
を把握しました。また、会議の中で、それらの状況を共有す
るとともに、取組の意義や目的についての理解促進のため、
厚生労働省担当者からの説明や、各市町村からの報告を行
いました。

・市町村のひきこもり支援担当者会議を開催し、相談窓口や
市町村プラットフォームの設置状況を把握し、それらの取組
の意義や目的についての理解促進に努めます。

７-（５）-①
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（５）矯正施設からの出所者等
に対する支援の推進

健康福祉指導課

①　矯正施設の出所・出院予定者のうち、高齢者や障害のある人など福祉的支援を要すると認
められる人を、保護観察所からの依頼により、出所・出院後直ちに必要な福祉サービスにつなげ
るため、地域生活定着支援センターを設置して、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認や、
受入先施設等のあっせん等を行います。
　また、受入施設へのフォローアップや出所・出院後の福祉サービスの利用に関して、本人やそ
の関係者からの相談に応じ、助言その他必要な支援を行います。（再掲）

・地域の福祉関係機関と連携し、地域生活定着支援セン
ター開設後これまでに、障害のある人を含む対象者349人（4
年度新規26人）の支援に取り組みました。

・矯正施設を出所した障害のある人が安心して地域生活を
送ることができるよう、引き続き地域生活定着支援センター
の安定的な運営に努めます。

７-（５）-②
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（５）矯正施設からの出所者等
に対する支援の推進

健康福祉指導課

②　矯正施設の出所・出院予定者のうち、高齢や障害に限らず、社会復帰に当たり何らかの支援
を受けることが望ましいと思われる人に対して、矯正施設と中核地域生活支援センターが連携
し、出所・出院後から安定した地域生活を送ることができるよう、切れ目のない生活支援を行うた
めの体制づくりを進めます。（再掲）

・中核地域生活支援センターと連携し、矯正施設の出所・出
院予定者計33人の支援に取り組みました。

・矯正施設の出所・出院者が安定した地域生活を送ることが
できるよう、引き続き切れ目のない生活支援を行うための体
制づくりに努めます。

７-（５）-③
７障害のある人一人ひと
りに着目した支援の充実

（５）矯正施設からの出所者等
に対する支援の推進

障害者福祉推進課

③　医療観察法の対象者に対する支援について、保護観察所等の関係機関と連携の下、社会復
帰できるよう支援を行います。

・保護観察所主催の会議に参加し、関係機関と連携のもと
医療観察法の対象者に対する支援を行いました。

・引き続き、保護観察所主催の会議等に参加し、関係機関と
連携のもと医療観察法の対象者に対する支援を行います。

８-（１）-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（１）人材の確保・定着
健康福祉指導課
障害福祉事業課

①　福祉・介護人材について、障害のある人のニーズ、障害特性に応じたサービスが提供できる
体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の人材養成に努め、必要とな
る人材の確保を図るとともに、資質向上に努めます。
　障害のある人に対するホームヘルパーの人材を育成するため、ホームヘルパーとして従事する
ために必要な介護職員初任者研修を行う事業所を指定するとともに、障害特性に応じた介護者
の養成研修及びスキルアップ研修を推進して、利用者のニーズに応えられる人材の確保に努め
ます。
　また、社会福祉士及び介護福祉士について、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会では、養成
施設に通う学生に対する修学資金の貸付けや、離職した介護人材に対し再就職準備金の貸付け
を行うとともに、千葉県福祉人材センターでは、福祉施設での就職を希望する人に無料で職業を
紹介する福祉人材バンク事業を引き続き実施し、人材確保に努めます。

・県が指定した事業者による研修により人材の確保及び支
援の質の向上を図りました。
・初任者研修を行う事業者　95事業者指定
・認知症介護実践研修受講修了者数
　基礎研修　692人
　実践者研修　232人
　リーダー研修　38人
・認知症対応型サービス事業管理者等研修受講修了者数
　管理者等研修　117人
・認知症介護指導者養成研修受講者数　1人
・喀痰吸引等指導者養成研修　27人
・修学資金新規貸貸付人数　230人
・福祉人材センターの紹介・斡旋による就職者　55人
・県が指定した事業者による重度訪問介護従事者及び強度
行動障害支援者等への養成研修の実施により、支援者の
資質向上を図りました。

・引き続き、県が指定した事業者による研修により人材の確
保及び支援の質の向上を図ります。
・引き続き、同様の事業を行い、介護人材の確保・定着及び
介護職員の資質の向上に取り組んでいきます。
・引き続き、県が指定した事業者による介護従事者及び支援
者への研修を開催し、支援者の資質の向上を図ります。

８－１　重度訪問介護従事者の養
成
８－２　同行援護従事者の養成
８－３　強度行動障害支援者の養
成
８－４　サービス管理責任者の養
成
８－６　福祉・介護人材確保対策
事業の事業数

８-（１）-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（１）人材の確保・定着 健康福祉指導課

②　福祉の人材の定着・離職防止を図るため、福祉・介護人材確保定着事業（メンタルヘルスサ
ポート事業）で行う、介護職員等の抱える業務上の悩みなどに対するアドバイザーによる相談窓
口の紹介等について、今後も当該事業の積極的な活用を図ります。

・メンタルヘルス相談件数　424件
・中堅管理者向け労務研修参加者数　21人

・福祉・介護人材の定着を図るため、引き続き同様の事業を
実施していきます。

８-（１）-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（１）人材の確保・定着 健康福祉指導課

③　地域の実情に合った福祉・介護人材の確保・定着対策を効果的に実施するため、引き続き、
県・市町村をはじめ、社会福祉施設・事業所、教育機関等で構成する「千葉県福祉人材確保・定
着地域推進協議会」を設置するとともに、研修や合同面接会の実施への助成を行います。

・県内12地域の千葉県福祉人材確保・定着地域推進協議会
を開催して意見交換を実施し、地域の課題等の実態把握を
行うとともに、今後の施策等について検討を行いました。
・また、介護人材の確保・定着に向けて様々な取組を実施し
ました。
例）介護人材キャリアアップ研修支援事業
　　42事業　1,797人

・引き続き、同様の事業を実施し、介護人材の確保・定着に
向けて様々な取組を実施していきます。

８-（１）-④
８様々な視点から取り組
むべき事項

（１）人材の確保・定着 医療整備課

④　医師・看護職員の人材の確保について、養成力の強化、県内就業への誘導、離職防止、再
就業の促進等、様々な側面から対策を講じます。
　また、医師確保については、公益社団法人千葉県医師会、県内大学及び臨床研修病院等が設
立した特定非営利活動法人千葉医師研修支援ネットワーク等と連携して「千葉県医師キャリア
アップ・就職支援センター」を設置・運営し、また、看護職員確保については、公益財団法人千葉
県看護協会に委託して「千葉県ナースセンター」を運営することで、医師や看護職員に対する無
料職業紹介や研修を提供するなど、対策の実施に当たっては、関係機関と積極的に連携します。

【医師確保】
・医師修学資金の新規貸付者数58名
・千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター事業として、
医学生や医師のキャリア形成支援を目的としたセミナー等
の開催、医学生等からの就業等に係る相談対応、医師確保
対策等の情報発信等を実施
【看護職員確保】
①離職時等の看護職からナースセンターへの届出数：961
②講習会の参加者数：393
③出張相談の相談者数：117

【医師確保】
・医師修学資金の新規貸付者の枠数(63名)を継続
・千葉県医師キャリアアップ・就職支援センターの各種事業
を継続
【看護職員確保】
引き続き再就業講習会への参加や出張相談等の啓発を行
い、ナースセンター事業を推進していきます。

８－５　医師及び看護師の確保定
着

８-（１）-⑤
８様々な視点から取り組
むべき事項

（１）人材の確保・定着 健康づくり支援課

⑤　地域リハビリテーションを推進するため、リハビリテーション専門職等を対象に、多様な関係
機関の調整ができる人材の育成を引き続き実施します。

・県リハビリテーション支援センターにおいて、実務者研修会
を実施するとともに、地域リハビリテーション広域支援セン
ターにおいて、各種研修会を実施し、地域リハビリテーション
に係る人材の育成に取り組みました。

・引き続き、県リハビリテーション支援センターと連携し、地域
における適切なリハビリテーションを提供するためのコーディ
ネート力を有する人材の育成に取り組みます。
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施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

８-（１）-⑥
８様々な視点から取り組
むべき事項

（１）人材の確保・定着 障害福祉事業課

⑥　福祉・介護人材の確保・定着のため、職員等の処遇改善について、事業所の運営実態を踏
まえた検証を行い、所要の措置を講じるよう国へ要望していきます。
　また、処遇改善加算等の取得の促進を図るため、制度の説明に努めます。

・職員等の処遇改善について、国に対して要望を行いまし
た。
・事業者に対する集団指導において、処遇改善加算等の説
明を行い、活用について働きかけを行いました。

・引き続き、相談支援専門員の養成や報酬制度の見直しに
ついて要望を行います。
・事業者に対する集団指導等を通じて、職員等の処遇改善
について働きかけを行います。

８-（２）-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（２）高齢期に向けた支援
高齢者福祉課
障害福祉事業課

①　高齢期の障害のある人が、障害の特性に応じサービスを円滑に利用できるよう、共生型サー
ビス事業所の設置促進に努めます。
　また、在宅診療を支えるかかりつけ医や、居宅サービス計画を作成する介護支援専門員と、障
害福祉サービスの利用計画を作成する相談支援専門員との連携を強化するため、障害福祉と高
齢者福祉の垣根を越えたトータルサポート体制づくりや適切な医療サービスを提供できる体制づ
くりなどに取り組みます。

・千葉県の介護支援専門員法定研修において、障害福祉分
野で起こっている課題についても研修内容に取り入れるな
ど、障害福祉と高齢者福祉との連携の強化を図りました。
・自立支援給付と介護保険制度との適用関係について、市
町村に対する助言指導等により制度の適正な運用について
周知を図りました。

・引き続き、研修の場を検討・調整していきます。
・市町村の自立支援協議会等において、障害福祉と高齢者
福祉との連携体制について協議していくよう働きかけを行い
ます。

８-（２）-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（２）高齢期に向けた支援
障害者福祉推進課
障害福祉事業課

②　国に対して、高齢期の障害のある人が住みやすい住宅等の研究を行うこと、居宅のバリアフ
リー工事に対する補助制度の創設及び高齢期の障害特性に合わせた設備基準の設定など、各
種の機会を通じて提案・要望活動を行います。

・国に対して、高齢期の障害のある人が住みやすい住宅等
の研究や補助制度の創設、設備基準の設定など、各種の機
会を通じた提案・要望活動について検討しました。

・引き続き、国に対して、高齢期の障害のある人が住みやす
い住宅等の研究や補助制度の創設、設備基準の設定など、
各種の機会を通じた提案・要望活動を行うこととします。

８-（２）-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（２）高齢期に向けた支援
高齢者福祉課
障害福祉事業課

③　障害のある人が高齢期を迎えると、医療的ケアや日中活動のニーズも若年層とは大きく異な
ることから、グループホームの住まいとしての機能やサービス提供の在り方について検討します。
また、障害のある人が高齢期を迎えても、引き続き同一の事業所でサービスを受けられるよう、
共生型サービス事業所の増加に向けた普及啓発に努めます。

・全介護保険サービス事業所を対象とした集団指導におい
て、共生型サービスの内容や報酬算定要件などの資料を千
葉県ホームページに掲載し、支援を行いました。
・障害のある人の高齢期に対応したグループホームの機能
やサービス提供等について検討しました。また、高齢期を迎
えても、引き続き同一の事業所でサービスを受けられるよ
う、共生型事業所の増加に向けた普及啓発について検討し
ました。

・引き続き、障害のある人の高齢期に対応したグループホー
ムの機能やサービス提供等について検討します。また、高
齢期を迎えても、引き続き同一の事業所でサービスを受けら
れるよう、共生型事業所の増加に向けた普及啓発について
検討します。

８-（２）-④
８様々な視点から取り組
むべき事項

（２）高齢期に向けた支援 障害福祉事業課

④　医療機関との連携強化や入所施設のバックアップ機能の活用を図ります。その他、高齢期を
迎えた障害のある人の抱える、健康の維持や意欲の向上などの課題について、県として対応す
べきことを整理し、検討していきます。

・医療機関との連携強化や入所施設のバックアップ機能の
活用、高齢期を迎えた障害のある人の抱える、健康や意欲
などの課題について、県として対応すべきことを整理し、検
討することとしていました。

・引き続き、医療機関との連携強化や入所施設のバックアッ
プ機能の活用、高齢期を迎えた障害のある人の抱える、健
康や意欲などの課題について、県として対応すべきことを整
理し、検討することとします。

８-（３）-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害福祉事業課

①　発達障害の診断や治療ができる専門病院や専門医師の確保に努めます。 ・県発達障害者支援センターにより、医療従事者への研修
や意見交換会を開催しました。
・発達障害者地域支援マネジャーによる医療機関に対する
コンサルテーション等を実施しました。

・引き続き、県発達障害者支援センターによる研修及び意見
交換会を開催します。
・発達障害者地域支援マネジャーによる医療機関に対する
コンサルテーション等を実施します。

８-（３）-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害福祉事業課

②　地域の訪問看護事業所と居宅介護（ホームヘルプ）事業所、医療機関、福祉施設・事業所等
及び県・市町村等の相談窓口との連携を図り、医療的ケアが必要な障害児（者）が安心して在宅
で暮らしていくことができるよう支援の方策を検討します。

・喀痰吸引等の医療的ケアを行う事業所の指定業務におい
て、緊急時の対応等のヒアリングを行うなどにより、適切に
指定を行いました。

・引き続き、喀痰吸引等の医療的ケアを行う事業所の指定を
適切に行います。
・市町村の自立支援協議会等において、医療的ケアが必要
な障害児（者）への在宅支援について協議していくよう働き
かけを行います。

８-（３）-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害福祉事業課

③　医療法人の空きベッドを活用したショートステイ事業の推進について、市町村や医師会等の
関係機関を通じて制度の周知を図るとともに、事業実施を働きかけ、地域の医療機関でのショー
トステイ事業を推進します。また、国所管の医療法人が運営する医療機関における同様の取組に
ついても、国に働きかけます。

・医療法人の空きベッドを活用したショートステイ事業の推進
について、市町村や医師会等の関係機関を通じて制度の周
知を図ることとしました。また、国所管の法人が運営する医
療機関における同様の取組についても、国に働きかけること
としました。

・引き続き、空きベッドを活用したショートステイ事業の推進
について、市町村や医師会等の関係機関を通じて制度の周
知を図ることとします。また、国所管の法人が運営する医療
機関における同様の取組についても、機会をとらえて国に働
きかけます。

８-（３）-④
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害者福祉推進課

④　医療費負担の軽減として、身体障害のある人に対する更生医療費の給付、精神障害のある
人に対する通院医療費の給付、身体障害のある子どもに対する育成医療費の給付を引き続き行
います。また、「重度心身障害者（児）医療給付改善事業」については、従来の身体障害者手帳１
級、２級いずれかの手帳所持者、療育手帳Ａ、Ⓐいずれかの手帳所持者に加え、令和２年８月か
ら精神障害者保健福祉手帳１級所持者を制度の対象に加えており、引き続き制度の円滑な運用
に努めます。

・令和4年度も更生医療等について給付を行いました。 ・引き続き、更生医療等について適切な給付に努めます。

８-（３）-⑤
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害者福祉推進課

⑤　障害のある人と医療関係者が円滑にコミュニケーションを取り、障害のある人が適切な医療
を受けられるようにサポートするため、既往症、投薬、コミュニケーションの取り方等を記載した
「受診サポート手帳」の普及を図るとともに、医療機関と障害のある人の団体との連携体制づくり
をサポートします。

・「受診サポート手帳」を各市町村や特別支援学校・特別支
援学級の児童・生徒に配布しました。
・「受診サポートセミナー」については、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、中止としました。

・引き続き、「受診サポート手帳」の作成・配布と、「受診サ
ポートセミナー」の開催等を通じた普及に努めます。

８-（３）-⑥
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 疾病対策課

⑥　難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、各市町村、社会福祉関係者
において、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮して実施されるよう理解と協力の促進を図り
ます。市町村と連携し、難病患者等のニーズを踏まえた障害福祉サービスの利用促進を図りま
す。
　難病患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに
対応した相談や支援ができるよう、引き続き地域難病相談支援センターや難病診療連携拠点病
院・協力病院等との連携を推進し、地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援
や患者・家族間の交流の促進、難病への理解促進等に取り組みます。また、保健所において、保
健師による訪問相談、医師、看護師、理学療法士等による医療相談や訪問指導等を引き続き、
実施します。

・総合難病相談支援センター及び県内8か所の地域難病相
談支援センターを拠点として、難病患者等の就労支援や療
養上の相談、研修会等を実施しました。新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点から見合わせた事業もありま
したが、オンライン等を活用するなど工夫して事業実を実施
しました。
・保健所においても、保健師等による個別相談や研修会等
を実施しました。

・引き続き、必要な支援が実施できるよう取り組みます。

８-（３）-⑦
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 疾病対策課

⑦　難病患者に対し、総合的な支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上
の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質
の向上を図ります。

・県内14医療機関を拠点とし、在宅難病患者が一時的に在
宅で介護等を受けるのが困難になった場合に、一時入院を
することが可能な病床を確保しました。
・病状等の理由で移送が困難な患者に対して、県と契約を結
んだ訪問看護事業所より訪問看護師を派遣する在宅レスパ
イト事業を開始しました。

・令和5年度は昨年より2医療機関増やし、県内16の医療機
関において一時入院可能な病床を確保します。
・引き続き在宅レスパイト事業を実施し、より活用が進むよう
取り組みます。

８-（３）-⑧
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 疾病対策課

⑧　難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、
医療費助成を行います。

・令和5年3月末の認定患者数は40,157人であり、対象患者
の医療費に対する公費助成を実施しました。

・難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者
の医療費の負担軽減を図るため、引き続き医療費助成を行
います。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

８-（３）-⑨
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 疾病対策課

⑨　長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危機が及ぶおそれがある疾病であって、療養
のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児
家庭の医療費の負担軽減を図るため、小児慢性特定疾病医療費の助成を行います。

・令和5年3月末の認定患者数は2,802人であり、対象患者の
医療費に対する公費助成を実施しました。

・健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭
の医療費の負担軽減を図るため、引き続き小児慢性特定疾
病医療費の助成を行います。

８-（３）-⑩
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 疾病対策課

⑩　幼少期から慢性疾病に罹患していることで社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上で
の自立が阻害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生
活への自立促進を図る取組を行います。

・保健所では新型コロナウイルス感染対策を講じながらの訪
問、面接等個別支援の実施、オンライン講演会・交流会の開
催、リーフレットによる情報提供を行うなど、コロナ禍におい
ても支援を継続できるよう工夫して取り組みました。
・移行期医療支援センターでは、保護者や医療機関への指
導・助言、研修会や協議会の開催、関係機関等への情報発
信を行い、医療体制整備と患者の自律（自立）支援に取り組
みました。また、今後の取組の方向性を確認するため、移行
期医療支援に関する調査を実施しました。

・引き続き、児童等の自立促進に向け、関係機関と連携して
必要な支援を行います。
・移行期医療支援については調査結果をもとに取組の方向
性を検討し、支援内容の充実を図ります。

８-（３）-⑪
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 医療整備課

⑪　ＮＩＣＵを含む高度な周産期医療に対する周産期母子医療センターへの支援、周産期医療従
事者の確保、育成に係る事業を行います。
　また、小児救急医療に係る知識の普及啓発、小児救急電話相談の実施、小児救急医療体制の
整備に係る支援を行います。

・周産期母子医療センター運営費に係る補助等を実施し、小
児周産期医療の災害時対応に係る研修を実施しました。ま
た、乳幼児の保護者や小児科・内科医師に対し小児救急医
療に係る講習の実施、小児救急電話相談の実施及び医療
施設や自治体等に小児救急医療体制に係る補助を実施し
ました。

・引き続き、関係施設への補助や研修、普及啓発、小児救急
電話相談を実施することで、周産期医療及び小児救急医療
体制の充実を図ります。

８-（３）-⑫
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害福祉事業課

⑫　障害のある人や障害のある子どもを受け入れる通所・入所施設の有する機能を活用し、在宅
の障害のある子どもや障害の可能性のある子どもを支援するとともに、保育所、幼稚園等の職員
に対し、療育に関する技術指導を行うため、障害児等療育支援事業を推進します。

・令和3年度より2箇所少ない55箇所の事業所等に委託し、
事業を実施しました。

・引き続き、障害児等療育支援事業を推進します。

８-（３）-⑬
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 健康づくり支援課

⑬　予防的リハビリテーション、急性期・回復期リハビリテーション、地域生活期リハビリテーショ
ンを患者の症状に応じて適切な時期に行っていくためには、地域の医療機関、介護保険施設、市
町村等の連携を強化・推進していくことが重要であることから、連携・支援の中核となる地域リハ
ビリテーション広域支援センターを二次保健医療圏ごとにおおむね１箇所指定するとともに、広域
支援センターの支援を行い、県全域の地域リハビリテーションの推進を図る千葉県リハビリテー
ション支援センターを県内に１箇所指定します。また、広域支援センターの機能を補完する役割を
担う「ちば地域リハ・パートナー」などとの協力を進め、保健・医療・福祉等の関係機関をつなぐ、
有機的な連携体制の整備・推進を図ります。

・千葉県リハビリテーション支援センターを県内1箇所、地域
リハビリテーション広域支援センターを二次保健医療圏毎に
計9箇所設置しました。
・各広域支援センターの支援機能を補完する機関として「ち
ば地域リハ・パートナー」を募集・指定し、各広域支援セン
ターとの協力体制の整備に努めました。

・引き続き、千葉県リハビリテーション支援センターを県内1
箇所、地域リハビリテーション広域支援センターを二次保健
医療圏毎に計9箇所設置し、保健・医療・福祉等の関係機関
をつなぐ、連携体制の整備・推進を図ります。
・各広域支援センターの支援機能を補完する機関として「ち
ば地域リハ・パートナー」を募集・指定し、各広域支援セン
ターとの協力体制の整備を図ります。

８-（３）-⑭
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害者福祉推進課

⑭　県民への精神疾患及び心の健康に関する正しい知識の普及に取り組むため、精神保健福祉
センター、保健所（健康福祉センター）、市町村、教育機関、精神医療保健福祉関係団体が相互
に連携してこころの健康の保持・増進について継続して普及啓発を行うとともに、相談窓口の一
層の周知を図ります。また、市町村における相談支援機能の充実を図るために、相談支援に携
わる専門職員に対する研修の拡充を図るとともに、市町村職員とともに相談やアウトリーチを行
い、技術指導・支援を推進します。

・精神保健福祉センターや各保健所において依存症、ひきこ
もり、心の健康相談などに応じるとともに、市町村や施設職
員などを対象とした研修を実施しました。

・引き続き、精神保健福祉センターや各保健所において相談
に応じるとともに、市町村や施設職員などを対象とした研修
の充実を図ります。

８-（３）-⑮
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害者福祉推進課

⑮　発症からできるだけ早期に精神科に受診できるよう、保健サービスや一般の医療機関に対
し、精神疾患に関する研修を開催するなど、人材育成を図ります。また、精神科医療機関との連
携体制を整備します。
　精神障害のある人が身近な地域で心身の状態に応じた良質かつ適切な医療を受けることがで
きるよう、統合失調症、気分（感情）障害、依存症などの多様な精神疾患等ごとに対応できる医療
機関を明確にした上で、精神医療圏（二次医療圏）及び県全体での協議の場を通じて、多様な精
神疾患に対応できる医療連携体制の構築を図ります。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を通して、障害
保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じて、入院中
の精神障害者の地域移行・地域定着の促進に係る検討を進
めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を通
して、障害保健福祉圏域ごとに地域の課題やニーズに応じ
て、入院中の精神障害者の地域移行・地域定着の促進に係
る検討を進めます。

８-（３）-⑯
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援 障害者福祉推進課

⑯　精神科医療機関及び関係機関の協力の下に、入院中心の医療から、地域での生活を支える
医療体制・機能の充実に向けて取り組みます。

・地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活用して、圏
域ごとに設置している推進会議の構成員である精神科病院
の意見等を踏まえながら、精神障害者を取りまく医療体制の
構築、地域生活の支援、住まいの確保支援などの事業を進
めました。

・引き続き、地域包括ケアシステムにおける協議の場等を活
用して、精神障害者の地域での生活を支える医療体制・機
能の充実に取り組みます。

８-（３）-⑰
８様々な視点から取り組
むべき事項

（３）保健と医療に関する支援
健康づくり支援課
障害福祉事業課

⑰　施設や在宅の障害のある人や子どもに対し、巡回歯科診療車（ビーバー号）により定期的な
歯科健診・治療や歯科保健指導を実施する心身障害児者歯科保健巡回指導事業（ビーバー号
事業）を、一般社団法人千葉県歯科医師会に委託して、引き続き実施します。
　障害のある人への口腔ケアや摂食嚥下指導の重要性について周知するとともに、施設職員や
関係者に対して研修を行うなど、資質向上に取り組みます。また、「かかりつけ歯科医」の普及を
図り、障害のある人や子どもが地域で安心して歯科健診や歯科治療、歯科保健指導を受けるこ
とができる環境づくりを推進します。

・千葉県歯科医師会に委託して、障害児（者）のための摂食
嚥下指導事業推進委員会を3回、障害児（者）摂食嚥下指導
に関する啓発研修会を5回、障害児（者）4施設で計15回の
摂食嚥下指導を行いました。
・巡回歯科診療車（ビーバー号）が年間68回出動し、1,449人
に対し健診指導を行いました。

・引き続き、千葉県全域への摂食嚥下に関する啓発研修を
行うことにより、摂食嚥下障害に関する基礎知識を普及さ
せ、摂食嚥下指導ができる保健医療関係者、施設職員、保
護者、介護者の増加を図ります。
・また、施設での指導についても継続して実施することによ
り、摂食嚥下障害を有する障害児（者）の口腔機能の改善及
び窒息事故等の防止に向けた取組を進めていきます。
・加えて、保健医療関係職種の連携を構築し、障害児（者）
における摂食嚥下指導の地域包括支援システムの構築に
つなげていきます。
・引き続き、千葉県歯科医師会に委託し、障害のある人への
歯科健診等を実施することを検討します。

８－７　障害者支援施設及び障害
児入所施設の歯科健診実施率

８-（４）-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯スポーツ振興課

①　東京2020パラリンピック競技大会の開催を契機として、障害者スポーツの競技人口の増加や
認知度の向上を図るため、障害者スポーツの競技団体の整備や、競技体験会等の開催への助
成等を行います。

・障害者スポーツの認知度向上や競技人口増加を図るた
め、障害者スポーツ競技団体が実施する各種競技体験会等
に対し支援を行い、令和4年度は16競技79日程の体験会等
を開催しました。

・障害者スポーツの認知度の向上や競技人口の増加のた
め、障害者スポーツ競技団体が実施する各種体験会等に対
して支援を行います。

８-（４）-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

競技スポーツ振興課

②　パラリンピック出場を目指す県ゆかりの障害者アスリートに対する継続的な強化・支援をする
ため、その取組への助成等を行います。

・18競技71名の選手を強化選手として指定し、強化・支援を
行いました。
・7競技11チームをパラスポチームとして強化指定し、支援を
行いました。
・強化指定選手のうち、45名が日本代表や中央競技団体の
強化指定を受けました。

・「パラアスリート強化・支援事業」の対象を広げ、継続的な
競技力の向上を目指し、強化・支援を図っていきます。
※パラアスリート18競技74名、パラチーム7競技11チームを
強化指定（4月末現在）
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

８-（４）-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯スポーツ振興課

③　障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県障害者スポーツ・レクリ
エーションセンターの利用を促進するため、引き続き、利用者のニーズに対応できる設備の充実
等を図るほか、各種情報媒体を活用した広報活動を推進します。あわせて、周辺施設との連携等
によりスポーツ・レクリエーションセンターの拠点としての機能充実を図るとともに、地域のスポー
ツ施設を利用しやすいように環境整備に努めます。
　県立学校体育施設開放について、各開放校の課題・問題・要望等を把握し、「開放校が開放し
やすく」、「利用者相互が利用しやすい」環境を整備できるよう助言するなど開放促進に努めま
す。
　また、県内の公共社会体育施設の整備状況や障害のある人の利用の可否等について、隔年で
調査し、情報提供を行います。

・障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設であ
る千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンターの利用を
促進するため、引き続き、利用者のニーズに対応できる設備
の充実等を図るほか、各種情報媒体を活用した広報活動を
実施しました。
・県立学校体育施設開放事業では、障害のある人が利用で
きるように、各実施校に対し、説明会で周知してきました。令
和4年度は、障害者スポーツ団体が8校15団体の利用があり
ました。

・引き続き、千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセン
ター利用促進を図ってまいります。
・県立学校体育施設開放事業においては、バリアフリー化さ
れている特別支援学校体育施設の開放校拡充を目指してい
きます。

８-（４）-④
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯スポーツ振興課
競技スポーツ振興課

④　（一社）千葉県障がい者スポーツ協会、障害当事者団体など関係団体との連携、障害者ス
ポーツ指導者の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目の充実、選手への支援強化に取
り組み、全国障害者スポーツ大会における本県選手団の更なる躍進を目指します。また、千葉県
障害者スポーツ大会等の障害者スポーツイベントを開催するとともに、障害のある人が幅広く参
加できるよう、その内容の充実を図ります。

・千葉県障害者スポーツ大会は、新型コロナウイルス感染症
対策を講じながら実施し、一部中止となった競技はあったも
のの、14競技を予定通り実施しました。1,187人が参加しまし
た。
・各関係団体の連携を図ったほか、障害者スポーツ指導者
の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目の拡大・充
実、選手への支援強化に取り組みました。なお、令和4年度
の全国障害者スポーツ大会は4年ぶりの開催となり、千葉県
選手団は金メダル55個獲得し、全国第4位でした。

・千葉県ゆかりの選手やチームを強化指定し、力を発揮しや
すい環境づくりを充実させます。
・県障がい者スポーツ協会と連携し、千葉県障害者スポーツ
大会の運営をサポートし、選手が力を発揮しやすい環境づく
りを行います。
・今後も、全国障害者スポーツ大会において千葉県選手が
活躍できるよう、選手への支援強化に取り組んでいきます。

８－８　障害者スポーツ指導員の
養成者数

８-（４）-⑤
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯スポーツ振興課

⑤　障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導者の養
成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを楽しめるような仕
組みづくりを検討します。

・「パラスポーツフェスタちば2022」を千葉市、流山市の２地
区で開催し、パラスポーツ、ユニバーサルスポーツの体験会
を実施しました。
・指導者養成講座は2回実施し、1回目38人、2回目28人の計
66人が本講習会を修了しました。

・「パラスポーツフェスタ」を継続・充実していきます。
・今後も、障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けるこ
とができるよう、指導者養成や研修の充実に取り組んでいき
ます。

８－９　障害者スポーツの指導者
数

８-（４）-⑥
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

競技スポーツ振興課
特別支援教育課

⑥　パラリンピック競技大会・デフリンピック競技大会・スぺシャルオリンピックス世界大会等の世
界的規模の障害者スポーツ大会について、表彰制度の活用等により、大会の周知・啓発に努
め、県民の理解促進を図ります。
　県立特別支援学校が実施している障害者スポーツを通した交流活動の実践研究により、障害
者スポーツの普及と心のバリアフリーの推進を図ります。

・パラアスリート強化・支援事業を通して選手の強化・支援を
実施しました。千葉県ゆかりの強化指定選手のうち、45名が
日本代表や中央競技団体の強化指定を受け、世界選手権
優勝や日本記録更新等の成績を残しました。選手の活躍が
ニュースでも取り上げられ、パラスポーツの周知、啓発にも
大きくつながりました。
・東京パラリンピック競技大会の成果をレガシーとして本県に
定着させていくために、特別支援学校の児童生徒と教員が
小・中学校等に出向くパラスポーツの出前授業や用具貸出
しを実施しました。また、パラスポーツや県立特別支援学校
の取組を紹介するパンフレットを県内市町村や関係機関等
へ配付しました。

・パラリンピック競技大会に向け、「パラアスリート強化・支援
事業」を通したパラアスリートやチームの継続的な競技力の
強化・支援を拡張し、パラリンピックのレガシーを県内全域に
波及させることで、県民の理解促進を図ります。
・特別支援学校におけるパラスポーツ推進事業により、パラ
スポーツを紹介するパンフレットの周知をすることで、小・中
学校等との交流及び共同学習を推進し、パラスポーツの普
及と心のバリアフリーの推進を図ります。

８-（４）-⑦
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

特別支援教育課

⑦　特別支援学校を積極的に活用して、障害者スポーツの進展、推進に取り組みます。障害のあ
る人が生涯にわたってスポーツ活動を楽しむため、普及・啓発を進めるとともに、障害者スポーツ
を通した地域との交流を推進し、地域への障害者スポーツの振興を図ります。

・東京パラリンピック競技大会の成果をレガシーとして本県に
定着させていくために、特別支援学校の児童生徒や教員が
小・中学校等に出向くパラスポーツの出前授業や用具貸出
しを実施しました。また、パラスポーツや県立特別支援学校
の取組を紹介するパンフレットを県内市町村や関係機関等
へ配付しました。

・特別支援学校におけるパラスポーツ推進事業により、パラ
スポーツを紹介するパンフレットの周知をすることで、小・中
学校等との交流及び共同学習の推進やパラスポーツの普
及・啓発を図ります。

８-（４）-⑧
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯スポーツ振興課

⑧　障害のある人とない人の障害者スポーツ交流試合を実施し、障害者スポーツを広く周知しま
す。また、市町村等へコーディネーターを派遣し、スポーツ体験会や教室等を開催するとともに、
引き続き、競技用具の貸出しを行うなど、障害のある人が、地域でスポーツに親しめる環境を整
備します。

・「パラスポーツフェスタちば2022」を千葉市、流山市の2地区
で開催し、障害のある人、企業、大学が障害者スポーツを通
じて交流を図りました。また、計5圏域（16障害保健福祉圏
域）にコーディネーターを派遣し、スポーツ拠点づくり支援を
実施したほか、障害者スポーツ競技用具の貸出を行うなど、
障害のある人が、地域でスポーツに親しめる環境を整備しま
した。

・「パラスポーツフェスタちば2023」において障害者スポーツ
交流戦を実施し、障害のある人もない人も障害者スポーツを
通じて交流を図ります。また、東葛地域でも柏市で「パラス
ポーツフェスタ」を実施します。引き続き、競技用具の貸出を
継続するとともに、市町村へのコーディネーター派遣を実施
します。これらの取組により、県内全域でのパラスポーツの
普及・啓発を図ります。

８-（４）-⑨
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

文化振興課
生涯学習課

⑨　障害のある人が制作する文化芸術作品や芸能を発表する場を提供するほか、指導者の育成
や相談体制、情報収集、分かりやすい情報発信の充実に努めます。また、障害のある人の団体
が主催する発表会を共催、文化芸術関連行事を後援し、障害者芸術の振興を図ります。

・学校卒業後における障害者の学びの支援事業の一部とし
て実施した公民館への普及事業において、障害者対象の小
物づくり講座及び折り紙講座開催の支援をしました。
・障害者芸術に関する生涯学習講座を実施する際、講師を
紹介するための相談窓口を運用しました。
・専門的知見を持つ事業所による障害者芸術文化活動支援
センターの運営を通じ、障害者芸術作品の発表の場の確保
や相談支援、人材育成、情報の収集及び発信等を行うこと
により、地域における障害者の芸術文化活動の機会創出に
努めるなど、障害者文化芸術活動推進計画の下、障害者芸
術の振興に取り組みました。
・障害のある人が制作した作品等を発表する作品展を開催
しました。

・障害のある人が制作した作品等を発表する機会を提供して
いきます。
・障害者芸術に関する生涯学習講座を実施する際、講師の
紹介をしていきます。
・障害者芸術文化活動支援センターの事業をより効果的に
実施できるよう、引き続き、支援センターの役割の周知等に
取り組みます。また、障害者文化芸術活動推進計画に基づ
き、引き続き障害者芸術の振興を図っていきます。
・これまで「地域生活支援事業」として行っていた「身体障害
者作品展」を、5年度より障害者芸術文化活動支援センター
の事業として実施し、より幅広く障害のある人の作品の発表
の機会を提供していきます。

８-（４）-⑩
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

文化振興課
特別支援教育課

⑩　県内の特別支援学校において、児童・生徒等の情操の涵(かん)養と芸術活動への参加の機
運の醸成のため、プロのオーケストラを各校に派遣し、巡回公演を開催します。

・県内特別支援学校18校において、千葉交響楽団による特
別支援学校巡回コンサートを開催し、3,076名の児童・生徒
が鑑賞しました。

・特別支援学校18～19校で開催し、プロのオーケストラの演
奏により、コンサート会場に行くのが困難な児童・生徒に優
れた音楽鑑賞の機会を提供します。
・特別支援学校巡回コンサートが、各校において2年に1回の
開催となるよう計画的に進めてきましたが、より多くの児童・
生徒が音楽に親しめるよう、開催校を増やすことを検討して
いきます。

８-（４）-⑪
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

文化振興課

⑪　県立美術館・博物館について、「文化にふれ親しむ環境づくり」の取組として、人によるガイダ
ンスや展示物に触れる体験等を通じて文化芸術へ触れる機会を提供します。
　なお、今後、映像番組を作成する場合は、字幕を入れるなど聴覚障害のある人への支援を検
討します。

・観覧支援においては可能な限り障害のある人の要望に
沿った対応について、点字パンフレット、点字案内板の設
置、音声ガイドの設置、館内・展示内容の案内補助等を実施
しており、全施設で14,073名が入場しました。
・映像番組等の作成では県立博物館ウェブサイトで公開して
いるデジタルミュージアム（個別のテーマについて資料画像・
映像を用いて紹介・解説する）において6番組を作成しまし
た。

・障害のある人に対する観覧支援について、今後も継続して
行います。
・デジタルミュージアムについて、各施設の調査・研究の成
果をもととし、今後もコンテンツの充実化を図ります。
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施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

８-（４）-⑫
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯学習課

⑫　障害者教育や障害の特性等に知見を有する特別支援学校や大学、企業や社会福祉法人、
ＮＰＯ等と連携し、障害のある人の生涯学習支援を行っていきます。

・学校卒業後における障害者の学びの支援事業において、
企業や社会福祉法人、NPO法人と連携し、「障害者の学び」
に関する相談窓口を運用しました。

・公民館等による障害者対象講座の開設や運営についての
相談に対応していきます。
・障害者対象講座の講師やボランティア等の紹介を行ってい
きます。

８-（４）-⑬
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯学習課

⑬　障害のある人の切れ目のない学習支援のため、特別支援学校と市町村との連携を促進し、
地域における障害のある人の生涯学習の場を提供する体制（公民館における障害者青年学級
等）を県内に広めていきます。

・公民館等による障害者対象講座の開設や運営について、
支援を行いました。
・市町村関係課職員を対象とした「障害者の学び」をテーマと
した研修会を実施し、事業の紹介や情報提供を行いました。

・公民館等による障害者対象講座の開設や運営について、
支援を行います。
・市町村関係課職員を対象とした「障害者の学び」をテーマと
した研修会を開催し、事業の紹介や情報提供を行います。

８-（４）-⑭
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

生涯学習課

⑭　県立図書館において、読書バリアフリー法に基づき、障害のある人が利用しやすい書籍等の
充実や円滑な利用のための支援の充実等を進めるとともに、支援に係る人材の育成や広報活動
の充実等を図り、障害のある人の読書環境の整備を一層推進します。

・大活字本の受入（158冊）、録音図書の製作（11点）、活字
本のデジタル化（23点）、点訳絵本の製作（2点）を行うととも
に、読書バリアフリー講座、サピエ図書館活用講座を開催
し、県民への普及を図りました。
・県立3館の館報をデジタル化し、広報に努めました。
・従来より図書館内で実施してきた対面朗読サービスに加
え、オンラインによる遠隔対面朗読サービスを本格実施し、
広報に努めました。さらに、LINEアプリによる実証実験を行
い、環境整備を進めました。

・県民に対しての相談窓口の開設等、令和５年３月に策定さ
れた千葉県読書バリアフリー推進計画に基づき、視覚障害
者等向けサービスの利用案内・情報発信の強化に取り組み
ます。
・障害者サービスを紹介するリーフレットを作成し、広報に努
めます。
・市町村立図書館等の会場に県立図書館職員が出張し、読
書支援機器の操作体験会を行う「読書バリアフリー出前講
座」を行います。

８-（４）-⑮
８様々な視点から取り組
むべき事項

（４）スポーツと文化芸術活動
に対する支援

障害者福祉推進課

⑮　障害のある人が社会の一員として地域で役割をもって生活していくために、市町村の協力を
得て、地域の清掃や自治会活動など様々なボランティア活動に関する情報の提供に取り組みま
す。

・関係機関と調整を図りました。 ・引き続き、関係機関と調整を図っていきます。

８-（５）-公-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

資産経営課
管財課
健康福祉指導課
障害者福祉推進課
公園緑地課
建築指導課
教育施設課

①　障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施設等の建
築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審査及び認定をすると
ともに、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行います。また、県庁舎等の公
共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー法や条例に基づく施設整備に努めます。
　県立高等学校のバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能トイレの整備を進めます。

・バリアフリー対策として8公園において階段や敷地内通路
への注意喚起用床材の設置及び階段段鼻に識別テープ（蛍
光テープ）貼りを実施しました。
・庁舎内の視覚障害者誘導ブロックについて、旧規格のブ
ロックを現在のＪＩＳ規格のブロックへ部分的な交換を行いま
した。
・庁舎内のサイン点字について、老朽化に伴う修繕及び組織
改正に合わせた修繕を行いました。
・庁舎内の男性トイレについて、個室21箇所にサニタリー
ボックスを設置しました。
・バリアフリー法に基づく適合審査及び認定を通じて、支援
制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行いま
した。
・海匝合同庁舎再整備事業について、バリアフリー化を含む
ユニバーサルデザインの導入等を踏まえた基本構想・基本
計画を策定するともに、安房合同庁舎再整備事業につい
て、基本構想・基本計画に基づき、基本設計を完了しまし
た。
・夷隅合同庁舎再整備事業、山武合同庁舎再整備事業につ
いて、バリアフリー化を含むユニバーサルデザインの導入等
を踏まえた実施設計に基づき、建設工事を開始しました。
・福祉のまちづくり条例の適合証の交付を受けた施設18件
の公表を行いました。
・有料道路通行料金の割引きについて、令和5年3月27日か
ら1人1台要件が緩和され、親族や知人等が所有する自家用
車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録し
た車両以外についても割引きの対象となったことを受け、県
内各市町村への依頼や県HPを通じ、広く周知しました。

・引き続き、長寿命化対策と併せて、バリアフリー化への対
応等を踏まえた施設整備を行います。また、千葉県立都市
公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の
設置に関する基準を定める条例に基づいた施設の整備に努
めていきます。
・今後も、視覚障害者誘導ブロックについて、旧規格のブロッ
クを現在のＪＩＳ規格のブロックへ部分的な交換を行います。
・今後も、庁舎内のサイン点字について、老朽化に伴う修繕
及び組織改正に合わせた修繕を行います。
・庁舎内の男性トイレについて、サニタリーボックスの利用状
況を確認しつつ、今後の増設を検討します。
・バリアフリー法に基づく適合審査及び認定を通じて、引き続
き普及啓発に取り組みます。
・引き続き、長寿命化対策と併せて、バリアフリー化への対
応等を踏まえた施設整備を行います。
・建築物等のバリアフリー化が普及促進されるよう、引き続
き福祉のまちづくり条例の適合証を受けた施設の公表に努
めます。

８－１０　障害者駐車場が整備さ
れている県立公園
８－１１　多機能トイレが整備され
ている県立公園

８-（５）-公-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

都市計画課
建築指導課

②　バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、障害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利
用できる施設の整備を促進するために、建築主等に対する指導や助言を行います。
　商業施設や特定路外駐車場のバリアフリー化を促進するため、引き続き制度の周知・指導を行
うとともに、バリアフリー基準の審査に係る情報提供や相談等に適切に対応します。

・市町村への情報提供や相談対応を適時行い、法令の解釈
等について周知を図りました。
・バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、施設所有者等
に対する指導や助言を行いました。

・引き続き各市町村への情報提供や相談等に適切に対応し
ていきます。
・バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、引き続き指導
等に取り組みます。

８-（５）-公-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

交通計画課
健康福祉指導課

③　鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、引
き続き支援を行います。

・鉄道駅バリアフリー設備整備については、1駅2基（1市）の
エレベーターに対し補助を行いました。

・鉄道駅バリアフリー設備整備については、国の目標の達成
に向けて引き続き補助を行います。 ８－１２　主要駅のエレベーター

等の設置による段差解消割合
８－１５　一定の旅客施設のバリ
アフリー化段差解消割合

８-（５）-公-④
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

交通規制課

④　バリアフリー法に基づく重点整備地区内の主な生活関連経路を構成する道路を重点に、バリ
アフリー対応型信号機や視認性に優れた道路標識・標示等の整備を推進します。また、歩行者・
運転者双方の通行の安全を確保するため、歩行者等と自動車の通行を分離する歩車分離式信
号機、ＬＥＤ型信号灯器等の整備を推進します。

・音響式信号機7基、歩車分離式信号機5基、LED信号機
2,012灯を整備したほか、視認性に優れた高輝度道路標識・
標示の整備を推進しました。

・障害者等の利用実態や要望等を踏まえ、引き続き障害特
性や歩行者等の通行の安全に配意した交通安全施設の整
備を推進します。

８-（５）-公-⑤
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

道路整備課
道路環境課

⑤　バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関
連経路（駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路）のうち、国から特定道路として指定され
た県管理道路の区間において、引き続きバリアフリー化を推進していきます。また、視認性に優
れた、道路標識の高輝度化を推進していきます。

・新京成電鉄新京成線の連続立体交差事業について、高架
化が完了し、側道の整備を実施しました。
・東武鉄道野田線の連続立体交差事業について、高架化が
完了し、駅舎の工事を実施しました。
・現在、バリアフリー化を進めている歩道整備箇所につい
て、用地取得のため、交渉を実施しました。

・引き続き、整備や用地交渉を行い、バリアフリー化の推進
に努めます。

８-（５）-公-⑥
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

交通規制課

⑥　市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携し
て速度抑制や通過交通の抑制に有効なゾーン３０の整備・拡充を推進します。

・県内3市5か所に「ゾーン30」を整備しました。 ・交通環境、交通事故発生状況及び地域住民からの要望を
踏まえ、引き続き、道路管理者が行う物理的デバイスの整備
と合わせ、新規整備や既存エリアの整備拡充を推進します。
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第七次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料１－３

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ４年度の取組結果
取組結果への対応

（４→５年度）
関連数値目標

８-（５）-公-⑦
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

河川整備課

⑦　河川施設のバリアフリー化については、地域の実情等を踏まえ地域ごとに検討します。 ・特になし ・引き続き、バリアフリー化が可能な施設については取組の
方向性を踏まえて対応していきます。

８-（５）-住-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

住宅課

①　公営住宅のバリアフリー化を引き続き実施していくほか、更なる高齢社会に向けた公営住宅
の整備・管理の在り方について検討を深めます。

・大谷津県営住宅、菊間第二県営住宅において住居改善工
事を実施し、バリアフリー化させた県営住宅を増加させまし
た。

・障害者計画に記載された取組の方向性及び数値目標の進
捗状況を踏まえ、引き続き、バリアフリー化された県営住宅
数の増加に取り組む予定です。 ８－１３　県営住宅のうちバリアフ

リー化された住宅数

８-（５）-住-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

住宅課

②　民間住宅のバリアフリーについては、住宅リフォームに関する講習会や相談会の実施、県
ホームページや市町村窓口等を通じた情報提供を行います。

・消費者向けリフォーム講習会及び相談会を2回、リフォーム
事業者等向け講習会を3回開催し、計59名の方が参加しまし
た。
・なお、対象者を明確にするため、県民向けから消費者向け
へと名称を変更しました。

・講習会や相談会への参加者をより増やすため、県民への
周知を広く行っていきます。

８-（５）-こ-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

障害者福祉推進課

①　障害者条例に基づく活動、障害当事者をはじめとする県民が主体となった取組を進めること
により、「心のバリアフリー」を一層浸透させていきます。また、県民の日等を通じた啓発・広報活
動の充実や、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」の周知に努めるとともに、
障害者団体等が行う大会やイベント等の開催に対し後援等の支援を行います。

・広域専門指導員による障害者条例等の周知・啓発活動を
年間3,977件行いました。
・県や市町村の職員向け研修等において、「障害のある人に
対する情報保障のためのガイドライン」を周知しました。

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。
・引き続き、「障害のある人に対する情報保障のためのガイ
ドライン」の周知を進め、県の他、市町村・民間事業者等に
おいても配慮の実践が行われるよう協力を求めていきます。

８-（５）-こ-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

人事課

②　県職員に対して障害特性の理解促進を図るため、「心のバリアフリー」研修について、研修内
容を検討し、実施していきます。

・パワーアップ研修「心のバリアフリー」を令和4年9月9日に
実施。障害当事者の生の声を聞き、実習を通じて「心のバリ
アフリー」を理解する内容。研修修了者10名。
・新規採用職員に対する研修で「障害のある人に対する配
慮と差別」を実施。障害者差別解消法等について理解する
内容。研修修了者494名。

・令和5年度は「心のバリアフリー」研修を9月4日に実施予定
です。
・新規採用職員に対する研修で、令和4年度と同様に「障害
のある人に対する配慮と差別」を実施します。

８-（５）-こ-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

健康福祉指導課

③　車椅子を使用する人をはじめ、障害のある人などで歩行が困難な人のために設けられている
「障害者等用駐車区画」について、障害のある人もない人も、誰もが円滑に駐車場を利用できる
よう、一般の駐車区画で車への乗り降りが可能な人は障害者等用駐車区画への駐車を控えるな
ど、利用マナーの向上に向けた啓発に努めます。

・「ちば障害者等用駐車区画利用証」を発行し、合計10,960
枚を交付しました。また、駐車区画障害者等用駐車区画の
利用マナーの向上に向け、公共施設等へのポスターの掲示
やチラシの配布、県ホームページ、ラジオ、県民だより等を
通じた啓発活動を行いました。

・利用マナーの向上が図られるよう、引き続き啓発活動に努
めます。

８-（５）-入-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

住宅課
①　公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続していきます。
（再掲）

・公営住宅において障害者世帯を一般世帯より優先入居す
る措置を講じました。

・公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優
先入居制度を継続します。

８-（５）-入-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

住宅課

②　民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じる不動産仲
介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、ホームページ等で情報提供を行いま
す。
　また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入
居の促進に関する協議等を行います。（再掲）

・不動産仲介業者（千葉県あんしん賃貸住宅協力店）の登
録、居住支援を行う法人（住宅確保要配慮者居住支援法
人）の指定、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
の登録を行い、ホームページ等で情報提供を行いました。

・引き続き、千葉県あんしん賃貸支援事業及び住宅セーフ
ティネット制度の推進に努めます。
・関係機関と連携を図りながら、必要な協議等を行います。 ８－１４　障害者等の住宅確保要

配慮者の入居を拒まない住宅登
録戸数

８-（５）-交-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（５）住まいとまちづくりに関す
る支援

障害者福祉推進課

①　障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するために、障害のある人に対す
るＪＲ等鉄道会社の旅客運賃割引については、距離制限を撤廃し、有料道路通行料金の割引に
ついては、車両制限を撤廃するよう関係機関に求めていきます。また、精神障害者保健福祉手帳
に写真が貼付され、身体障害者手帳・療育手帳と同様に身分証明書として使用できるようになっ
たことから、身体・知的障害者施策同様に、ＪＲ等旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金
等の割引を広く障害のある人に適用するよう、各種の機会を通じて国など関係機関に働きかけて
いきます。

・令和4年度16大都道府県障害福祉主管課長会議及び、全
国主要都道府県民生主管部（局）長連絡協議会を通じて、内
閣府、厚生労働省に要望を行いました。
・有料道路通行料金の割引きについて、令和5年3月27日か
ら1人1台要件が緩和され、親族や知人等が所有する自家用
車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録し
た車両以外についても割引きの対象となったことを受け、県
内各市町村への依頼や県HPを通じ、広く周知しました。

・引き続き、各種の機会を通じて国などの関係機関へ、働き
かけを行います。

８-（６）-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

危機管理政策課

①　「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」、「災害時における
避難所運営の手引き」等を基に障害のある人などの要配慮者に係る市町村の取組を促していき
ます。

・市町村への個別訪問や研修等を通じ、県作成の手引きの
活用等を促し、避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計
画の作成や福祉避難所の指定・協定等による確保について
働きかけました。

・引き続き、市町村における避難行動要支援者名簿に基づく
個別避難計画の作成や福祉避難所の指定・協定等による確
保ついて働きかけます。

８－１６　避難行動要支援者名簿
に基づく個別計画策定着手市町
村数

８-（６）-②
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

危機管理政策課
障害者福祉推進課
障害福祉事業課

②　災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うため、市町村など関係者等
との意見交換の場を設けます。バリアフリーへの対応やあらかじめ本人に適した補装具等を保管
するなど障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけることや先進的な取組を情報提
供するなど、福祉避難所の充実に努めます。また、障害のある人の防災拠点と関係市町村、障
害者支援施設及び障害福祉サービス事業所の連携体制の構築に努めるとともに、これらの施設
等で訓練等を実施します。
　あわせて、防災拠点が未整備の圏域において施設整備の要望があった場合、防災拠点と一体
的な整備とすることを条件とするなど、障害福祉サービスを運営している事業者に対して働きか
けを行い、全ての障害福祉圏域に障害のある人の防災拠点の整備をすることを市町村を通じて
促進します。
　災害発生時には、施設等の被害状況や支援ニーズを把握し、関係機関と連携して、電源車の
配車等、必要な支援に努めます。

・市町村への個別訪問や研修等を通じ、県作成の手引きの
活用等を促し、避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計
画の作成や福祉避難所の指定・協定等による確保について
働きかけました。
・千葉県地域防災力向上総合支援補助金の活用により、市
町村の避難所における要配慮者対策事業に補助を実施しま
した。
・障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所において非
常災害計画の作成及び訓練の実施を確認しました。

・引き続き、市町村における避難行動要支援者名簿に基づく
個別避難計画の作成や福祉避難所の指定・協定等による確
保ついて働きかけます。
・千葉県地域防災力充実・強化補助金により、市町村におけ
る避難環境の強靱化や要配慮者対策の促進を働きかけま
す。
・引き続き、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所
において、非常災害計画の作成・見直し及び訓練の実施を
確認します。

８-（６）-③
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

障害者福祉推進課

③　災害時等の情報伝達のための人材確保として、災害時・緊急時においても聴覚障害のある
人、視覚障害のある人、盲ろう者に対して必要な支援ができるよう手話通訳者及び要約筆記者、
ガイドヘルパー、盲ろう者向け通訳・介助員の講習会を開催するなど人材養成に取り組みます。
一方、災害時に手話通訳者等の支援者が対応できない場合に備え、それぞれの障害特性に応じ
た簡易な情報伝達方法の検討にも取り組みます。

・手話通訳者及び要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の
養成事業を実施し、人材養成に取り組みました。

・今後も引き続き人材養成に取り組んでいきます。

８-（６）-④
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

防災対策課
障害者福祉推進課

④　県及び市町村が実施する防災訓練においては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積
極的な参加が得られるよう努めるとともに、手話通訳者等の支援者と専門家の連携や障害特性
に応じて災害時要配慮者対象の各種訓練を今後も積極的に取り入れます。

・聴覚障害者の方にも参加していただくため、九都県市合同
防災訓練（実動訓練）、土砂災害避難訓練、津波避難訓練
において、手話通訳者に依頼し、訓練の通訳を行いました。

・令和5年度も引き続き障害者の方に御参加いただけるよ
う、手話通訳者等の配置に努めます。
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８-（６）-⑤
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

特別支援教育課

⑤　特別支援学校では、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に応じた避難情報の伝達・
安否確認・避難状況の把握などが行えるよう、防災計画の立案と見直しに努めます。また、福祉
避難所指定を受けている１５校以外の特別支援学校について、専門性を生かした地域連携を進
めるため、各市町の防災担当部署からの要請に応じて検討を進めます。

・児童・生徒等の障害の状態や特性に応じた安心安全な教
育活動が図られるよう、安全教育の推進及び各県立特別支
援学校が作成している危機管理マニュアルの確認・検討を
行いました。また、各市町村防災担当部署と連携した訓練が
実施されました。

・引き続き、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に
応じた避難情報の伝達・安否確認・避難状況の把握などが
行えるよう、各県立特別支援学校の危機管理マニュアルや
防災計画の確認を行います。また、福祉避難所指定を受け
ている15校以外の特別支援学校について、専門性を生かし
た地域連携を進めるため、各市町の防災担当部署からの要
請に応じて検討を進めます。

８-（６）-⑥
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

健康福祉指導課
障害者福祉推進課
医療整備課

⑥　大規模災害時における支援体制については、実践的な訓練が必要であるため、引き続き防
災訓練への参加や、ＤＭＡＴ等との合同訓練を実施していきます。また、ＤＰＡＴについては、より
多くのチームを派遣できるようにするため、養成研修を継続的に開催しチーム数を増やすととも
に、構成員の資質向上のためのフォローアップ研修や、災害時に迅速かつ適切に支援活動が行
えるよう、消防や他の医療チームとの合同研修に参加し、体制を強化します。
　千葉県災害福祉支援チーム・ＤＷＡＴについては、災害時、チームの避難所における支援活動
が円滑に行えるよう、今後、防災訓練への参加やチーム員への研修の充実を図り、派遣体制を
強化します。

・CLDMATの養成研修及び技能維持研修を開催することに
より、災害時に備えた体制整備としてCLDMATチームの育成
に努めました。
・令和4年度もチーム員登録時研修の実施により71名を登録
し、チーム員は合計389名となりました。また、チームリー
ダー等養成研修、先遣チーム員養成研修を実施し、派遣体
制の強化に努めました。
訓練についても、九都県市合同防災訓練参加及び派遣シ
ミュレーション訓練を実施し、DWAT本部及びチーム員の能
力向上に努めました。
・県内のDPATチームを要請するための「千葉DPAT研修」を
開催し、実践訓練を行いました。
・DPATの新規養成研修の他、技能維持研修を開催すること
により、災害時に備えた体制整備としてDPATチームの育成
に努めました。
・その他、大規模地震時政府訓練に先遣隊2チームが参加
し、南海トラフ地震を想定した実践訓練を行いました（愛知県
のDPAT調整本部にて活動）。
・県内DPAT関係者との情報共有を行うための緊急時の連
絡体制の構築や、年2回の運営会議の開催を行いました。

・引き続き、DMATチーム等の育成を継続し、災害医療体制
の充実・強化に努めます。
・引き続き各種研修、訓練を実施し、派遣体制の強化、
DWAT本部及びチーム員の能力向上に努めます。また、市
町村や他の支援チーム等と合同で訓練を実施し、連携強化
に努めます。
・引き続き、DPAT隊員の育成を継続し、災害医療体制の充
実・強化に努めます。
・政府訓練や防災訓練への参加し、災害時に迅速かつ適切
に支援活動が行えるよう、DMAT等の他の医療チームとの合
同研修に参加し、体制を強化します。
・また、DPATについては、より多くのチームを派遣できるよう
にするため、養成研修を継続的に開催し、隊員数を増やすと
ともに、構成員の資質向上、技能維持のためフォローアップ
研修（技能維持研修）を行います。

８-（６）-⑦
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

健康福祉政策課
健康福祉指導課
障害福祉事業課
河川環境課

⑦　水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難
の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設管理者等による
避難確保計画の作成・避難訓練の実施について、市町村の関係部局と連携して積極的に支援し
ます。

・施設の指導監査等の重点事項として、避難確保計画の策
定、避難訓練の実施状況を点検し、指導・助言を行いまし
た。
・基礎調査予定箇所における現地調査を行い、土砂災害警
戒区域の指定を進めました。
・障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所が浸水想定
区域・土砂災害警戒区域内に該当するかを確認し、避難確
保計画の作成及び訓練の実施状況について確認しました。

・引き続き、施設の指導監査等において、避難確保計画の
策定、避難訓練の実施状況を点検し、必要な指導・助言を
行っていきます。
・引き続き、土砂災害警戒区域の指定を進めます。
・引き続き、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所
が浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に該当するか確認
し、避難確保計画の作成・見直し、訓練の実施状況を確認し
ます。

８-（６）-⑧
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

消防課
障害福祉事業課

⑧　障害者支援施設やグループホーム等の防火安全対策等について、適切に実施されるよう、
消防署等の関係機関と連携しながら周知・啓発し、またスプリンクラーなどの消防設備の設置に
ついて支援に努めます。

・障害者支援施設やグループホーム等の防火安全対策等に
ついて、消防署等の関係機関と連携して周知・啓発し、また
スプリンクラーなどの消防設備の設置の支援について検討
することとしていました。
・障害者支援施設の新規設置の際に、障害福祉事業課から
情報提供を受け、管轄消防本部に通知しました。

・引き続き、障害者支援施設やグループホーム等の防火安
全対策等について、消防署等の関係機関と連携して周知・
啓発し、またスプリンクラーなどの消防設備の設置の支援に
ついて検討することとします。

８-（６）-⑨
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

河川整備課

⑨　土砂災害対策施設について、要配慮者利用施設、中でも２４時間滞在型で迅速かつ緊急避
難が困難と想定される収容人数が５０人以上の施設や、１階建ての施設のように甚大な被害が
想定される危険箇所の整備を優先して進めていきます。

・令和3年度で事業完了。 ・令和3年度で事業完了。

８-（６）-⑩
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

健康福祉政策課
障害者福祉推進課
障害福祉事業課

⑩　障害者支援施設等における感染症対策として、情報提供や研修等を実施するほか、障害の
ある人等が感染した際の受入先の確保が困難であることから、受入先を事前に確保していきま
す。クラスターが発生した施設に対しては、クラスター等対策チームを派遣し、感染拡大防止等の
クラスター対策を行います。また、必要に応じて関係団体と連携しながら応援職員を派遣するとと
もに防護具の配布を行い、施設機能の維持に努めます。

・障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所に対して、
感染症リーダー研修の視聴を周知しました。
また、クラスターが発生した障害者支援施設及び障害福祉
サービス事業所に対して、必要に応じ防護具等を配布しまし
た。

・障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所に対して、
感染症リーダーの設置や感染症リーダー研修の視聴を周知
します。
また、クラスターが発生した障害者支援施設及び障害福祉
サービス事業所に対して、必要に応じ防護具等を配布しま
す。

８-（６）-⑪
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

障害者福祉推進課
通信指令課

⑪　防犯対策について、関係者への障害特性等の理解の促進を図るため、それぞれの障害特性
に応じた配慮について記載した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を市町村
役場等の公共機関だけではなく、広く民間事業者等への配布に努め、関係者の理解を促進しま
す。「１１０番の日」などのイベントを通じ、広く県民に「メール１１０番」及び「ＦＡＸ１１０番」の仕組
みを積極的に広報します。また、市町村役場や聴覚障害者団体等に対し、令和元年から導入さ
れた「１１０番アプリシステム」について広報を実施します。

・県や市町村の職員向け研修等において、「障害のある人に
対する情報保障のためのガイドライン」を周知しました。
・聴覚に障害がある人など、音声による110番通報が困難な
方による緊急通報手段である、「FAX110番」、「メール110
番」、「110番アプリシステム」及び「電話リレーサービスを利
用した緊急通報」に対して迅速・的確に対応しました。
・通信指令室における見学対応及び県警ＨＰやツイッター等
を活用して、上記緊急通報手段について広報を実施しまし
た。
・各市町村が発行する障害のある人向けの冊子に上記緊急
通報手段に係る記事を掲載し、支援が必要な方への周知を
しました。

・引き続き、障害者条例及び障害者差別解消法の周知・啓
発活動に取り組みます。
・引き続き、「障害のある人に対する情報保障のためのガイ
ドライン」の周知を進め、県の他、市町村・民間事業者等に
おいても配慮の実践が行われるよう協力を求めていきます。
・引き続き、聴覚に障害のある人など、音声による110番通
報が困難な方による110番通報へ迅速・的確に対応し、県民
生活の安全と安心の確保に向けて万全を尽くします。
・「110番の日」をはじめとした各種イベントを通じ、広く県民
の皆様に「FAX110番」、「メール110番」等の仕組みについて
広報を実施します。また、市町村の障害福祉担当課や聴覚
障害者団体などと連携し上記緊急通報手段について周知を
図ります。

８-（６）-⑫
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

障害福祉事業課
人身安全対策課
生活安全総務課

⑫　警察と地域の障害者団体、施設、行政等との連携の推進等により、犯罪被害の防止と犯罪
被害の早期発見に努めます。

・「ちば安全・安心メール」や「Yahoo!防災速報」を活用し、犯
罪発生情報等を配信しました。（ちば安全・安心メール配信
件数3,111件、Yahoo!防災速報配信件数3件）
・令和4年（1月～12月）中、市町村長から1件の障害者虐待
事案に係る援助要請を受け、対応しました。また、警察で認
知した310件の障害者虐待事案を市町村に通報しました。

・速やかな防犯情報等の情報発信活動に努めます。
・引き続き、警察で認知した障害者虐待事案について、市町
村の担当部門へ通報を行うとともに、市町村長から援助要
請があった場合は、事案に応じた適切な援助を実施していき
ます。
・各会議を通じて、障害者虐待等による犯罪被害防止に向
けた連携を図ります。
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８-（６）-⑬
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

くらし安全推進課

⑬　障害のある人からの犯罪被害の相談に対し、関係機関が連携して適切に対応や支援を行う
とともに、ケース会議や医療従事者連絡会等を通じ、課題や解決方法について意見交換すること
で、より円滑な支援を目指します。また、様々な機会を通じて、相談窓口の広報啓発を行います。

・ケース会議や医療従事者連絡会において、障害者を含
め、様々な立場にある性被害者への支援に向けた連携体制
の構築や相談窓口の広報啓発について、意見交換を行いま
した。

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
や関係機関において、障害のある方を含めて相談・支援が
しやすくなるような体制を構築するため、引き続き、ケース会
議や医療従事者連絡会等を通じて関係者の意見を伺いな
がら検討します。
・県警や関係機関と連携し、性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センターの周知を行います。

８-（６）-⑭
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

障害福祉事業課
生活安全総務課

⑭　平成２８年に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利
用する障害のある人が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防
犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を推進するとともに、関係機関や地域住民等と連携
し、安全確保体制の構築を図ります。

・障害者支援施設等の防犯に係る安全確保のための施設整
備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を推進
について検討し、関係機関や地域住民等と連携し、安全確
保体制の構築を図ることとしていました。
・特別支援学校に対し、防犯講話や不審者対応訓練を実施
しました。（防犯講話20回、不審者対応訓練20回）

・引き続き、障害者支援施設等の防犯に係る安全確保のた
めの施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の
取組を推進について検討するとともに、関係機関や地域住
民等と連携し、安全確保体制の構築を図ります。
・引き続き、特別支援学校において防犯講話や不審者対応
訓練を実施し、さらなる協力体制の構築を推進します。

８-（６）-⑮
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

消防課

⑮　火災や事案発生時に聴覚・言語障害のある人がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行え
るよう、県民に対し、スマートフォン等を活用した音声によらないＮｅｔ１１９緊急通報システムの周
知を図ります。

・前年度と同様に新型コロナウイルス蔓延のため、消防関連
行事の中止が相次ぎ、広報活動ができませんでした。

・引き続き、県内消防本部と協力し、県民に対して各種消防
のイベントを活用し同システムの普及促進に努めます。 ８－１７　聴覚・言語機能障害者

がスマートフォン等を用いて円滑
に１１９番通報できるシステムを
導入している消防本部の割合

８-（６）-⑯
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

消防課

⑯　障害のある人からの通報への対応について、県消防学校において行う消防職員への教育を
今後も継続的に実施していきます。

・消防学校において、救急科の中で社会保障・社会福祉、通
信システムに関する講義を行いました。

・消防学校の消防職員への教育において、障害のある人へ
の対応等の教育を今後も継続的に実施していきます。

８-（６）-⑰
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

教養課

⑰　知的障害、視覚障害及び聴覚障害などの特性に配意した警察活動を実施するため、警察職
員に対して各種教養を今後も継続的に実施します。

・部外講師を招き、様々な障害の特性に配意した警察活動
のため、障害者差別解消法や合理的配慮に係る研修を実
施しました。
・職員に対し聴覚障害者や発達障害者等への対応について
教養を実施しました。

・今後も、様々な障害の種別や、その特性に配意した適切な
警察活動を推進するため、職員に対する教養を継続的に実
施します。

８-（６）-⑱
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

刑事総務課

⑱　言語によるコミュニケーション能力に困難を抱える知的障害のある人等、又は取調官に対す
る迎合性や被誘導性が高いと認められる人に係る事件について、供述の状況、供述以外の証拠
品等を総合的に勘案しつつ、取調べの機能を損なわない範囲内で、障害の程度やコミュニケー
ション能力等の被疑者の特性、事案の内容、被疑者の精神的負担や供述に与える影響等を考慮
した上で、可能な限り広く録音・録画を実施します。あわせて、被害者の特性や障害に応じた取調
べについて、必要な助言・指導・教養を実施します。

・精神に障害を有する被疑者に対する取調べの録音・録画
については、犯罪捜査規範の趣旨に照らし、幅広くコミュニ
ケーション能力に問題がある者を対象に取調べの録音・録
画をするよう指導しました。
・精神に障害を有する被害者から聴取する際は、聴取項目、
質問方法を良く吟味して聴取するよう指導、教養を実施しま
した。

・精神障害を有する被疑者に対しては、今後の公判を見据
えて、任意性や供述の信用性の観点から適正な取調べに努
めるよう指導、助言します。
・精神に障害を有する被害者から聴取する際は、その特性
に留意するほか、被害者負担軽減を考慮した聴取に努める
よう指導、助言します。

８-（６）-⑲
８様々な視点から取り組
むべき事項

（６）暮らしの安全・安心に関す
る支援

健康福祉指導課
くらし安全推進課
特別支援教育課

⑲　障害のある人を消費者被害から守るため、金銭管理、ロールプレイング方式による消費者教
育や必要なときには誰かに手助けを求めることなど、自分自身を守る心構えを身に付けるカリ
キュラムを社会教育や学校の授業などに組み込みます。あわせて、知的障害や精神障害のある
人など、適切な判断をすることが困難な人たちに対して、日常生活自立支援事業や成年後見制
度による支援を行います。障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者セン
ター等の相談窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を進めます。

・若者の消費者教育のため、特別支援学校等の高等部新3
年生を対象とした若者向け消費者教育教材を配布し、また、
「学校教育における消費者教育」を支援するため、特別支援
学校を含む教員等を対象に消費者教育研修を実施しまし
た。さらに、消費者センター等の相談窓口を掲載したクリア
ファイルを作成し、県内市町村を通じ障害のある方を含め配
布しました。
・千葉県社会福祉協議会への支援を通じ、令和5年3月末現
在、1,701人の方が各市町村社会福祉協議会が提供する日
常生活自立支援事業を利用しています。また、成年後見制
度の利用の促進を図るため、千葉県社会福祉協議会を通じ
て、市町村、市町村社会福祉協議会、県民に対して、制度を
周知するための講演会等を実施しました。
・各特別支援学校において、生徒の障害の状況に合わせな
がら、消費者教育教材を活用し、消費者教育に係る教育活
動を行いました。

・引き続き、県消費者センター等に寄せられる相談を踏まえ
て、若者に対する消費者被害防止に係る注意喚起を進め、
早期通報・相談の重要性について理解を深めるなどの消費
者教育を推進します。
・利用者が安心して日常生活自立支援事業を利用できるよ
う、引き続き事業の安定的な運営の支援に努めます。また、
成年後見制度の利用の促進が図られるよう、引き続き、制
度の周知を行います。
・社会の情勢を踏まえながら、引き続き、生徒の障害の状況
に合わせた消費者教育の推進を図っていきます。

８－１８　日常生活自立支援事業
利用者数

８-（７）-①
８様々な視点から取り組
むべき事項

（７）障害のある人に関する
マーク・標識の周知

障害者福祉推進課

①　県や市町村などの公共施設においては、障害のある人に対応した設備や取組を示すマーク
の掲示を進めます。また、各種マークについて、県民への周知と理解の促進を図り、マークの普
及に努めます。

・ストラップ型ヘルプマークを作成するとともに、各種マーク
の普及に努めました。

・引き続き、ストラップ型ヘルプマークを作成するとともに、各
種マークの普及に努めます。
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